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１．議事日程 

  〔令和８年第１回安芸高田市議会３月定例会第１４日目〕 

 

                             令 和 ８ 年 ３ 月 ９ 日 

                             午 前 １ ０ 時 開 議 

                             於  安芸高田市議場 

 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  一般質問 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１６名） 

    １番    益 田 一 磨     ２番    佐々木 智 之 

    ３番    熊 高 慎 二     ４番    浅 枝 久美子 

    ５番    小 松 かすみ     ６番    南 澤 克 彦 

    ７番    山 本 数 博     ８番    新 田 和 明 

    ９番    山 根 温 子    １０番    児 玉 史 則 

   １１番    大 下 正 幸    １２番    熊 高 昌 三 

   １３番    宍 戸 邦 夫    １４番    金 行 哲 昭 

   １５番    秋 田 雅 朝    １６番    石 飛 慶 久 

 

 

３．欠席議員は次のとおりである（なし） 

 

 

４．会議録署名議員 

   ７番    山 本 数 博      ８番    新 田 和 明 

 

 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１６名） 

  市 長  藤 本 悦 志  副 市 長  杉 安 明 彦 

  教 育 長  猪 掛 公 詩  総 務 部 長  新 谷 洋 子 

  総務部政策統括監  佐々木 満 朗  危 機 管 理 監  神 田 正 広 

  企 画 部 長  高 下 正 晴  市 民 部 長  内 藤 道 也 

  福祉保健部長兼福祉事務所長  井 上 和 志  産 業 部 長  小 櫻 静 樹 

  建 設 部 長  佐々木   宏  消 防 長  吉 川 真 治 

  教 育 次 長  柳 川 知 昭  総 務 課 長  玉 井 郁 生 

  財 政 課 長  沖 田 伸 二  政 策 企 画 課 長  黒 田 貢 一 
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６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（４名） 

  事 務 局 長  高 藤   誠  事 務 局 次 長  國 岡 浩 祐 

  総 務 係 長  日 野 貴 恵  主 事  波多野 奈 美 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開議 

○石 飛 議 長  定刻になりました。ただいまの出席議員は 16名であります。 

 定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第１ 会議録署名議員の指名 

○石 飛 議 長  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第86条の規定により、議長において7番 

山本議員、及び8番 新田議員を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第２ 一般質問 

○石 飛 議 長  日程第2、先日に引き続き、一般質問を行います。 

 一般質問の順序は通告順といたします。 

 それでは、質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

 10番 児玉議員。 

○児 玉 議 員  10番 児玉史則です。通告に基づき、大枠3点の質問をいたします。 

 今、アメリカ、イスラエルとイランの紛争によって原油価格が非常に

上がっておって、ガソリン代ももう少したつと 200円を超えるんじゃな

いかという、そういうちょっと非常に物価が心配なところでありまして、

そういった中で、質問のほうをさせていただこうと思います。 

 まず第 1点目、財政健全化について。 

 令和 6年 9月の一般質問に対し、財政健全化計画は総合計画の新たな

策定に合わせ見直す旨の発言をされています。令和 7年度は令和 6年 5

月に策定された第四次改訂版に基づき進めるとの御答弁でしたが、令和

8 年度の予算に関しては、改訂版の計画で推進されるのか、新たな計画

で進められるのかが不明な状況で、中長期視点での歳入確保対策、歳出

削減対策に基づく健全化の目標額などが未確定な状況となっています。 

 そこで、以下 4点を質問いたします。 

 まず 1つ目ですが、一般質問以降 1年半が過ぎますが、時代はデフレ

からインフレに大きく変化し、新たな財政健全化計画の策定は急務に思

いますが、いつ頃をめどとされているのかお考えを伺います。 

○石 飛 議 長  ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  おはようございます。児玉議員の質問にお答えいたします。 

 財政健全化計画については、3 月に完成する予定の第 3 次総合計画の

基本計画を基に策定すべく作業を現在進めております。 

 お示しできる時期については、この 4月を見込んでおります。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で、答弁を終わります。 
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 児玉議員。 

○児 玉 議 員  先日、同僚議員が行政改革について質疑されてましたけども、昨年9

月の行財政改革の取組の報告の中で、2029年に策定された5か年計画の

第4次安芸高田市行政改革大綱が2024年で終了しとるんですね。 

 2025年からの、まず行革の大綱が今回はつくられておりませんけども、

行政改革を推進するとあるんですが、行政改革大綱をつくられなかった

のはなぜかを教えていただきたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  改めて、行政改革大綱をつくらなかったのは、まず、機動的に行革を

進めていくというふうなところをやっていこうというふうなことで、副

市長をトップとした形で具体的にどういったことをやっていくかという

のを、職員の中でワークショップなど進めていくなどして、実施する項

目を絞ってやっていくというふうなことを現在やっているところであり

ます。 

 そういった形で進めて機動的にしていくというのが、まず 1つの目的

でした。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 児玉議員。 

○児 玉 議 員  これまでつくられておったわけですよね。25年からやめるとなると、

見直すとなると、やっぱり、そこは説明が要ったんだろうと思います。 

 財政健全化を求められとるものではありませんけどもね、これは。た

だし、これまで5年間でやってこられとると、そこからやり方を見直す

と。 

 大綱というのは、健全化法、財政健全化計画とリンクしたものだと思

ってますんで、そういったところの見直しをされるんであれば、明確に

25年度の時点で言われるべきだったんじゃないかなと思いますが、これ

またしっかりと健全化のほうでお尋ねしたいと思います。 

 次、2点目の質問に入ります。 

 令和8年度予算編成方針において、令和7年10月に通知されており、

歳入確保、歳出削減の考え方を示されています。一方、財政健全化計画

では重点的な取組事項を掲げ、歳入確保対策、歳出削減対策のそれぞれ

に年度別目標額を設定されています。令和 8年度の目標額の設定はどの

ように行われるのか、お考えを伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。現状の最新の財政健全化計画は令和 6年 5月に策

定したものになっております。ここで掲げている歳入確保項目 4項目、

そして歳出削減項目 2項目が財政健全化の取組の基本部分となっており、



【速報版】 

 

5 

令和 8年度の目標効果額は 3億 3,600万円と定めております。 

 これに加えて、昨年 9月の全員協議会で御説明した行財政改革の取組

を実施します。人口減少、建設事業費などの物価の高騰が続くことなど

から、財政状況の厳しさがさらに増すと想定しているため追加で実施す

るものです。 

 先ほどの答弁のとおり、新たに策定する第 3次総合計画の基本計画を

基に財政推計を見直すこととしており、それに伴って財政健全化に必要

な効果額も当然変動をしてくる可能性があります。 

 現状の行財政改革の取組で十分なのかどうかを検証しながら、令和 8

年度以降の目標効果額も改めて定めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で、答弁を終わります。 

 児玉議員。 

○児 玉 議 員   ちょっと説明がよく分からんかったんですが、令和7年度の目標額は、

これ財政健全化計画で2億9,900万、令和8年度が3億3,600万円上げられ

ておるんですね。 

 行革の中で16項目を項目を挙げられて事業を進めると。その項目とい

うのは、この効果額に反映してないと後のトレースが非常に難しいと思

うんですが、この健全化計画、ここへ反映されるべきじゃないですか、

目標効果額に対して、今やられてる行革の数値ですね。 

 行革の1個1個に、これ目標額がないということですか。あるなら反映

できるんじゃないかと思うんですがいかがでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  現在ある財政健全化計画での取組の目標効果額については、先ほど児

玉議員がおっしゃったように、令和8年度で3億3,600万です。 

 行革の取組でこれからやっていこうという 16 項目のところについて

は、最初にまだこれがどのぐらいのものに金額になるかというところの

金額がある程度見えているものと、まだＤＸの取組とか、どういうふう

なことを具体的にやるなどというのが定まらない中で、金額を定められ

てないものがあります。 

 なので、先ほどの市長の答弁の中でも申し上げたように、本来は全て

やるときに 16 項目について金額を定めた上でというのが本来あるべき

姿かもしれませんが、これから建設事業費とか物価の高騰が続いていく

見込みだということで、何もせずにその数字を積み上げるところで時間

がかかるよりも、まず何かを始めるというところを重視して、項目を挙

げて具体的な動きをしていこうというふうな形で始めたのが今の状況で

す。 

 具体的に令和 8年度で金額はどういう形になるかということについて

は、来月、4 月に財政健全化計画を新しくつくり直しますけれども、そ
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の中で、前回つくった行革での取組事項と合わせて、今取り組んでいる

16 項目の中でも、これはいつ頃にこのくらいの効果を出していこうと

いうことも含めた上で、改めて整理をするというふうなつもりでおりま

す。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 児玉議員。 

○児 玉 議 員  そうすると、7年8年の目標の効果額が全然メンテされてないというこ

とになるんですよね。 

 明確な基準を定めて進捗状況を管理したり、そうしないと目標に達成

したかどうか、これ判断ができないですよね。 

 16 項目、取組がありますけども、行革の中で、全てがいわゆる定量

的に目標設定すべきと思わないですが、いわゆるＫＰＩというのか、適

正化が、見ながら中身を見直していくいうんですかね、ピックアップし

ていく必要があるんだろうと思うんですが、そういった 2008 年以降は

分かるんですけども、実際に、今、財政健全化計画の中を進めておるわ

けですから、以前の分を、そういう部分であれば、私はローリングして

でも見直して、目標効果額に対して全体が進んでいくということにしな

いと、なかなか数字のトレースができないんじゃないかと、そこらは思

います。 

 そういうところは、またちょっと後、議論したいと思いますので、3

点目に入ります。 

 第 4次改訂版では、歳入確保対策で基金の戦略的な活用が挙げられて

いますが、運用に対する取組は計画されていません。デフレからインフ

レの世界に変わった状況で、財産運用、収入増に向け、いわゆる高利で

運用すべきと思いますが、お考えを伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。昨年 9月の全員協議会のほうで御説明申し上げた

行財政改革の取組の中で、公金の債券運用の検討というものを挙げです

ね、議論しているところです。 

 市が保有する基金の運用については、現状では市内の金融機関での定

期預金という形態を取っておりますけども、これを見直し、一部を国債

や地方債などといった定期預金よりも利率の良い債券による基金運用に

切り替えるというものです。 

 今年度中に、今月中に運用可能な具体的な金額を確定をし、次年度実

施する方向で考えております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 児玉議員。 
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○児 玉 議 員   昨年9月の中にありますから、そこは理解しておったんですが、これ

も財政健全化計画に反映されとらんということになりますけども、有価

証券を活用するというのは、これ必要不可欠だろうと思ってるんですが、

少し現状を理解しておく必要があると思ってお話をさせていただきます

が、一般会計だけの予算利子及び配当金、これ2024年度が328万7,000円、

2025年度が854万円、2026年度、今年の当初予算では2,354万6,000円を

上げられとる。当然、金利が上がってますから、6年度はがばっと2,300

万に利息収入があったと思うんですが、ここらのちょっと運用の中身と

いうか、これは担当のほうで結構ですんで御説明いただきたいと思いま

す。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  これらの基金の運用については、全て定期預金で行っております。 

 利率については、0.335％から 0.5％、その間というふうな形です。 

○石 飛 議 長  以上で、答弁を終わります。 

 児玉議員。 

○児 玉 議 員  定期預金ということでしたけど、基金の全てが大体80億ぐらいですか

ね、これが全て定期、当然、普通預金もあるんだろうと思うんですが、

0.3％で運用されておると。 

 次に借入利息ですよね、これ同じように見えません、数値が違います

けど、180億ぐらい借り入れられて、2025年度は 7,400万の利息を払う。

2026年度8,500万円。基金と借入れの金額は違いますから単純に比較は

できませんけれども、いわゆる利息を 8,500万払って利子は 2,300万円

と、こういうことですね。 

 総務省が発表しております物価高、これ 2025 年度が 3.1％上がった

と、2024 年度が 2.5％です。とすると、仮に 3％の物価上昇と考えると、

80億の基金があっても、2億 4,000万円分は物が買えないわけですよね。

数字は 80億あるけども、実質は 77億 6,000万円のものしか買えない。 

 あるいは、歳入が例えば 200億あったにしても、今年の予算で 200億

あったりしても、実際に物価高を考えると 6億ぐらい減るんですか、だ

から、194 億ぐらい。200 億の数値で予算は組みますが、毎年、買える

ものはどんどん減っとると。そういったところの一つは認識は必要なん

だろうと思うんですね。 

 そういったところで、有価証券の価値も一つの考えていかなきゃいけ

ない中身だろうと思うんですが、これ今から議論されるということです

が、国債あるいは社債、いろんなものがありますけど、一番安全なもの

で言えば国債になるんかなと思いますが、これが大体ちょっと今の詳し

い利率は知りませんけども、5 年の利付国債で 1.5％ぐらい見ればいい

んじゃないか思うんですが、仮に 70 億を例えば全て 5 年の利付国債で

運用すりゃ 1 億ぐらいの金利は入るわけですね、利息は。半分でも
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5,000 万ということは、今の 2,300 万よりは倍ぐらいにはなるというこ

とも考えていく必要があるだろうと思います。 

 問題はですね、どれぐらいの割合を、この基金で運用できるかですよ

ね。考え方が必要だろうと思うんですが、そこらのいろいろ減債基金、

借金を返済する減債基金、あるいは地方振興基金、これらは 5年間動い

てないですが、ほとんど、二十七、八億あると。 

 そういった 5年間でも影響が出ない、使うことがほとんどないような

基金がありますから、そういった運用割合を決めていく必要があるんだ

ろうと思いますが、ここらの割合に関しては、市長、どういうお考えか

ちょっとお尋ねしてみたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。国債、今回この 3月までに方向性を出して、実際

には 4月以降運用を始めたいと思いますけども、国債で言うと先ほどあ

ったように、1.5 から 6 ぐらいの利率を今国のほうは定めておると思い

ますんで、それを今保有している基金の割合をどれぐらいにするかいう

のは、やっぱり資産をシミュレーションする必要があると思いますので、

それも含めて今担当のほうでどれぐらいのものを運用するかという割合

を考えて、先ほど言われるように、しっかりと取れるものは取るように

していきたいというふうに、今までのような方向を変えてやっていきた

いというふうに思っております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 児玉議員。 

○児 玉 議 員  そこの運用割合をしっかり決めるのが大事だろうと思いますが、これ

は担当課はとてもよう決めないと思いますんで、一つは、先ほど財政健

全化計画の話をしとるんですが、財政健全化計画がないとなかなか運用

割合は決められないんじゃないかと思うんですね。 

 当然、担当課というのはよう決めませんよね。市長が例えば何年後に

この事業をやるよとか、急な災害とかが起これば当然そういうのはある

程度残しておきますけども、何かの事業、例えば保育所いつ建て替える

のかと、中学校いつ頃やるのかと、そういうものがないと、なかなか運

用額が決まらない。 

 そういった意味では、2024 年 5 月に策定されとる第四次改訂版に関

しては、いわゆるもうインフレも想定してありませんし、物価上昇率は

日銀が 2％を目標にしてて、実際にはこの水準がもう 4 年間続いておる

わけですね。 

 そう考えると、もう歳出を物理的に抑えるしかないんですけども、そ

ういったことも考えながら健全化計画は当然見直しが要る、あるいは原

材料費の上昇、人件費の高騰、公共事業の施設更新のコスト、これらが

大幅に上昇する、もう、これ避けられないですよね。 
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 あるいは、経常経費の圧迫です。燃料代、電気代、あるいは金利上昇

リスク、こういったデフレからインフレに変わっとるということは、デ

フレの時代は何も考えんでもよかったんですね、変化がないから。 

 ところが、急激にインフレで時代が変化しとるわけです。そういった

ときには、この中長期計画というのは期限が来て見直しというんじゃな

くて、毎年度、毎年度、ローリングをやっていかないと時代に追いつい

ていかないわけですよ。デフレのときはよかったんです、それで。イン

フレは毎年ローリングして将来の財政計画の見直しをかけて、しっかり

と現状を見極めるということが必要だろうと思ってるんですね。 

 ぜひ、毎年ローリングをやっていただきたいと思うんですが、いかが

でしょうか。 

○石 飛 議 長  暫時休憩とします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時２３分 休憩 

午前１０時２３分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○石 飛 議 長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 杉安副市長。 

○杉安副市長   委員、御指摘の部分で、財政健全化計画のローリングはやっていこう

と思います。 

 先ほど来出ておる質問の質疑の中で、行革大綱のところとかですね、

なぜ、そこを切り替えなかったのか、そして、それを議会のほうに報告

がなかった部分も指摘があったと思います。 

 振り返りますと、市長が就任され、その後、7 月、私が 10 月だった

んですが、もう、そのときに既に予算編成に入っててですね、新年度の、

その予算編成が終わる 3末で行革大綱の第四次の部分が終わるという状

況でありまして、新しい大綱の作成というところは全く考える余裕もな

く、なぜかというと、四次のときに本当は行革の懇話会というのがあっ

て、委員さんも指名して任命して、民間の方とか指名して、そこに取組

の成果を出して見てもらって評価を受けるという作業をずっとしてきた

んですが、第四次の中ではそれができてなかったということです。 

 それで年度末を迎えて新たな大綱ということにはならないと思いまし

たので、予算編成の中で気づいたのは、やはり予算編成自体が行革のよ

うな形で、この事業の中身はどうで、使われ方はどうで、じゃあ、予算

はどうするということをずっと作業の中でやってきまして、であるなら

ば、新年度は行革の新たな大綱よりも実務で、先ほど企画部長が申し上

げた機動的にやってはどうかということで、一応、副市長をトップに、

幹部職員で 16 項目を進捗管理しながら、答えはもう少し先 3 月末まで

には出していこうと思いますが、新たに 4月に成果をお知らせできると

思いますが、そういう形で実質取り組んでまいりましたので、新たな行
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革大綱ということにはならなかったというのが、この間の報告になりま

す。 

 繰り返しになりますが、冒頭言いましたように、ローリングは御指摘

のとおり、やっていこうと思っています。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 児玉議員。 

○児 玉 議 員  4番目の質問に入ります。 

 昨年 12月 31日でガソリン暫定税率が廃止され、2026年 4月 1日から

は自動車購入時に課税されていた環境性能割が、現時点で 2年間限定で

停止となります。道路財源の減収に伴う道路整備への影響について御見

解を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。環境性能割についての廃止についての減収分につ

いては、現在は地方特例交付金により全額を補填される見込みでありま

す。詳細はまだ示されてはいませんけども、国のほうは全額補填すると

いう方向でいます。 

 実際に道路整備への影響については、現時点では特段の影響について

は感じてはいませんけども、引き続き国の動向については注視をしてい

きたいと思っております。 

 いずれにしても、地方自治体の負担が増すことのないように、地方行

政に悪い影響を及ぼすことがないよう要望は引き続き継続していきたい

と思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で、答弁を終わります。 

 児玉議員。 

○児 玉 議 員  ちょうど、今、国会で予算審議してますから、それが出ないとはっき

りしないんだろうと思うんですが、少し変更されることによって安芸高

田市の税収がどうなるかいうことで共有しておきたいんですが、暫定税

率が廃止になることによって、12月31日廃止になることによって、地方

揮発油譲与税、これ令和7年度が安芸高田市は4,600万あったんですが、

令和8年度は4,000万、広島県全体では120億円が大体減収が見込まれる

んじゃないかと。したがって、県から配分される各種交付金、あるいは

補助金などが間接的に安芸高田市にも減ってくるんじゃないかと。 

 それから、環境性能割ですね、これ 4月 1日から。地方税の軽自動車

税、これは880万から176万9,000円、180万ですから、710万ぐらい。

環境性能割の交付金、国からの、これは令和 7年度が 3,500万あったも

のが、令和 8年度は 1,000円。さらに 4月から軽油税がまた軽減が始ま

るということで、ちょっと組み換えの状況がよく分からんのですね、税
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収が減っとる。 

 どこから持ってきて、この道路の整備の財源に持ってこられとるのか、

そこをちょっと説明いただきたいと思うんですが、これは今答えられれ

ばで結構ですから、担当課のほうでどうでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 沖田財政課長。 

○沖田財政課長  先ほどの交付金の減収部分については、ちょっと重複はするんですけ

ども、地方特例交付金で全額補填するということになっていまして、も

ともとあった交付金などが地方特例交付金の額の中で補填されていくよ

うな形で、次年度の予算は計上をさせていただいておる状況でございま

す。 

○児 玉 議 員  減額、増額。 

○沖田財政課長  詳細はまだ示されておらないというところがありますので、今現状分

かる範囲の予算計上にさせていただいているというような状況でござい

ます。 

 また、詳細が分かったり、状況が変わればですね、その都度、対応さ

せていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で、答弁を終わります。 

 児玉議員。 

○児 玉 議 員  国の予算の付け方の状況をしっかり見ていただいて、これは先ほど市

長がおっしゃるように陳情・要望。とにかく、今ある財源分だけは持っ

て帰るということを一つお願いしたいと思います。 

では、次の質問に入ります。 

 ＪＡ広島厚生連吉田総合病院に対する財政支援について伺います。 

 令和 6 年 12 月議会で財政的な支援の必要性について一般質問いたし

ましたが、これまでの対応状況及び今後の支援の継続性に関し以下 3点

を質問いたします。 

 まず 1つ目は、令和 7年度広島県や総務省への働きかけの具体的な中

身と要望に対する効果を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。国や県に対しては医療提供体制の確保にかかる財

政支援の拡充として、物価上昇を反映した診療報酬の増額改定、そして

僻地医療拠点病院の運営事業費、運営事業補助金の対象事業の拡充、そ

して医療ＤＸ推進に不可欠な電子カルテ導入に伴う財政支援を要望して

まいりました。 

 国の物価高騰への対応として、診療報酬改定あるいは融資の拡充等、

医療機関を支援し次期改定、これはもう診療報酬については改定の方向

に動きましたので願いがかなったかなというふうに思っております。 
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 電子カルテについては、標準化とクラウド移行を進め、導入改修費の

補助による財政支援を行う方針が示されました。県から国に対して補助

金や地方財政措置の充実を要望すること、また全国知事会を通じて電子

カルテ導入費の低減や、運用コストに見合う診療報酬の検討を引き続き

へ働きかけるとの回答をいただいております。 

 地域医療を守るために必要な支援を市としても続けていくという現状

ですので、今後も取組を進めていきたいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 児玉議員。 

○児 玉 議 員  前回、質問したときから比べると、これは市長大変よく頑張っていた

だいたなと、ここは素直に評価したいと思います。吉田病院も喜ばれと

るんじゃないかと思うんですね。 

 では、2点目の質問に入ります。 

 令和 7年度当初予算で、吉田病院の補助は、看護師等奨学金返済支援

補助金、医療施設整備補助金の市単独補助金及び救急に対する補助金の

増額で前年より 4,170万円増額され、令和 8年度の当初予算でもさらに

増額されております。 

 そこで以下 2点を質問いたします。 

 まず 1点目、令和 7年度の支援に対する効果を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  今年度の補助金の増額の内訳については、医療体制整備補助金として

県内でももう整形外科の手術の症例が吉田病院は多うございます。そう

いった意味で整形外科の手術台の導入、経費の補助として補助しており

ます。 

 それと、あとは政策医療の部分で救急告示病院運営事業費として、二

次救急を担うＪＡ吉田総合病院の救急告知病院を運営する費用の赤字部

分の補填部分となります。 

 それと、いずれにしても病院の経営改善に向けた支援、また救急医療

体制の確保のため必要であり不可欠なものであったと評価をしておりま

す。今後も本事業の趣旨を踏まえ、適正かつ効果的な補助金の運用に努

めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 児玉議員。 

○児 玉 議 員  それでは、2点目伺います。今後の支援の継続性について伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。救急患者の受入れについては 24 時間体制での対
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応、あるいは空きベッドを確保しておかなければならないという、どう

しても不採算な面がついて回る事業です。また、吉田総合病院について

は僻地医療拠点病院として重要な位置づけもあります。 

 市民が安心して暮らせるために、これら欠くことのできないものです

ので、必要な支援を、交付金と、この範囲内でしっかりと継続してまい

りたいと思います。 

 また、看護人材の確保については、今年度より事業開始をしました奨

学金の返済支援も継続していく必要があると考えております。今後も医

療福祉分野における人材確保の定着を図り、中山間地域の医療体制を確

保するため適切な財政支援を行っていきたいと思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 児玉議員。 

○児 玉 議 員  吉田総合病院は、いわゆる公的な役割をある程度担っておるという理

解が要るんだろうと思うんですが、医療というのはやっぱり福祉の要で

すよね。そういう扇の要に当たるんじゃないかと思ってますし、どうし

ても持続可能な社会をつくろうと思えばもう必要不可欠ですし、コミュ

ニティの維持には完全にもう必要不可欠なんだろうと思うんですが、そ

ういった重要性を考えていくと、今後のいわゆる支援の在り方というか、

いわゆる公的役割を担っていただくとなると、ある程度一定額の支援の

割合というのは決めておく必要が私はあるんじゃないかと思ってます。 

 例えば200億なら1％ぐらい充てるとか、そういう範囲を設定して、当

然、だあだあだあだあいけるというものじゃないですから、上限もかま

していくとなると1％ぐらいの設定は要るんじゃないかと思うんですが、

そういった、いわゆる枠を決めて中で支援していくということが必要じ

ゃないかと思うんです。お考えがあればちょっと伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。確かに限度額といいますか、枠をある程度定める

というのは一つの方法だと思います。 

 そのためにも、今、厚生連自身が、吉田病院自身がどういうふうな規

模で在り続けるのかという方向を、今、協議をされてると伺っておりま

す。今のようなキャパというか規模感を維持するのは当然難しいので、

恐らくコンパクトにはなってくるんだと思います。 

 そういった中で、吉田病院自身が経営改善をされた上で方向性という

のが出てくると思いますので、その時点で市としてどの規模感で支援を

続けていくか、当然、総合病院ですので市には必要という認識ではいま

す。 

 ただ、そういった意味で、人口減、高齢化が進む中で、どういった、

昔の吉田病院の位置づけと、今のこれからの先の位置づけ、規模感とい
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うのは当然変わってくると思うんで、それを時代に即した形で吉田病院

そのもの自身が計画を見直してこられると思いますので、それに合わせ

て市のほうも対応していきたいと思います。 

 当然、医療も広域化していきますんで、吉田病院と、あるいは三次中

央病院、安佐市民というようなところとのすみ分けというのも、当然、

必要だと思いますので、その辺のところはしっかり厚生連と議論して、

持続可能な吉田病院を守れるように検討していきたいと思います。今の

時点では減額というのをまだ定めてはいません。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 児玉議員。 

○児 玉 議 員  ぜひ、定めていっていただきたいと思いますね。三次市民病院なんか

で言いますと、それはとても1％ぐらいではやられてないんじゃないか

と思うんですが、安芸高田市のレベルで言えば、市民病院を持ったと考

えれば、やはり1％ぐらいのところかなと思うんですが、しっかり議論

いただきたいと思います。 

 では、次の質問に移ります。吉田病院のような民間病院でも不採算な

診療科を維持し公的な役割を果たす病院には、自治体と病院の連携が不

可欠であり、県や国に医師の確保や設備投資などへの財政的支援等を強

く行っていくべきと思いますが、御見解はいかがでしょうか。これちょ

っと先ほどとダブるかもしれませんがお願いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。医療体制、提供体制を維持し確保するということ

は、地域住民の生命・健康を守る上で極めて重要だというふうに認識を

しています。 

 特に吉田病院でいうと、小児科をはじめとする不採算診療科を抱える

病院です。そういった意味で、医療従事者の確保や老朽化した設備の更

新など、単独では対応が困難な課題を抱えております。そういった意味

で、この不採算診療科を抱える小児科等に対する特別な財政支援をお願

いできないかということで、国のほうへも小児科とか定めてお願いをし

ております。 

 国に対しては、県もですけども、医師の確保対策、あるいはふるさと

応援の医師枠というのがありますけども、それも吉田総合病院は 6名を

8 名に増やしてもらったりというようなところも対応もしてもらってお

りますので、そこはやはり国・県の力をお借りしなくてはかなえられな

いところがありますんで、引き続き、重要な病院ということで継続して

要望活動しながら充実していくように考えております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 
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 児玉議員。 

○児 玉 議 員  なかなか頑張っていただいておるなと思います。 

 特に国への要望になるんですが、これは先ほど電子カルテの話ありま

したけど、住民の皆さんの苦情を聞くのが、やっぱり会計の待ち時間と

いうのは非常に聞くんですよね。それで、やはり受診者の方が減ってる

可能性もありますので、これ電子カルテのところ、先ほども市長の御答

弁の中ありましたけども、国へ要望していくと。 

 御存じかもしれませんが、2 月の新聞報道があったんですね、これ厚

生労働省か。政府は 2022 年に医療ＤＸ推進本部を設置して、マイナ保

険証や電子カルテ、電子処方箋の普及に取り組んできたが、現場からは

電子カルテの導入をしておらず、電子処方箋を入れても効率的にならな

いとの声が上がった。厚生労働省は 2025 年 7 月に患者の医療情報を共

有するための電子カルテを整備する全ての医療機関への導入を目指すと。

これは厚生労働省が語っておるんですね。これ千載一遇のチャンスじゃ

ないかと思って、ぜひ国のほうに積極的に要望していって、何とか吉田

病院にカルテを入れていただいて、住民の皆さんの待ち時間を減らして

いただきたいと。そこ一つ、御尽力をお願いしたいと思うんですが、い

かがでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  御紹介いただいたように、厚生労働省自体は、もう、そういう方向性

を示してくれています。あとは厚生連の覚悟だと思います。 

 やはり採算が厳しいということでちゅうちょされているんだと思いま

すので、基本的に吉田総合病院の一つの課題を、まずは課題を解決する

とするとこの電子カルテ化が一番だと思います。これをすることによっ

て、診療の待ち時間、会計部分がスムーズに流れますんで、多分、今も

この時間帯といえば、もう会計も始まってる時間だと思います。多分、

多くの皆さんが 1時間ぐらいの待ちを、支払いのための待ちをされてい

るんだと思いますので、そこをまずは解消すべきだと私も思いますんで、

厚労省に言うよりかは、厚生連のほうへ強力に、ここの電子カルテの早

期導入を働きかけていきたいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 児玉議員。 

○児 玉 議 員  厚生連もなかなか非常に厳しいというのをお聞きしとるんで、あと二

つあってですけどね、そういったところでいうと、どうしても、いわゆ

る応援をしてほしいという話はくるんだろうと思うんですが、そういっ

たときには、ぜひ積極的にお願いをしておきたいと思いますが、もう一

つ、先ほど吉田病院の機能集約の話がありましたけど、15診療科があり

ますけども、このフルスペックというのは、当然、不可能だと。 
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 今、小児科、耳鼻咽喉科、耳鼻科、これらは赤字が出てますが、これ

は市長も御存じだと思うんですが、小児科に関しても当然大きな赤字が

出てると。ただ、小児科というのは、先ほどの国への要望と言われまし

たけども、今、実際に患者さんが令和 6年度でおよそ 2,600人、令和 7

年度、これは 12 月までになってますけど 1,800 人、こういう子どもさ

んがおられるわけですね。赤字は 3,000万弱が出とると、これは吉田病

院としたら、当然、これ廃止考えられますよ、多分。 

 そうなったときに、国に要望して金がつかんかったからといって、こ

れ廃止するのかどうか、そこらは市長はどう思われてるんですか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  子どもが少なくなってるんで、診察を受ける子どもさんもやっぱり当

然減ってくるという現状です。 

 しかしながら、国のほうの特交の基準を見直してもらうことによって、

吉田病院の小児科に対する特交も加算されるチャンスもありますんで、

そこの基準を見直してくださいという、今、お願いを国のほうにさせて

もらっております。 

 そういった意味で、小児科がなくなると、また子育て世代に対しては、

不安の要因となりますので、そこはやはりしっかりと守るべき部分だと

思います。不採算部門の中でも、そこはしっかりと引き続きやっていき

たいというふうに思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 児玉議員。 

○児 玉 議 員  今おっしゃるとおり、子育て世代を呼び込もうと思っても、総合病院

に産科がない、小児科がない、いや、果たして来られるのかなというの

は非常に疑問に思うわけですね。 

 確かに財政も厳しいですが、子育てということでは、例えば今年度 4

月から国主導で給食費が無償化になります。これ小学校の給食 1人当た

り 5,200円、安芸高田市でいうと五千三、四百万ですか、年間、一般会

計から出さなくて済むと。 

 これ子育てで使っておられたわけですから、その分を小児科に回した

って同じ子育ての支援と私はなるんじゃないかと思ってるんです。しか

も、先ほど申しましたが 1％の枠の中に抑える範囲でと。そういうこと

も考えていかないと、吉田病院がもう小児科やめますわということにな

ったら大変だと思ってるんですが、そういう子育てのお金というのは回

しながら支援をしていくということも一つの方法で考えていく必要があ

るんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 
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○藤 本 市 長  お答えいたします。給食費無償化が始まって、何かお金がぽんと増え

たような感覚でいえば、そうではなく、やりくりの問題がありまして、

そういったところは単純に喜べるところでもないというところはありま

す。 

 しかしながら、そういった実際には国から今までなかった支援が入る

ということですんで、そこは財政の全体のやりくりの中で、そういった

ものが捻出できるか、創設できるかということは慎重に考えていきたい

というふうに思います。 

 これは小児科の維持だけに限らず、ほかの分野にも当然広がってきま

すんで、全体的に考えていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 児玉議員。 

○児 玉 議 員  もう一度、伺いたいんですが、これ子育て支援事業だったんですよね、

給食費って。子育て支援のほうに回されることで考えられるなら、そう

でしょうけど、普通の一般財源に戻ったからといって、ほかの事業とい

うよりは、子育てに使っとったんだから、やっぱり子育てに考えていく

べきじゃないかと思いますよ。 

 特に財政が厳しいですから、これ単純に使うという発想にはなりませ

んけども、どこに使っていくかって、それはほかの例えば補助金なり、

指定管理団体なんかのを減らしたって、小児科、私は優先的に守るべき

だと思っておるんですが、これは吉田病院の判断を待つ必要もあります

けども、一番上に上がってくる優先順位じゃないかと思ってるんですが、

小児科というのは。もう一度、市長にお考えを伺ってみたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  子育て支援の中で考えていきたいというふうには思っております。 

 全体のパイが限られた予算ですので、当然、先ほど言われたように、

我慢してもらえる部分を選定しながら、それを小児科あるいは子育て支

援のほうへ回していくという流れは当然考えていかなくてはいけないと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 児玉議員。 

○児 玉 議 員  子どもさんは減っていきますから、先では恐らくまた考えなきゃいけ

なくなるんだろうと思うんですが、たちまちは小児科が厳しいと、吉田

病院の、これなくすことがないように、ぜひお願いをしておきたいと思

います。 

 では、次の質問に移ります。 

 今後の地域医療について。 
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 2026 年度の診療報酬改定は、大幅なプラスであり吉田病院の収益に

よい影響を与えるものと思いますが、それでも人口減少、高齢化が進む

地域にある病院経営は厳しく、今後、国が定める地域医療構想に合わせ、

難しい経営判断の中、効率化・重点化を進めていかれるものと思います。

この医療構想は 2027 年度から、2040 年度頃の人口減少・高齢化社会を

見据えた新たな構想で、その策定への取組が始まります。2025 年度で

国がガイドラインを策定し、2026 年度で各都道府県が地域の実情に合

わせた新たな構想を策定し 2027 年度は策定された構想に基づき医療機

関の連携・再編・集約化に向けた具体的な協議が本格化します。 

 そこで以下 2点を質問いたします。 

 広島県においても人口 20 万未満の区域における医療提供体制の維持

が課題とされており集約化の議論が進む可能性がありますが、県の構想

策定が始まる 2026年を前に市としてのビジョンを伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長   お答えいたします。2027 年度からの新たな地域医療構想の策定に向

け、人口減少が進む中で、地域における医療提供体制の維持が大きな課

題となることは市としても強く認識をしております。特に医療機関の連

携や再編・集約化については避けて通れない議論となる可能性がありま

す。 

 こうした状況を踏まえると、県による構想策定が本格化する 2026 年

を前に、市としても将来の医療提供体制の在り方について検討を進めて

いきたいと思っております。 

 その際には、まず市内にどのような医療機関が、医療が必要なのか。

地域として守るべき医療機能は何かなどを関係機関と丁寧に協議を重ね

ながら、地域住民の皆様の安心につながる医療の確保を最優先に考えて

いきたいと思います。 

 人口構造の変化や医療人材の確保状況などを踏まえると、場合によっ

ては一定の集約化というのが避けられない場面も想定されます。その際

には地域にとって本当に必要な医療が継続して提供されるよう、慎重に

検討を重ねていきたいと思います。今後も県や医療機関、関係団体と連

携しながら、持続可能な地域医療体制の構築に向けて、住民の皆様にと

って安心できる医療環境確保に努めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 児玉議員。 

○児 玉 議 員  じゃあ、2番目の質問に移ります。 

 第 9 期の介護保険事業計画は令和 8 年度で終了し、第 10 期に向けた

見直しが必要となりますが、新たな地域医療構想を見据えた見直しのポ

イントを伺います。 
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○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。退院の支援、在宅医療、訪問看護、介護サービス

の連携をより一層強化していく必要があると思っています。施設サービ

スにおける看取りや、外部医療機関との連携、医療的ケアが必要な高齢

者を支える在宅サービスなど、医療機関の再編や集約化が進むと、介護

側の需要やニーズに変化が起きてくることが予想され、医療構想と整合

したサービス料の見直しも必要になってくると考えています。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 児玉議員。 

○児 玉 議 員  これは、先日、同僚議員の質問もありましたんで、そこのところは理

解しましたが、先ほどおっしゃるように、在宅介護ということですよね、

10期で。 

 2040 年に高齢者のピークが来ると。そのときに現役世代も急減しと

るという中で、今のサービスでね、配食サービス、外食支援サービス、

訪問利用サービス、さらには看護師さん、介護士さん、あるいは、その

頃になると 24 時間対応な在宅の看取り体制というか、こういうことも

出てくるんだろうと思うんですね。先ほどおっしゃったように、周りの

方に一定のところに集まっていただく、いわゆる効率を上げて見守ると

いうことですかね。 

 今の若い人に期待をしておると、そこに行使した第 10 期の計画を立

てると、私は在宅介護って完全に崩壊するんじゃないかと思ってるんで

すが、いわゆる一般家庭での見守りができなくなって孤独死とか、ある

いは救急車が頻繁に走るような、今の課題と同じような考え方でいった

ら非常に将来が不安なんじゃないかと思うんですよね、いかがですか、

感想は、若い人がいないというとこで。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。確かにそういった看取り、家族は世代間での同居

というのが今ない社会になってます、個々の家庭を持たれて、別棟とい

うか、別の地域で住まわれているいうのが主になってますので、そうい

った意味で一番心配されるのが在宅での孤独死等ですね、今よりも厳し

い状況が出てくるのが予想されますので、そういったところがしっかり

できるように体制を、地域での見守るような体制も含めて考えていく必

要があるというふうに考えておりますので、今度の第 10 期もそういっ

たところを踏まえながら検討していく必要があると思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 児玉議員。 
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○児 玉 議 員  先ほど、やはり集まっていただくという発想ですよね。これコンパク

トシティ、いわゆる 6町の中心部に集まっていただくと。以前からお話

ししてるように、これはやっぱり長くかかりますけども徐々に進めてい

かないと、2040 年を迎えたらそうなってしまうと。非常に危惧されま

すので、この第 10 期の計画はしっかりとこれまでの流れとは形態を変

えて、いわゆる、これからの本当の方向づけにもしっかりと議論してい

ただきたいと思うのですが、市長に最後のそこのところのお考えを伺っ

て、最後の質問といたします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。計画ですので、計画倒れにならんようにですね、

しっかりと実情に即したものを定めていきたいと思います。そして時代

の流れにも臨機応変に対応できるような計画にもしていきたいと思って

おります。 

 理想は、そういったコンパクトシティ、集まってもらってコンパクト

に見ていくというのが理想でしょうけども、そこがかなわないという、

望まれない方々が多いというのも現状ですので、そこをどのようにうま

くやっていくかというのも計画の中でしっかりと議論し、定めていきた

いと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 児玉議員。 

○児 玉 議 員  以上で、私の一般質問を終わります。 

○石 飛 議 長  以上で、児玉議員の質問を終わります。 

 1 時間が経過しましたので、ここで換気のため、11 時 10 分まで休憩

といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時５８分 休憩 

午前１１時１０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○石 飛 議 長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 続いて、通告がありますので発言を許します。 

 1番 益田議員。 

○益 田 議 員  1番 益田一磨です。 

 昼をまたぐなよという声が痛いんですが、伸び伸びと一般質問をさせ

ていただこうと思います。 

 通告に基づいて、大枠 4点質問させていただきます。 

 1番で本市の光回線ＩＲＵ契約の今後について伺います。 

 （1）です。本市の光回線（あじさいネット）、これはお太助フォン

とはまた一応別として、インターネットのほうです。市が保有する光フ
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ァイバー網に対して、ＣＢＢＳがアクティブ機器を設置してサービス提

供している現状構造と認識しております。 

 仮に、これをＮＴＴ系の事業者フレッツ回線などですね、他の事業者

へ移行を想定した場合において、現在使用している設備を流用して、事

業者のみ変更することが可能なのかを伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  益田議員の質問にお答えいたします。現在、本市では市が所有する光

ファイバー等の通信設備をＣＢＢＳ株式会社に貸与し、長期にわたり安

定的な通信サービスを提供いただいております。一方で、全国の自治体

が整備した光ファイバー設備は老朽化に伴う更新や高度化への対応によ

り将来的な財政負担の増大が共通の課題となっています。 

 こうした背景から、総務省の情報通信審議会による答申では、情報通

信基盤の公設から民設・民営へ移行を促す方向性が示されたところです。

これを受け、総務省から公設光ファイバーケーブル等の民間移行に関し

関するガイドラインが公表されています。 

 本市におきましても国の指針や他自治体の動向を踏まえ、本年からＩ

ＲＵ契約の相手方であるＣＢＢＳ株式会社と同ガイドラインに基づいた

協議を開始するよう政策統括官に特命事項として指示をしたところです。 

 御質問の他事業者への移行についてですが、同ガイドラインでは既存

利用者への影響を最小限に抑える観点から、まずは、現在、ＩＲＵ契約

を締結をしている事業者と優先的に協議を進めるべきだとされておりま

す。したがって、本市としてはＣＢＢＳ株式会社との協議を最優先事項

として取組を始めたところです。 

 なお、設備の流用による事業者変更の可否については、各事業者の通

信規格や運用ノウハウといった技術的な詳細に関わる事項であるため、

現時点では一概にお答えすることは困難な状態です。いずれにしまして

も、まずは現行事業者との適切な移行の在り方について精査をしていき

たいと思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  おっしゃるとおり、ガイドラインなんかも他の市町も見てもなんです

けど、やっぱり、今やられてる事業者さんと民設・民営・譲渡に踏み切

るような経緯がある自治体は複数あったんですけども、やっぱり一から

他の事業者になるというところはちょっと例になくて、私も気になると

ころで質問させていただいたんですが、一応（2）に移ってみますが、

これ技術的なところなんですけど、回答、事業者の差異があるので難し

いとは思うんですが、それでも、なお、既存回線とＮＴＴ回線を同じケ

ーブル上、同一芯線上で共有するということが、そもそも、どの事業者



【速報版】 

 

22 

であっても技術的に可能なのか、その辺りをまず伺ってみたいと思いま

す。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。同一芯線の共有を含めて、具体的な通信方式の整

合性などは各事業者の高度な技術ノウハウや設計に関わる事項となりま

す。 

 市としては、現時点で技術的な可否について断定的な判断を下せる立

場にありませんので、まずは現行の事業者との協議を通じ、最適な移行

の在り方について技術・運用の両面から慎重に見極めていきたいと考え

ています。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  すごくシンプルな話なのかなと思うんですけど、仮にＮＴＴに代わる

サービスを導入する場合等は、既存回線を使用したままで、1本生きて

るもののままで切り替えるというのは無理なんじゃないかと思ってまし

て、新たに収容設備及びアクセス回線、こういったものを構築する必要

があるんじゃないかと。 

 いわゆる、もう2本目を引いて、どちらも利用できるという状態にし

ないと、段階的に移行していくというのが、そもそも無理なんじゃない

かなと思ってるんですが、この辺り認識が合っているか伺いたいなと思

います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 佐々木総務部政策統括監。 

○佐々木総務部政策統括監  先ほどの質問にお答えします。新たな事務者に切り替える場合は、そ

ういった 2本ですね、新設をしていくということも考えられるというふ

うに思いますし、先ほど市長が申し上げましたとおり、少し技術的なと

ころ、いわゆる通信リスクもあるというふうに認識をしておりますので、

一概に同一の線を共有するということは、なかなかちょっと難しいのか

なというふうに思っております。 

 詳細は、通信事業者のほうに確認をしないとお答えすることができな

いということで御理解いただきたいというふうに思います。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員   おっしゃるとおりで、（3）番に移りますが、新規回線を並行整備す

るでもしないと無理なんだろうと思うんですが、そうなると全世帯で宅

内機器、モデムの交換だったり、立会工事が発生する可能性があります

と。その際には、やっぱり作業量及び移行期間ともに大きく長期化する

ことが当然予想されてくる中で、既存回線の利用者が一定数残った状態
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で運用継続は可能か、これも事業者間なので難しいと思いますが、通告

しているので、最低維持コストと想定期間を含めて伺いたいなと思いま

す。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。先ほども答弁したように、ＣＢＢＳさんとの協議

を、今年度、本年より開始したばかりであります。 

 総務省のガイドラインに基づいた、当然協議を開始したところですけ

ども、御指摘いただいた並行整備に伴う作業量や移行期間、維持コスト

等の具体的なシミュレーションについては、今後、この協議の中で進め

て精査をしていきたいと思っております。 

 したがいまして、現時点で具体的な数値、期間について、お答えでき

る段階にないということを御理解をいただきたいと思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員   次に移ります。（4）です、ＮＴＴ等の他者サービスへ移行する場合

に想定される費用区分を整理しますと、先ほど来、お伝えしてますよう

に、新規回線の整備費だとか宅内工事費、旧設備の撤去費、移行期間の

二重運用費等、もろもろ発生すると考えられますが、上記費用の試算が

可能なのかどうか伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。繰り返しになりますけども、協議を始めたばかり

なので、この部分についても、まだ具体的に今から整理をしていくとい

う段階にありますので、御指摘のような新規回線整備費、移行に伴う諸

費用などの試算について、今後の協議のプロセスの中で、しっかりと具

体的な移行手法、あるいは条件を整理しながら精査していこうと思って

おります。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員   （5）も同様かと思いますが、上記費用を含めた現行方式を継続した

場合の更新費用と比較した財政シミュレーション等を実施しているか、

どちらが多くなる少なくなるでも結構です、簡単な限りで伺えればと思

います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  本当に繰り返しになって申し訳ないんですけども、現時点でまだ比較

検討するレベルまでいってませんので、この辺はしっかりと整理しなが
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ら、今後協議をしていきたいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  比較検討段階とおっしゃられますが、個人的なところで考えをお伝え

すると、本市においてＮＴＴなどへの別の、ＣＢＢＳから別の光回線事

業者への移行となると、そもそもが委託先変更ではなくて、もう公共イ

ンフラの再整備事業みたいな大がかりなものになってしまうんじゃない

かと考えております。 

 なので、物理的には可能だったりするかもしれません、莫大な予算と

長期的な工期を要すると思うんですが、可能かもしれませんが、実現は

極めて困難と捉えておりますので、改めて、その辺り認識相違がないか

一度伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  基本的にガイドライン、国が定めておる現ＣＢＢＳとの協議が優先で

すんで、そちらとの協議の中で、会社を変えるということになると、そ

れなりのリスクを伴うと思います。そういったところも含めて、慎重に

これから協議を進めていきたいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  おっしゃるとおり、まだ必ずしも一択になっているわけではないとい

う方向性の考えはあると思うのですが、（6）に移ろうと思います。 

 実質的には、私としてはＣＢＢＳに今後のＩＲＵ契約自体も担ってい

く必要があると考えるんですが、その場合に（6）です。 

市としては、今後、光回線部分の民設民営方式への転換も含めた方

針を定める必要があると、1月の総務文教常任委員会でも説明がありま

した。 

 民設民営方式に移行することについての市に対するメリット、デメリ

ット、それぞれ伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。光ファイバー等、民間へ移行することによる市に

とっての主なメリット、デメリットについては、次のように想定をして

おります。 

 まず、メリットとしては維持管理の効率化と専門性の向上、2 点目と

して市の財政負担の軽減、3 点目として職員の負担軽減などがあると考

えております。 

 一方、デメリットについては、今後の検討課題も含めてですけども、
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不採算地域におけるサービス水準の維持、そして利用料金への影響、そ

して移行に伴う一時的な費用負担などが考えられます。 

 これらのデメリットについては、現在進める協議の中で譲渡条件とし

て全域でのサービス維持、そして適切な料金水準の確保などを条件に盛

り込むなど、市民生活に不利益が生じないよう十分に精査・対策を講じ

ていきたいと思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  （7）に移ります。光回線のケーブルや引込線部分において、民設民

営方式への移行を目指す場合に、本市で取り組むべきことや課題につい

て詳細を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。総務省のガイドラインに基づき、まずは市と事業

者間における基本条件の協議・確認から着手をします。具体的にば、譲

渡対象となる設備の特定や老朽化状況を含む資料の確認、道路占用等に

関する情報の共有など、民間移行の前提となる諸条件を整理をしてまい

ります。 

 その後、事業者の選定や議会への報告、関係機関との協議など、譲渡

に向けた法的手続や事務作業を順次進めていく流れとなると思います。

これらの詳細については、今後、事業者との協議を通じて決定をしてま

いりたいと思います。 

 また、想定される課題については、不採算地域のサービス維持、ある

いは既存利用者への周知、合意形成など、多岐にわたるものと認識をし

ております。これらについては、協議の過程で一つ一つ具体化し、市民

生活に支障が生じないよう着実に解決を図っていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  次の質問に移ります。2番です。2028年のＩＮＳ回線廃止に伴う本市

の考え方について伺いたいと思います。 

 2028年の12月末で、ＮＴＴのＩＮＳ回線（ＩＳＤＮ回線）が廃止され

ることが発表されています。 

 ＩＮＳ回線というのは、固定電話の回線・ファクス回線としては今も

なお活用されてまして、廃止に向けて、ＮＴＴのフレッツ光が導入され

ている地域におきましては、早い段階で光回線網に自動で切り替えてい

ったりといった対応が行われておりますが、（1）番です。 

 本市の行政機関における、ＩＮＳ回線の導入本数、それから具体的な
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使用用途について伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。現在 26 回線のＩＮＳ回線を契約をしております。

これらの回線は主に電話の通話及びファクスの送受信などのために使用

しているものです。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  26回線、これ、もし番号を生かして、仮に、アナログ回線でそのまま

引こうとすると、物理的に26本回線を市役所に引っ張り込んでこなきゃ

いけないような大変難しい状況になるかと思うんですが、その辺り、そ

の認識がまず合っているか伺いたいなと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  益田議員のおっしゃるとおりだと思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員   一旦、（2）に移ります。本市でも、ＩＮＳ回線、中小企業や個人事

業主を中心に、安全通報装置とか、ＰＯＳレジとか、エレベーターの監

視、医療機器、古いファクス回線など、結構、様々な用途に利用されて

います。仮にＮＴＴフレッツ光電話に移行できる地域であれば、比較的、

現状と変わらない形でのサービス継続ができるんだと、ＮＴＴさんのほ

うに問い合わせした際にも、そういった回答がありました。 

 しかし、本市はＮＴＴフレッツ光回線の未提供地域でありますので、

今後、他社光回線などの別回線に移行するか、アナログ回線を利用する

かといった状況になることが想定されます。 

 そうすると、他の自治体と比較した場合に安価で必要最低限のサービ

スが受けられていた状況というのが、市民側にとって維持されなくなっ

て不利なサービスに移るしかないというような状況が予想されるんです

が、本市の今後の考えを伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。益田議員御指摘のとおり、2028 年末のＩＮＳサ

ービス終了に伴い、ＰＯＳレジですとか、ファクスなどの利用が多い小

規模事業者に影響が出ると言われています。その期日までにＮＴＴフレ

ッツのひかり電話などに移行する必要があります。 

 本市においては、ＣＢＢＳがＮＴＴフレッツのひかり電話とほぼ同等

のサービスを提供していると聞いておりますので、関係者への十分な周
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知に配慮していきたいと考えております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  ＣＢＢＳは確かソフトバンクのケーブルラインを利用してたかと思い

ますが、その前に市内の事業者が何も変更せずともＮＴＴのひかり電話

の同等の機能が担保できるか、今のビジネスフォンがそのまま維持でき

るかというと、また別問題になってくるかと思うんですが、例えば具体

的に市内でのＩＮＳ回線の契約者数とか該当事業者数って具体的に把握

とかってされてるものでしょうか、伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  そういった事業者の具体的な件数までは把握をしておりません。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  今後、調査とかされる可能性ってありますでしょうか、伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  調査などをするようなことは、今は考えておりません。といいますの

は、基本的には民間事業者のサービスの提供というふうなところだとい

うふうに考えております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  他市と比べて大幅に不利益を被ることが予想される市内の事業者です

よね、利用者の環境において、本市側で何らかのこういった補助とか対

策とか、その辺りを行う御予定というのはございますでしょうか、伺い

ます。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  今のところは、そういった補助も考えておりません。というのは、先

ほど、ほぼ同等のというふうに申し上げました。金額的には、ケーブル

ラインのほうは1本で2つのサービス、例えばファクスと、それと通話と

両方ともやるというのができないので、2回線引き込む必要があります。

ただ、金額が通話のところが1本当たりが1,400円という、1,400幾らで

すかね、そういったことで2本引き込みますと月当たり2,800円ぐらいな

金額になります。 

 ＮＴＴのサービスが、ＮＴＴのほうはかなり細かく金額が設定してあ

るので、どれと比べるかというのはあるんですが、おおむね2,200円程

度というふうに今のところは思っております。 

 ですので、600円程度少し高いというふうなことにはなりますが、フ
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ァクスと、それと通信とというのをかなえるというのは可能なんじゃな

いかというふうに今は考えております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  あんまり専門的なことで時間を使いたくないのであれなんですが、例

えば電話番号が2番号あって、どちらでも着信受けたいだとか、ビジネ

スホンの利用って、本当に市役所が、今、番号何本もあって何回線も受

けれるというような利用も今のＩＮＳ回線って利用できたはずなんです

よね。 

 さっきおっしゃられるように、2,200円と2,600円、2,800円の違いと

かっていう事業者もあれば、当然、電話を複数同時に受けることが必要

な事業者も一定数ある中で、いわゆる、そういった事業者に対して、ど

のくらいまで市が具体的に把握されているのかというところをちょっと

伺いたかったんですが、その辺り、今の解像度の部分をちょっと伺いた

いなと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  今おっしゃった複数の着信があったときに1つの番号で取れる形、い

わゆる代表組というふうに言うところが多いんかなと思うんですけど、

それについてはケーブルラインでは対応ができません。 

 ただ、そういったことをやろうと思いますと、別のＩＰ電話というサ

ービスを使えばというふうになって、これはインターネット契約が必要

というふうになってきます。 

 代表電話を使う代表組をするような、要は着信が同時にどんどん取れ

る形じゃないと困りますよというふうな形の事業所というふうになると、

恐らく、それぞれ事情は違うのでどうかなというのはありますが、5 名

以上ぐらい従業員の方がおられて、どんどん電話がかかってくるのを裁

かないといけない状態というふうなところになる、ある程度規模の大き

いところというふうに言えるのではないかなというふうに考えます。 

 ですので、そういったところはインターネット契約をしていただいた

上で、そういったほうに移行していただくというふうなところになるん

じゃないかなというふうに考えます。 

 ごくごく小さい規模のところについては、先ほどのケーブルラインで

対応が可能というふうになりますが、いずれにしても、今、安芸高田市

のところで次のサービスでどういったものがあるかというのがしっかり

周知できている状態ではないというふうに思いますので、そこは先ほど

の最初の市長の答弁でありましたように、周知のところについては協力

をする必要があるかなというふうに考えています。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 
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○益 田 議 員  おっしゃるとおり、本市での補助が行われない場合において、事業者

はこの安芸高田市の立地等改善状況によって不利益を被る構図というの

が、ある程度出てくるんじゃないかとは思ってます。 

 ネットを使うとなれば、やっぱり金額も 2,000円台では効きませんの

で、そういった辺りで、それからランニングコストだって毎月積み重な

っていくわけなんで、こういった金銭補償というのが一律で難しい点は

理解してます。 

 ただ、全て自己責任というのも厳しいなとは思うところで、だったら、

せめて、先ほどおっしゃったように、今後の更新対応に迷われる市民の

方に対して、市がこういう方だったらこういう手だてがあります、イン

ターネットＩＰ電話を使ったらこういう方法がありますというのが、一

度、広報だったり、ガイドだったり、そういった企画として、市として

発信していくお考えが、しっかりと明確なものでなくても、大体の方向

性でも結構ですが、そのお考えがあるかをまず伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  そういう行政的な都合でというところもありますんで、しっかりとそ

の辺は市民に対して不利益を被らないように、広報等を通じてフォロー

していきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員   （3）番に移ります。本市の行政機関で利用されているＩＮＳ回線に

ついて、特に本数の多い電話回線の集約方法としては、ＩＰ電話の活用

だったり、デジタルＰＢＸ、この活用が想定されております。 

 デジタルＰＢＸというのが、庁舎内での内線電話を一括管理して代表

番号の振り分けや転送等を行う電話交換システムのことです。これ設定

次第では、職員のスマホを内線端末として扱って、市役所番号での発

信・受信が個人端末でできたりだとか、外出先での転送を受けることな

ども機能自体は可能となっているシステムもあります。 

 本市の状況を鑑みますと、アナログ回線で 26 本、電話回線を引っ張

ってくるよりかは、このデジタルＰＢＸの導入が最適なんじゃないかな

と考えるんですが、市のお考えを伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。ＩＮＳ回線の廃止に伴う大きないろんな課題が出

てきます。先ほど益田議員がおっしゃってくれていたデジタルＰＢＸも

検討課題の一つと思っております。 

 現在、支所では、このデジタルＰＢＸを導入しておりますので、将来

を見通すとこれは有力な選択肢の一つであると考えております。 
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 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  今後、例えば本庁でも進めていくとすれば、市役所内での所管部署は

どこになるのか伺いたいなと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  財産管理課のほうが所管するようになると思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  この 4月からＤＸの推進のところも出てくると思うんですが、そこの

所管も一部入るような形で捉えてよろしいでしょうか、伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えします。財産に関するところなので、基本的には財産管理課に

なると思うんですけども、施設のことになりますんで、知恵とかそうい

った協議についてはＤＸの推進課のほうもしっかりと協議に加わって、

そこの構築をしていきたいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  導入に関しては前向きと捉えさせていただいたんですが、具体的に参

考にしている他市町の先進事例であるとか、現状想定できる範囲での具

体的な構想、この辺り簡単に伺えますでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 新谷総務部長。 

○新谷総務部長  現在、検討している段階でありまして、他市町についても、今から調

査研究してまいりたいと思っております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  こういった進めていく上での具体的なスケジュール感などの想定があ

るのか、伺いたいなと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 新谷総務部長。 

○新谷総務部長  2028年の12月末がＩＳＤＮサービスの終了ということでございます。

しかしながら、2027年の9月末をもって本市の現契約が終了いたしま

す。 

 それをもちますと、2026年9月ぐらいまでには方針を決定をいたしま

して、プロポーザルを経て、2027年9月末を目途に契約の変更をしてい
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きたいと考えております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  スケジュール感が、全体としての予定よりも早まる傾向になりそうで

安心しております。（4）に移っていきます。 

 災害時の通信体制の確保対策として、庁舎、消防庁舎の衛星通信とか

デジタルＰＢＸ、この辺り財源区分も含めて設計していく必要があると

考えているのですが、その上で、まず現状についてなんですが、（4）

番です。現状、庁舎と消防庁舎、災害で公衆網が不通、使えなくなった、

停電になった場合の外部との通信をどう確保しているのかを簡単に伺い

ます。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。停電時の対応としては、市役所及び消防本部には

非常用発電機を備えております。これにより外部との通信機能を維持で

きる体制は整えているのが現状です。 

 また、災害時に電話が混み合う事態については、警察、消防、自治体

などの防災機関については優先的に発信できる災害時優先電話として設

定をされております。 

 地上回線が不通となった場合には、広島県総合行政通信網を活用し、

衛星回線を通じて、県や国、他市町などの行政機関と通信することがで

きるようになっております。 

 加えて、衛星携帯電話を危機管理監及び消防本部に配備をし、外部と

の連絡が可能となっております。 

 さらに、消防独自の通信網としては、消防救急デジタル無線を用いて、

県内だけではなく、全国の消防機関や消防防災ヘリ、ドクターヘリと無

線通信を行うことが可能となっております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  今後、例えばＩＮＳ回線が終了して、デジタルＰＢＸ等に移行した場

合に、現状と違ってくる部分、これ庁舎も消防庁舎もそうなんですけど、

違ってくる部分とか想定される状況があれば伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 新谷総務部長。 

○新谷総務部長  現在、現状と違っている想定部分というところは、現時点では想定が

できておりません。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  先般、ちょっと別のところになるかもしれませんが、総務委員会で議



【速報版】 

 

32 

案第 7号の審査がありました。過疎地域持続的発展計画ですね。こちら

を見ますと、中身を見る限り、デジタルＰＢＸとか衛星通信手段の確保

についても、この過疎債とかの適用は可能なのかなというふうに判断し

たんですが、市としてのお考えはいかがかを伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  詳細は調べてみないといけないので、ちょっと今明言は難しいのです

が、感覚的には庁舎内の運用部分というところになりますので、庁舎に

関わるところは起債が基本的には難しいというふうな取扱いになってお

ります。 

 少し、そこは調べてみますが、今のお答えとしては少し難しいと考え

ていますというところです。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  例えば、じゃあ、別のところでいくと、通信部分での保険を掛ける意

味合いでいくと、庁舎と消防庁舎にこれ有線の今までの設備とは別に、

例えばスターリンク等の据置き型の衛星通信とか、こういう工法を持つ

ことも検討していけるのかなと思うんですが、この辺り、例えば場合に

よっては衛星通信とかだと緊防災のほうとかが使えたりするのかなと、

部分的なものにはなるかと思うんですけど、こういったところの見解を

ちょっと伺いたいなと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 杉安副市長。 

○杉安副市長   再質問が矢継ぎ早でちょっとついていけてないような部分があるんで

すが、御指摘の部分は、今後、有利な起債財源等々あれば、今言われま

した衛星通信を使った部分で投資が必要なときに、有利な財源があれば

研究をしないといけないというのは認識はしておりますので、今後の話

ということになろうかと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  逆に言うと、じゃあ、このＰＢＸもし進めていくとなると、基本的に

は全部オール一般財源で考えられていたような想定でよろしかったのか

伺いたいなと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 杉安副市長。 

○杉安副市長   御指摘のとおり、今はそのような財源で想定をしておりました。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 
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○益 田 議 員  そうなってくると、できれば少しでも有利な起債とかが使えるもので

あれば、やっぱり使っていただきたいというところがありますし、この

ＰＢＸの導入の目的を、電話更新ってちっちゃい枠で捉えるよりかは、

ＤＸ推進も始まりますし、防災も含めた包括的なものをちょっとでもど

こか取れるものがあれば取っていっていただきたいなとは思いますので、

そういった部分、年度内に設計 9 月までということで、2026 年のルー

ル整備をして更新計画を滞りなく進めていけることが、今のスケジュー

ル感では大丈夫かどうか、再度、御答弁いただきたいなと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  次のシステムをどういうふうに構築するかいうのは、ＰＢＸというの

は一つの今案でありまして、まだほかにもあるかもしれませんので、そ

こは検討しますけども、いずれにせよ、まずはしっかりと定めて停滞の

ないようにしたいと思っております。 

 その上で構築するシステムが決まれば、それに合った起債等がないか

どうかも含めて、おのずから検討するようになると思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  先に聞くのを忘れておりました。デジタルＰＢＸ以外に、ほかの方法

で課題解決する代替案というか、別の方法案、検討案があれば伺いたい

なと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 新谷総務部長。 

○新谷総務部長  現在、デジタルＰＢＸのほうが最優先、最優良なんですけれども、現

行のままを維持するというところも視野には入れております。 

 ただ、デジタルＰＢＸに移行するものが一番本市にとっては有利なも

のではないかと、有効ではないかというふうに考えております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  最優良であれば、ぜひ、その方向で進めていただければとは思ってお

ります。次の（5）に移りたいと思います。 

 現状、行政機関で利用されているお太助フォン端末について、台数と

主な使用用途を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。現状、行政機関で利用しておるお太助フォン端末

については 115台あります。主に市民の方からの連絡を受けたり、連絡

を取ったりするための通信用に使っているのが主な用途です。 

 以上です。 
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○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  先ほど、市の固定電話回線について方針を伺っていったんですが、デ

ジタルＰＢＸ、もし検討していく、導入していくとなった場合に、現在

あるお太助フォン端末については幾らか一部更新を見合わせるといった

考えが、市の中にあるお太助フォン端末ですね、これ見合わせる考えが

あるのか、あるいは、もう全台端末更新を行っていく姿勢であるのか伺

えますでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  2026年度に更新をやっていくということで、改めて予算組みのときに

各課のほうに意向など、使い道とかというのを調査をいたしました。 

 その結果、複数台数一つの部署に置いているものについては、台数を

少し使用状況によって減らすというところがありました。 

 基本的には通信用というところで捉えておりましたので、各市民の方

の中にお太助フォンというものがあって、それで連絡をしてこられる可

能性がある以上は、その連絡は受けられるように、今置いてあるところ

については使用状況も見ながらですけども、基本的にはそこに支障がな

いようにというふうなことで考えています。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  今までは 9万円ほどの高い端末とタブレットに受話器をつける方法と

いう負担があった中で、あとはスマホアプリもありますけども、高いほ

うの受話器つき端末はなくなった状態なんですが、これ当初の案だと、

高いほうの端末に市役所としては変えようとしてたのか、あるいはタブ

レット端末に受話器つけるだけで十分なものだったので、当初からタブ

レット端末に更新予定であったのか、その辺り経緯があれば伺いたいな

と思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  当初はそれぞれの利用状況によって、受話器付きの機械を要望があっ

たものもありましたし、ほとんどそういったところがないので、できる

だけ安いのでというのが上がっていた部署もありました。 

 ただ、現状、予算については、画面と、あと電話、受話器を付けて通

信が可能な形というふうなそのものと、それとアプリとというふうに二

択になりましたので、今はその安い一般のタブレットタイプのものとい

うことで予算を編成する予定にしております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 
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○益 田 議 員  分かりました。安価な端末更新になったようであれば安心しました。

次の質問に移ります。 

 大枠の 3番です。本市のふるさと納税の状況と今後の対応について伺

いたいと思います。 

 （1）番で、ＹｏｕＴｕｂｅでふるさと納税の応援として返礼品紹介

の動画が公開されていると思います。動画の内容としては、事業者さん

の生の声が届くような、すばらしいコンテンツだと感じております。 

 運用から約 1年が経過した現時点で、当初想定に対する進捗の評価、

それから、今後の継続課題について伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。ＹｏｕＴｕｂｅでのふるさと納税返礼品の紹介動

画については、中間事業者の変更に伴う配信中断期間以外は月 1本から

2 本の動画配信という当初の目標をおおむね達成することができたと思

っております。 

 本動画はつくり手の思いを拾った生の声とか、ふだん見ることができ

ない製造工程を見ることができるなど特別感にこだわっており、本市の

特産品の魅力をより深く身近なものとして伝える手段として有効に機能

していると評価をしております。 

 一方で、今後の継続課題としては、もっと多くの人に見ていただくこ

とと併せて、本市に親しみや共感をいただけるようなための工夫が挙げ

られます。ショート動画を活用するなどして、多角的な本市の魅力を発

信していきたいと考えています。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  ＹｏｕＴｕｂｅが出たんで再三申し上げておりますが、こういった魅

力発信のコンテンツだけでも、コメント機能等の復活がさせられないか、

ポジティブなコメントが返礼品発掘のこういった後押しになればと、ポ

ジティブな面での効果を考えているんですが、改めてお考えを伺いたい

と思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  前向きに検討します。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  ぜひ、前向きな検討をお願いします。(2)に一旦移ります。 

 第 3次総合計画基本計画及び第 3次まち・ひと・しごと創生総合戦略

において、ふるさと納税の個人の目標数値、これ 2028 年に 1 万人到達
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を目標として掲げられていたように思います。 

 過去を見ますと、件数と金額について、これ西暦でいくのでホームペ

ージの公開の年度版と違うんですが、2020 年 9,084 件、1 億 8,471 万

2,500円、2021年8,969件で金額は上がってます1億9,272万2,000円、

2022年は 9,555件で、金額が 2億 112万 5,000円、2億円台に上りまし

た。2023年、風が吹いたというやつで2万2,904件、4億2,986万9,932

円のかなり大規模な増額になっております。2024年に8,236件、金額と

しては 1億 6,801万 4,100円で、去年 2025年の 1月から 12月で見ると

3,817件と、金額が 9,501万 1,500円と。 

 災害寄附は除くとして、これ実績値がホームページで公表されてます。

2025年だけに絞ってみると、1億円をついに切ってしまったという状況

になるんですが、一応人単位でのそれぞれの都市での結果公表というの

がホームページ上にはありませんでしたので、年度でなくて年単位で目

標に掲げられている、それぞれのふるさと納税の人数を伺いたいなと思

います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。益田議員が御覧になった第 3次総合戦略案の資料

の目標数値については、1 万人ではなく 1 万件の誤りですので訂正をさ

せていただきます。 

 現状のシステムでは、ふるさと納税実績を人数で把握するのには時間

がかかるため、継続的に目標数値をフォローするに当たっては、把握が

容易である件数で行うこととしております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  いわゆる 1件と書くべきだったものが、当初の案のところで人で書か

れていたという認識で捉えます。 

 僕は個人的には、その 1万人の到達というのが純粋に 1万件到達とい

うよりかは目標として関係人口の拡大も見込んでいるんだと前向きに結

構捉えていたんですね。なので、人数で計るほうが具体的な件数よりも

リピート率の向上だとか、指標を計測していく、要は件数よりも人数で

見るほうが大きく取っていくぞという気概を感じていたんですが、そう

いった狙いでの表記ではなかったと捉えてよろしいでしょうか、伺いま

す。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  関係人口という点では、おっしゃるとおり人数の表記のほうがいいと

いうふうには感じておりましたが、やはり毎年のフォローというところ

では、件数のところのほうが負担感がそれほどないという形で続けやす
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いと考え、そのようにさせていただいております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員   （3）番に移ります。ふるさと納税（個人）の寄附件数の集計方法と

目標設定の考え方について詳細を伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。ふるさと納税（個人）の寄附件数の集計方法につ

いては、総務省へ報告する現況調査の考え方に基づいています。 

 同一年度に同一の方から複数回の寄附をいただいた場合、例えば 1人

の方が 3回寄附をされた場合については 3件として集計をします。 

 2026年度の目標設定については、寄附目標額を 2億円、目標件数を 1

万件と設定をしたところです。 

 寄附目標額 2億円の考え方については、2020年度から 2024年度まで

の過去 5 年間のうち、突出をした規模の寄附をいただいた 2023 年度を

除いた平均値が約 1億 8,500万円であり、それに努力目標として 1,500

万円を上乗せをしたものです。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員   通告しとるんで、先に（4）に移ります。ふるさと納税のリピート率

の集計ですとか、寄附後の来訪割合など、単純な件数にとどまらずに、

その他の集計だったり、効果測定などが中で行われているのか、行われ

ていれば具体的な数値も含めて伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。リピート率の集計については、総務省への報告数

値とは別に、中間事業者のほうが集計するシステムで把握しております。 

 具体的に 2025 年度は約 14％となっております。その他の効果測定に

ついては実施をしておりません。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員   14％というのは、リピート率が 14％ということで捉えてよろしいで

しょうか。一応、伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  中間事業者が集計するシステムで把握している 2025 年度のリピート

率が 14％というふうになります。 

 以上です。 
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○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  （5）に移ります。先ほど目標額も額 2 億円、件数 1 万件で御提示い

ただいたんですが、今後の課題についてお考えがあれば伺いたいと思い

ます。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  本市のふるさと納税は一時的に風が吹いたという分で 4億円を超える

寄附があった実績があるにもかかわらず、その後、以前の寄附額のレベ

ルも大きく割り込み低迷したままになっていることが課題と認識をして

おります。 

 この状況を改善するため、今年度、プロポーザルにより新たな中間事

業者を選定をしたところです。その後、中間事業者と協議を重ね、目標

額 2億円の達成に向け、以下 3点を柱として戦略的に取り組んでいこう

としております。 

 第 1に品ぞろえの強化、人気の高い鶏肉、あるいはお米の定期便など

の利用者のニーズに合わせて、きめ細かい対応を強化してまいりたいと

思います。今回、受託した中間事業者が安芸高田市内に拠点を置くこと

で、返礼品事業者の繁忙期には商品包装や発送手続を代行する仕組みを

つくることが可能となります。また、これまでふるさと納税返礼品に取

り組んでいなかったお米や野菜の生産農家もきめ細かくフォローするこ

とができ、返礼品の供給体制の強化することができると考えています。 

 第 2に広告投資と価格競争力の強化です。このたび、中間事業者の切

り替えにより以前よりコストを削減することができました。この削減分

を原資として、人気商品の価格競争力を高めるとともに、これまで十分

に行うことのできなかったインターネット広告等を活用し寄附獲得を図

ってまいりたいと思います。 

 第 3に体験型商品、観光コンテンツの強化です。現地決済システムコ

コふるを導入し、ゴルフ場や宿泊施設での利用を促進するほか、神楽鑑

賞や農業体験をパッケージ化した観光コンテンツを提供することで、本

市ならではの魅力を伝える新しい商品群が加わってまいります。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  今の 3本の柱をお伺いしました。広告の効果のところ、ちょっとイン

ターネット広告を打ってすぐにいけるようになるのか、ちょっと疑問が

あったんですが、具体的にここの部分をもう少し深掘りしたいんですが、

具体的に何をして、2 億円、1 万件に届かせるような、このロードマッ

プがあるのか伺いたいなと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 
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 高下企画部長。 

○高下企画部長  2億円に向けてというところでいきますと、一番増やしていくべき部

分というところで事業者と話をしているのは、品ぞろえの強化の部分と

いうところになります。その目標とする部分の半分以上が、こちらで何

とか達成したいというふうに考えているところです。 

 広告のところについては、増やしていくべき部分の 15％程度を広告

で何とかやっていこうというふうなところで考えております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  すると、3つの柱で体験型商品が残りの 35％ほどの増額分みたいなイ

メージで捉えてよいのか、第 1の品ぞろえ強化が半分ほどの目標達成で、

広告が 15％とおっしゃられたんで、体験型でそこまで割りを食ってい

けるのかというのが、また質問したいんですが、伺えますでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  それ以外に、その3つ以外にも、ちょっと少しお話として挙げてはい

なかったんですが、全般的な部分でデジタル戦略の最適化というところ

を挙げております。 

 これは、例えば写真の見栄えを上げていく形で、そのアクセスがしっ

かりできていくようにするだとか、あとは情報が載ってくるところの、

できるだけ皆さんに検索で、引っかけるというと何ていう言葉がいいの

か分からないんですけど、検索でうまくそのワードを拾ってもらえるよ

うなタイトルのつけ方をどうするかだとか、そういったＥＣサイトでの

ノウハウをしっかりとここに入れていくというふうな部分があります。 

 これが15％程度ありますので、その体験型のところは最初のうちは少

し小さいかもしれませんが、しっかりと上げていきたいというのが意図

でございます。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  さっきおっしゃられた、いわゆるネット検索に上がる部分ですよね、

一昔前だったらＳＥＯ対策とか言ってたと思うんですが、今はもう多分

ＡＩがどんだけ拾ってくれてみたいな時代に入ってきてるんかなという

ところで考えています。 

 例えばＳＮＳだとＡＩが拾ってくる情報の中でＹｏｕＴｕｂｅの割合

が結構大きかったと。2 番目に確かノートが割と多めだったんかなとい

うところで、結構、このノートの活用という部分が一つ、今の安芸高田

市でのちょっとまだ手をつけてない部分であり、かつ、ちょっと今後、

少し勉強していけば対策が取っていける、他の自治体と比べてまだちょ

っと先に行けそうな可能性を若干見たんですが、この辺りちょっと活用、

今後検討されていくお考えがあるかを伺いたいと思います。 
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○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  おっしゃられるノートについても、先ほどの動画が、つくり手の気持

ちだとかをしっかりと打ち出していくというふうなところに気を配って

おりますのでノートとも親和性が高いと思います。そういったところも

考えていきたいというふうに思います。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  今の課題解決に向けても、一つ、今の御答弁と、そうは言っても

2025年のこの結果を受けて、1回だけなんでちょっと非常に勇気のある

提案をしてみたいかなと思うんですが、2024年の年末、12月 31日に前

市長がＹｏｕＴｕｂｅ配信されてたのを見てました。 

 どうやら安芸高田市でふるさと納税が落ちてるんだというところで、

もし僕が今市長だったら簡単ですと、石丸伸二にお願いに行きますと、

ふるさと納税のＣＭ出てくださいって言いますとのことでした。 

 加えて、それは絶対ただで受けるしと、受けますよと、それ今まで自

分の応援してたんだから何ぼでも出ますよと。使えるものは全部使って、

それで市を守っていく覚悟が、気概が要ると思うということでした。 

 この言葉をそのまま受け取ってしまえば、無償でＰＲに活用できる素

材になってるんじゃないかなと安易に考えてしまうんですが、やはり、

ここまで上がってきてた部分の安芸高田市のふるさと納税からの下降の

現状、件数が大幅に減って、3,817 件だと、金額も過去 5 年での最低数

値で 1億円を下回りましたと、この結果に対して非常に思うのは、もう

何か施策を打って現状以下になることというのは考えづらいんじゃない

かと思っているんです。 

 属人的な一時的なものになるかもしれないんですが、一つそういった

市のＰＲの要望、何らかの要望だけでも出してみる、使えるものは何で

も使っていくと、こういったお考えがあるかどうか、一度だけ伺いたい

と思います。率直なお考えで結構です。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。属人的なところで、ふるさと納税が進むのかどう

かというのも含めて、慎重に考えたいというふうに思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  検討ということで受け止めました。 

 もう、あえて、これ以上追及しませんが、それはそれとして、市単独

での施策というのはこれはしっかり考えていく必要があるんだと思って

ます。じゃあ、どうすればいいんだろうといろいろ考えてみるんですが、
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例えば先ほど質問しました安芸高田ふるさとチャンネルの概要欄ですね、

ふるさと納税のＵＲＬ、アドレスが掲載されていたかと思います。 

 ただ、どの動画見ても、市のふるさと納税のトップページに飛ぶのみ

になっているのが現状かなと見てまして、せっかく個別の商品とか提供

元を紹介してるわけなんで、画一的に全部をトップページへリンク飛ば

すんじゃなくて、もう即座にこの商品を欲しいなと思ったら応募できる

とか、そういったＵＲＬに個別で飛ぶなどの配慮があれば、実際の寄附

までの導線が少しでもスムーズになって、少しでも追加で販促効果、Ｐ

Ｒ効果というのが見込まれるんじゃないかなと考えたんですが、この辺

りお考えを伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  そういったことも検討する必要がある部分だなというふうに考えます。 

 担当とよく協議をしてみます。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  もう一つ、ＵＲＬ、リンク概要欄に貼られてますけども、こういった

ところからのアクセス数の集計というのは現状取られているか、あれば

伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  現状、その数字は持ち合わせていない状況です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  これアクセス数の解析というのは、この企画の効果測定に関わる極め

て重要な指標じゃないかなと捉えてるんですが、取ってないんであれば、

なぜやらないのかをちょっと伺いたいなと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  そこは認識が足りない部分といえば、そういったことかもしれません。

今後、そういったことも検討していきたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  おっしゃるとおりで、先ほども動画の上げていくスパンだったりとか、

本数についての目標達成というのはできたというところはあったと思う

んですけど、もちろん再生回数が伸びて、そこからリンクに飛んでとい

う副産物的なものになってしまうかもしれないんですが、ただ、そうい

ったところもやっぱり動画をただ出すだけではなくて、この動画からふ

るさと納税につながっていくみたいなところまで、しっかり筋道立てて

企画をしていただけると非常に少しでもふるさと納税額のアップにつな
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がるんじゃないかなと思うのでぜひ期待をしております。 

 では、トップページを見ると、安芸高田市ふるさと納税で検索します

と、一応、ふるさと納税で安芸高田市を応援してくださいというお願い

のところからページ始まっていくんですけど、結構伸びている他市町見

ると、もう、すぐに先ほどおっしゃられた写真の部分だったりとか、お

勧め返礼品のピックアップが出てきたりだとか、この部門で 1位取って

ますみたいなのが何かしら日本一みたいなのが出てきたり非常にいいな

と目を引くものがあるんですが、やっぱり、そういう目玉となる返礼品

とかで目を引きつけて、そこから寄附につながっていくみたいな構図が

多いようです。 

 購買心理としても、やっぱり自治体側のもちろんふるさと納税をして

くださいという要望をすごく同感なんですが、それよりもやっぱりここ

に寄附したい、ここの商品がいいという、寄附者側のニーズ喚起にもっ

と力を入れていくことが重要なのかなと考えているんですが、その辺り

お考えが共有できているか伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  その寄附をしっかりと取っていく、返礼品で魅力をしっかり見せてい

くというふうな目線での発信には、おっしゃるとおり少しできていない

部分があるかと思います。 

 そういったところも、リンクの貼り方もしっかりと取っていける形と

いうのをつくっていきたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  もう一点、過去の議会で同僚議員から、不適切飼育猫に関する広報だ

とか対策に係る適切な支援について、ふるさと納税の利用、利活用がで

きないかという質問があったかと思います。 

 その後、何度か自身も質疑する中で、答弁の方向性としては、制度自

体に加えられるかも含めて、項目に加えれるかも含めて勉強中で、新年

度予算審議のタイミング辺りで考えが出せればなという趣旨の答弁があ

ったかなと理解してます。 

 今、安芸高田市に子どもの笑顔があふれるふるさとづくり事業に始ま

って、市長お任せ事業もあれば、サッカー公園の整備プロジェクトなど

も 7事業、今活用用途があるんですが、やっぱり用途が明確な事業のほ

うが寄附割合が高いんじゃないかという傾向もあったりして、うまく活

用すれば、これも寄附件数の増額、寄附件数の増とか寄附額の向上につ

ながると考えていますが、改めて、明確にこの使用用途の部分にこうい

う動物愛護関連の取組を加えていくことできないのか伺いたいと思いま

す。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 
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 高下企画部長。 

○高下企画部長  ふるさと納税の使い道というところでいきますと、まずは、そこが市

にとって強力に進めていく、その項目、ある程度、要はその事業費がそ

こに予算としてあるということがポイントの一つになります。 

 あとは、もちろん少額であっても世の中に必要と皆さんに応援してい

ただけるようなということで、少額でもそういう皆さんに応援してもら

うその寄附とか、そういうのがなじむというふうな部分というのがある

というのは、それはそのとおりです。 

 金額的なところでいきますと、動物の適切使用というところでいくと、

それほどまだ大きい金額ではありません。世の中の方に応援していただ

くというふうなことでいくと、それ以外のところも数多く、そういうこ

とで事業として挙げていくべきものというのは幾つかあると思います。 

 そこについては、ふるさと納税を充てるかどうかというふうなことに

ついては、例えば市としてそこに皆さんから寄附をいただくにふさわし

いものかどうかというふうな、そういう検討会的なそういう場というの

が必要かなというのを考えてまして、それを昨年検討していきたいとい

うのは、その協議会の形をどう持つか、そこで協議していくためにどう

いう呼びかけをするかとか、そういったことが検討が必要だというふう

に申し上げたものでした。 

 現状、まだ、その協議会をどのように立ち上げるというところまでは

まだ準備ができておりませんが、そこは必要なことだと思っております

ので進めていきたいと思っております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  具体的に、その協議会を立ち上げる目標のスケジュール感などがあれ

ば伺いたいなと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  2026年度の新年度予算でですね、その協議会の委員報酬を予算化して

おります。ですので、今年度立ち上げることで考えております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員   （6）に移ります。他市町を見ますと、ふるさと納税返礼品開発等支

援補助金を活用している自治体が幾つか見られます。 

 安芸高田市の場合は一括代行委託部分に新たな返礼品の開発・拡充や、

返礼品提供事業所の支援が組み込まれた設計だとは理解しているんです

が、一体化している理由とメリットについて、本市の考え方を伺いたい

と思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 
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○藤 本 市 長  本市のふるさと納税については、先ほど申し上げたように低迷してる

というのが大きな課題だと思っております。まずは既存の返礼品を利用

者のニーズに合わせてきめ細かい対応すること、ＰＲに力を入れること

を中心に捉えて取り組もうとしております。 

 新たな返礼品の品ぞろえ強化については、これまで返礼品に取り組ん

でいなかった事業者を細かくフォローすることで、裾野を広げることか

らまず取り組んでいこうと考えています。 

 なお、新たにふるさと納税返礼品の開発を目的とした補助金制度をつ

くるに当たっては、その補助金部分についても国が定める経費率の枠の

中に収める必要がありますので、そのことにも留意をして進める必要が

あると思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  もちろん行政として市内の今までの事業所さんも、もちろん確率的に

扱うことは必要だと思うんですが、一方で過去答弁にもあったように、

鶏肉以外で第 2第 3の主力の返礼品をつくっていかないといけない、開

発していかないといけないというところになると、ある種とがったよう

な戦略も必要になるんじゃないかなと個人的には思って、それこそ県内、

中四国、全国で 1番を取るような、とがったものをつくっていくために

は、やっぱりこういう支援補助金なども必要になってくるのかなと考え

ているんですが、将来的に例えばふるさと納税制度全体が下火になった

際には、このふるさと納税自体なくなってしまうので、そういった意味

では返礼品開発で何か安芸高田市にブランド力、商品だったり、物が残

れば、それ自体は今後も観光などの次の分野にも生きていくものにはな

ると思ってます。 

 こういう安芸高田市で何かナンバー1 を獲るような、ブランドとして

残るような商品開発に取り組んでいくことが極めて重要かなと考えてい

るんですが、再度、ふるさと納税返礼品開発と支援補助金について、本

市での具体的な考えが、進めていこうとかがあれば伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  まず、ふるさと納税の経費率50％以内に納めないといけないというと

ころがありまして、まずは、その金額を既存の商品でしっかり上げてい

くとか、あとは広告の部分も売っていくというふうなことを申し上げま

した。 

 そこでしっかりとお客さんをつくっていくことが進みましたら、そう

いった開発というのも考える必要があるかなというふうに考えます。す

ぐにというところは、今は考えていないという答えになります。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 
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 益田議員。 

○益 田 議 員   経費率も考えというのは、いわゆる市に入るものが 50％以上ないと

いけないという考え方になってくるんでしょうか、伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  そうです。50％以内で返礼品の金額と、あと送料と、それから開発の

補助金なども、そういった経費率の中に含まれるというふうなことにな

ります。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  分かりました。要は商品開発にそういう補助金を充てようとしても、

そこも含めて原価のところに入ってくるんでなかなか難しいのかなとい

う理解をしたんですが、例えば同僚議員の一般質問でも先日ありました

けども、サンフレの利活用ですよね、市のブランド化について触れたも

のがあったように思います。 

 例えば、その中で、たかたんとサンフレのコラボグッズ今あるんだけ

ど、もう少し広くに利活用できればというような答弁もあったかと思う

んですが、例えば返礼品での原価競争って、おっしゃるとおり、かなり

厳しくなっているので、そこで新商品を開発していくような主戦場に置

くよりかは、例えばユース世代とかジュニア世代の寄せ書きサインみた

いなものを、ちょっと、たかたんに書いてもらったりして、これ数量限

定でもいいんで、返礼品として青田買いじゃないですけど、高価なもの

で出せれば、ある意味サインとかって原価率がすごい低いものだと思っ

てますんで、そういったところ割合多くを安芸高田市に還元できて補助

金の利活用とかができるのかなと考えたりしたんですが、そういったサ

ンフレユース、ジュニアユース、サンフレの大本も含めて協力を仰ぐ形

で、返礼品開発等が付加価値を生むような連携ができないか伺いたいと

思います。 

 この項目、これで最後の質問です。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  そういったところも、サンフレの協力というところはございますけれ

ども、相談をしてよりよいことにつなげていきたいというふうに考えま

す。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  次の質問に移ります。4番です。本市の観光について伺います。 

 前回、定例会の一般質問にて観光振興計画の策定の提案をさせていた

だきまして、今回、予算計上されていると思います。御提案を受け入れ

ていただき恐縮ではございますが、やっぱりチェックは必要だと思うん
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で質問させていただきます。 

 （1）番で、今年度予算で観光振興計画策定の予算として 300 万円を

計上されていますが、観光振興計画を策定する場合、具体的な計画期間

の構想を伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。計画期間については 2026年度から 2030年度の 5

年間を想定をしております。この計画では目標値の達成を目指すことは

もちろんですけども、10 年 20 年先を見据えた観光施設の在り方も踏ま

えて全体像を盛り込んでいきたいと考えています。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  （2）番です。第 3 次基本計画と第 3 次総合戦略において、観光部門

や関係人口に対する主要のＫＰＩで、観光客数、ホームページアクセス

数、県外客の割合、宿泊客数、ふるさと納税の寄附件数など、現況値以

上の数字が挙げられていると思います。 

 観光振興計画策定の際には、上記の主要ＫＰＩ達成を目指すための中

間的・具体的なＫＰＩを示してＰＤＣＡサイクルを回す方針か、あるい

は別の指標体系を新たに作成、設定していく方針か、現時点での考えを

伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。第 3次総合計画や総合戦略ではＫＰＩ指標を設定

をしております。観光振興計画についても、これら等をしっかり連動さ

せながら目標達成に向けて取り組んでいきたいと考えています。 

 また、ＰＤＣＡは効果的な指標体系の一つとして捉えていますけども、

具体的な方針はこれから整理していく段階です。観光は社会情勢の変化

に大きく左右される分野でもありますので、そのため計画数値について

も評価と改善を随時行える体制を整えることが必要であると考えていま

す。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員   （3）番に移ります。観光客数の集計方法と目標設定の考え方につい

て、詳細を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。観光客数の集計については、広島県のほうが実施

をしております広島県観光統計調査を活用しています。主要な観光施設
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を対象に四半期ごとに調査が行われておるものです。 

 観光客数の目標設定についても、この統計調査の数値を基に設定を考

えております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  この観光客数の集計方法について、ちょっとだけ疑問がありまして、

令和元年が安芸高田市は 177万、その後、翌年の三矢の里あきたかた、

道の駅の開業で令和 2年から観光客数が 200万人を超えている状況です。 

 一方、三次とか庄原は同じデータで見ると、令和元年、三次は 347万、

庄原 256万とあったのが、翌年、令和 2年度はコロナで減少して、いま

だ三次も庄原も 200万人程度でとどまっているという、ちょっと逆行し

てる線になってるんですが、これ安芸高田市だけコロナに逆行して、し

っかり観光客数が伸びていると、単純に喜んで捉えていいのか、ほかの

市町と比較したときに、何か集計している数字とか集計方法にばらつき

があるのか、その辺り分かればお考えを伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 小櫻産業部長。 

○小櫻産業部長  大きな変化としては、道の駅が開業したということで、今まではそこ

の数値が入ってなかったものが入ってきたというところが大きな伸びに

なっていると思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  道の駅の集計って、どのように取られているんでしょうか、伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 小櫻産業部長。 

○小櫻産業部長  カウンターのほうで集計をしておるということでございます。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員   （4）番です。ホームページのアクセス数の集計方法、目標設定の考

え方について詳細を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。ホームページのアクセス数の集計方法については、

道の駅三矢の里あきたかたのホームページ観光ナビにおけるアクセス数

の数値となります。目標設定はアクセスデータを基に設定を考えていま

す。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 
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 益田議員。 

○益 田 議 員  ホームページのプレビューの数について、ユニーク数で置くのか、単

純なプレビュー回数で測るのが、非常に気になってます。 

 1 人が何回もアクセス状況を集計するのか、集計から除外して本当に、

じゃあ、ユニークは何人がアクセスしたのかを集計するのは、イメージ

も目的も変わってくるんじゃないかと理解してるんですが、この点を伺

いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 小櫻産業部長。 

○小櫻産業部長  現在はページビューの数値のほうを測っておりますので、そちらにな

っております。これからのところなんですけども、そこらを参考にしな

がら、これから目標設定のほうをさせていただくようになると思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  （5）番です。県外客の割合の集計方法と目標設定の考え方について、

詳細を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。県外客数の集計についても、広島県が実施してい

る広島県観光統計調査を活用しています。 

 主要な観光施設を対象に四半期ごとに調査が行われていますので、県

外客数の目標設定についても、この統計調査の数値を基に設定を考えて

います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  （6）番に移ります。宿泊者数の集計方法と目標設定の考え方につい

て、詳細を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。これも宿泊数の集計方法も同じく広島県観光統計

調査を活用します。宿泊者数の目標設定も、この統計調査の数値を基に

設定を考えています。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  この目標設定については、単に宿泊者数って数を追うよりかは、客単

価だったり、宿泊など、旅費の総額だったりとかも想定した上で、この

9,500 人というのが出ているのか、そうではないのか、気になったんで
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すが、その辺りのお考えを伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 小櫻産業部長。 

○小櫻産業部長  現在の数字は、3年間の宿泊数の平均ぐらいの形で設定をしておりま

す。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  この（2）から（6）まで一とおり踏まえていきますと、総合戦略は 1

万人が 1回訪れるまちじゃなくて、100人が 100回また訪れたくなるま

ちづくりを推進とあります。ここの柱を担うのが観光分野であって、そ

こを強化していくための観光振興計画じゃないかと捉えているんですが、

やっぱり、せっかく策定していくんであれば、絵に描いた餅にならない

ために、総合計画や総合戦略よりも踏み込んだ目標設定というのをぜひ

お願いしたいなと。具体的なＫＰＩの指標作成とＰＤＣＡサイクルをし

っかり回していくチェック体制、これ必須だろうと考えるんですが、そ

の辺り、改めて考えを伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 小櫻産業部長。 

○小櫻産業部長  その辺も、もちろんなんですけども、最初、市長の答弁にもございま

したけれども、観光施設10年後20年後どうしていくか、その在り方につ

いても、そこらをちょっとしっかり論議していきたいという考えでござ

います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員   （7）番です。訪問型の関係人口にとどまらず、非訪問型の関係人口

の創出方法として、ＮＦＴやＥＣサイトを利用した公式グッズの展開に

ついて過去に質問・提案をいたしまして、執行部より検討すると答弁あ

りましたが、現在の検討状況について進捗を伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。ＮＦＴを利用したデジタル住民票の新たな活用策

については検討が進んでいません。引き続き、検討を進めていきたいと

考えています。 

 ＥＣサイトを利用した公式グッズの展開については、令和 7年第 3回

定例会で、市が直接販売するのではなく、道の駅三矢の里あきたかたを

中心に販売したほうが良いと考えると答弁をいたしました。 

 また、道の駅 SUZURI を活用する可能性については、一般質問の後、

担当課で道の駅と協議を進めております。 
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 現在、ネット注文では道の駅が発送時に一筆を添える取組を行ってお

り、これが道の駅のファンづくりにもつながっていると思っております。

今後も、この取組を続けていきたいという回答を受けているところです。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  ＮＦＴについては検討・進捗が止まっている理由、やらない理由を伺

えますでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  なかなか参考にするところも少ない状態があるのと、やはり我々に少

し知識がまだ足りない部分があるというのが正直なところです。 

 来年度、ＤＸ推進課のところが設立されるので、そのＤＸ推進課を窓

口に検討のほうは少し進めていけるかなというふうに思っているところ

です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 益田議員。 

○益 田 議 員  ＤＸとＮＦＴがちょっと毛色が違うように思うんですが、あと 10 秒

もないので、これにて一般質問を終了させていただきます。 

○石 飛 議 長  以上で、益田議員の質問を終わります。 

 ここで、13時 30分まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後０時３０分 休憩 

午後１時３０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○石 飛 議 長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 続いて、通告がありますので発言を許可します。 

 9番 山根議員。 

○山 根 議 員  9番 山根温子でございます。通告に基づいて、3点、ごみ処理に関す

ることについて伺います。 

 まず、一番目にいたしまして、今後の可燃ごみに関する広域処理の方

向性についてお伺いいたします。 

 昨年、2025 年 6 月、安芸高田市、北広島町は三次市と可燃ごみを広

域処理することで合意いたしました。その後、13 日の全員協議会にお

いて、今後のごみ処理における広域化の検討状況について報告をされま

した。 

 現在、単独処理をしている三次市の三次環境クリーンセンターと、安

芸高田市と北広島町でつくる芸北広域環境施設組合の芸北広域きれいセ

ンター、以下、きれいセンターと申し上げますが、ともに稼働から 29

年以上経過して老朽化する中、3 市町は 2024 年から検討の結果、単独
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処理を継続するより、整備費が低く抑えられ焼却の維持費も経済的など

のメリットがあるとして、新たな焼却施設と中継施設を整備する計画を

挙げ、2034年度の供用開始見込みとされております。 

 （1）基本的な合意事項に基づいて進めておられますが、その後、現

在までの進捗状況を伺います。 

○石 飛 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  山根議員の御質問にお答えいたします。三次市、北広島町、安芸高田

市で広域処理を行うことについては、昨年の 6月の市議会全員協議会で

報告をさせていただいたところです。 

 三次市と一緒にごみ処理を行うことで、芸北広域環境施設組合で行う

場合よりも本市の負担金が軽減するということで、現在、検討を行って

おります。基本的合意事項として、ごみの共同処理の内容及びその実施

のための検討項目を定めています。 

 共同処理の内容としては、可燃ごみの処理として、その処理施設や中

継施設の運搬について共同で行うという内容です。その実施のための検

討項目として、設置、建設場所をどこにするか、どのような施設にする

かというものがあります。この点について、現在、協議を進めている状

況です。 

 ごみ処理は市民の皆さんにとって 1日たりとも欠くことのできないも

のです。継続可能で、安定した処理が実施できるよう慎重に検討をして

いる状況です。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  慎重に検討されているとのこと、今回、各整備地の場所を含め、2025

年度から2026年度に選定見込みとありましたので、今回お聞きいたした

ところです。広域処理に関してのことですので、合意の後、報告がなさ

れることと受け止めます。 

 次に参ります。生ごみ減量化の方向性について（学校給食との連動）

について伺います。 

 学校給食においても、生ごみの問題は食べ残しや調理過程で廃棄され

る食品ロスとして挙がっております。児童 1 人当たり年間約 17 キログ

ラムの食品廃棄物が発生し、その約 4割は食べ残しが占めており、好き

嫌いや量の多さが主な原因とも言われております。 

 この生ごみ食品ロスへの対策として、近隣市町では、学校給食センタ

ーの新築に当たり、設計等を進める中で食品残渣発酵分解装置なるもの

の提案を受けて、さらに課題となっていた生ごみの減量化対策から給食

センターへの分解装置というものの設置を決定されたとのこと。全国で

も学校の食品ロス、給食の食べ残しや調理くずのことですが、これへの
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対策にコンポストボックスを設置し、堆肥化させ野菜の肥料とするなど、

様々な対策をされております。 

 (1)市における給食残渣、野菜くずや食べ残しの現在の処理方法につ

いて教育長に伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長   現在の給食の残渣は、市内の廃棄物処理業者に運搬処理業務の委託を

行い、事業系の一般廃棄物として、きれいセンターに搬入後、焼却処分

を行っております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員   （2）に参ります。給食残渣の減量化・堆肥化の可能性について、市

として調査・検討を考えておられるのか、教育長に伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  食品残渣の減量化につきましては、給食センター及び各学校において

継続的に取組を行っております。 

 残渣の堆肥化は資源循環型社会の構築に向けた有効な手段の一つであ

ると考えており、導入している北広島町の給食センターを視察し調査を

行ったところです。 

 しかしながら、処理費用に対し設備の導入及び維持管理にかかるコス

トが非常に高額になること、また分別作業等に手間を要すことなどから、

幾つか課題が存在をしております。 

 したがって、現時点で即時の導入については難しいというふうに判断

をしているところでございます。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  北広島のほうを見られたということで、私も見せていただきました。 

これを本市でやるには、かなりコストがかかることは大きな問題だ

なとは受け止めております。それだからこそ、今後について、しっか

りと協議をしていただきたい。 

 子どもたちがどうして残すのかというところにも、やはり、ほかの自

治体でもいろいろ協議をされ、子どもたちに話をしたり、子どもたちが

食べられるように切り方を変えたり、そういうこともいろいろされてる

ところがありますんで参考にしてくださって、少しでも子どもたちが自

ら食べたくなる要は流れをつくっていければと思います、お願いいたし

ます。 

 次に参ります。（3）給食以外にも生ごみの減量化が課題になってい

ると聞きますが、どのようなものが課題で、どういう対応が求められて

いるのか市長に伺います。 
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○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。芸北広域きれいセンターの分析結果によると、家

庭から排出される燃えるごみの 45％が生ごみであるとの報告がありま

す。 

 ごみの減量化には生ごみの資源化が不可欠であり、本市の竹チップを

利用したコンポストバックの普及活動や、多量排出事業者へ食品残渣リ

サイクル業者の利用を依頼してきたところですけども、あまり進んでい

ないというのが状況です。 

 市民の方、事業者の方に対し、生ごみの資源化をどのように浸透させ

ていくべきかが課題となっていると認識をしております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  市長が言われることも本当にそのとおりであるんですけど、それの解

決法がなかなかできてこないというところでございますので、これから

ちょっとその解決に向けて、課題解決への方法を私として一つ提案させ

ていただくことがあります。 

 その前に、燃えるごみについての現状も芸北広域環境施設組合の令和

6 年度の行政報告書から、市長は御存じとは思いますけれども、少しお

話ができたらと思います。 

 きれいセンターにおいては、燃えるごみの中でも、ここ数年は紙や布

類の割合が減少し、厨芥類、これは食べ物のくずや生ごみのことという

ことですが、これが増加していると。生ごみと等の厨芥類については、

家庭でのコンポスト化を進めていくことが求められているとのことでし

た。 

 燃えるごみにおいては、きれいセンターにおけるごみ処理量の推移を

見ると、燃えるごみは近年はほぼ 1万トン、年間ですね。また不燃、ま

た粗大ごみ等は 2,000トン弱だと、推移していると言われております。

燃えるごみの量がどんな多いかが分かります。 

 ごみ処理量が多いと、さらに処理手数料に影響します。処理手数料も

多くなります。これが令和 6 年度の燃えるごみのごみ処理手数料は約 1

億 2,000万円、これは本市だけではなく、二つの本市と北広島町一緒で

すが、燃えないごみなどは約 2,000万円、燃えるごみは燃えないごみの

6倍の処理手数料がかかっているとのことです。 

 また、きれいセンターがまとめた燃えるごみの内訳では、厨芥類、先

ほど申し上げました食べ物のくずなどが 38％、そして驚くのが手つか

ずの食品、買ったにしても封も開けずにそのまま捨てられている、そう

いうものが 7％、つまり、合わせて 45％、先ほど市長も言われましたけ

ど、45％が生ごみで、あとの半分が古紙類や紙やプラスチック製の容器
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包装、または木切などということでした。 

 生ごみはコンポストで堆肥にすることで、ごみ処理費用を回避して資

源に循環することができます。安芸高田市において、本当にこのごみの

分別ができれば、ごみ処理コストの削減と環境負荷の低減という大きな

メリットが期待できるものです。 

 市のごみ処理コストが大幅に本当に削減されれば、財政の改善にもな

り、施設への負荷の軽減、さらには住民にとっても経済的にメリットが

あります。ごみ袋代の節約や資源ごみへの転換、また具体的な分別徹底

による影響も大きく、生ごみの減少で不適物の混入の低下ができます。

燃えないごみの中に燃えるごみが入ってたり、そういうことが少しでも

少なくなる。地域環境の向上などにも貢献できるというようにあります。 

 そういう中で、ナッジという、この分別や減量行動を促すために、人

の動きに影響を与える方法が使われ始めております。これをナッジと言

うそうですが、そっと後ろから後押しする工夫によって効果が示されて

いるそうです。 

 私も初めて知ったことなんですけれども、宮城県の南三陸町の場合を

お示ししますと、この町は可燃ごみの処理施設を持たず、近隣自治体に

年間 4,200万円の処理費用を支払っているそうです。 

 この 4,200万円という大きな損失が町が背負っている事実を盛り込ん

だポスター、ポスターをつくられたんですね、この 4,200万円、こんな

大きな損失を町が背負っているという。このポスターのデザインにそう

いうことが書かれており、それを住民に提示されました。 

 生ごみを分別して可燃ごみの量を減らす行動を促すことによって、環

境負荷低減と支援循環の促進に大きな効果を示すことができたそうです。

これが検証された結果、1 週間当たりの生ごみ再資源化量が 14.68％増

加したことが、その証拠です。そして、それによって、2023 年度ベス

トナッジ賞というものがあるんですね、環境大臣賞を受賞されておりま

す。 

 現在のきれいセンターの情報はどうかというと、広報あきたかた、ま

た議会だより、そして、きれいセンターに来られた方々などに見ていた

だいていますが、このナッジの提供方法があれば、また変えられるので

はないか、このナッジのやり方を具体的に説明してありましたんで申し

上げますが、可燃ごみ袋を販売している棚に、その介入ポスター、ポス

ターがつくられてますけど、その介入ポスターを提示され、実際の状況

を住民に提示することで可燃ごみ量を減らす行動を促したそうです。償

却費やＣＯ2排出量を減らすことにつながったそうであります。 

 ここまでされた町もあるということですが、こういうことで小さいこ

とではありますけれども、市民の方々に、住民の方々に知っていただく

ということが一番大事だということ、それも押しつけではなく、自然に

こういうことなんだ、本当にこういうことが私たちを縛っているという
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か、自分たちが変えることによって変わっていけるという気持ちを持っ

ていただく、そういう流れでございますが、このような方法について市

長のお考えを伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  先ほども答弁しましたように、生ごみの資源化をどう浸透させていく

かということと含めて、ごみの減量化に対して、このナッジという取組

が効果があったという南三陸町の紹介をいただきました。 

 当然、そういった周知もしていって市民の皆さんの意識を変えていく

ということは大切なことだと思いますんで、きれいセンターのほうとも、

北広島町とも組合を運営してますんで、相談しながら、こういった例も

あるよということを紹介をしてみたいなというふうに思います。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  市民の方々にしっかりと現状を把握していただく、そういうことがあ

れば、皆さん方もしっかりと自分たちがやっていることによって、市の

負担、皆さんが出されているわけですから、その経費になるものについ

ても、そこのところをこれから変えていくということは市が関わるべき

ことではありますので、これを機会にいろんな形で解決に向けて動いて

いる自治体がありますから、そこのところをしっかりと受け止めて動い

ていただきたいと思います。 

 3番にまいります。紙おむつ対策についてです。 

 使用済み紙おむつのごみ処理は、高齢化に伴う使用量増加と焼却時の

環境負荷がこれからの社会問題とされています。国内においても、民間

企業や自治体が連携した取組が進んでおります。以下、（1）、（2）の

本市の現状を伺い、今後の市の紙おむつ対策について伺います。 

 ここで申し訳ございません。不要な文言が 2か所に入っておりました

ので、削除し訂正させていただきます。 

 まず（1）の質問の 1 行目、資源化量に占める使用済み紙おむつ、こ

の次の排出量（資源化量）、この部分を削除してください。また、その

次の（2）の質問の 1 行目、年間の使用済み紙おむつ、この後の排出量

(資源化量)のこの部分、まず同じ文章なんですけど、この部分の削除を

お願いいたします。確認ができておらず、お手数をおかけします、よろ

しくお願いいたします。 

 では、（1）入ります。資源化量に占める使用済み紙おむつのここ数

年の動きについて伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。芸北広域環境施設組合が毎年度策定をします行政

報告書に記載の紙おむつの過去 3 年間の資源化量については、2022 年
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度、約 41トン、2023年度、約 19トン、2024年度、約 58トンです。年

度によって資源化量にばらつきがありますけども、増加の傾向にあるも

のと捉えています。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  資源化量、どんどんと増えていって、また今後についても高齢化社会

ですので、これは増えていくようになると思います。 

 次に参ります。（2）年間の使用済み紙おむつをどのように処理され

ているのか伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。紙おむつについては、全て芸北広域きれいセンタ

ーのほうで焼却処理をしております。しかしながら、一部分別されて持

ち込まれた介護施設からの紙おむつについては、芸北広域環境施設組合

の一般廃棄物処理実施計画に沿って、同センターで選別保管した後、資

源化業者で炭化しリサイクルをしているという状況です。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  なかなか、こういうものも処理というのがかなり難しいところがあ

ると思います。 

 この使用済みの紙おむつについては、今本当に自治体も加わりながら、

新たな解決策というか、リサイクル策を考えられております。 

 （3）にまいります。資源循環型社会に向けた民間企業と自治体が連

携した取組が進められております。企業の連携事例としては、使用済み

紙おむつのリサイクル、これ 2社が関わって別々に違ったやり方を進め

ていらっしゃいます。 

 1 つはユニ・チャームがやっている使用済み紙おむつのリサイクルで

す。これ水平リサイクルといって、新技術による水使用量を 98％削減

したドライ洗浄法を開発し、どんどんと進めており、また、そこに向か

っても幾つかの自治体が関わって進めていかれています。 

 また、別には紙おむつの炭素化装置という一般家庭から出る使用済み

の紙おむつを燃料に加工して再利用するという、これどちらの事例も既

に実証実験まで入られております。今後の展開では、使用済み紙おむつ

の水平リサイクルの事例では、2029 年プラント稼働開始、そして、近

隣自治体との連携による回収、紙おむつを回収して、また、それを使っ

て実際にするという、そういう情報も入ってきております。 

 紙おむつ対策で企業も資源循環型社会への転換を図っております。今

後については、もっともっとスピード化して進んでいくと思いますけれ
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ども、このような動きというのは本当に資源循環型社会に向けて自治体

も加わりながら、どんどんと新しい社会に変わっていっているという証

拠ではないかと。 

 人口が減るからごみが減るのではなくて、資源循環型社会へ転換する

からごみが減るという、そういう戦略転換を市として示すべきではない

のかと思います。市長にお伺いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。紙おむつのリサイクルについては、山根議員の調

査されたとおり、紙おむつを分別収集し、紙おむつへの水平リサイクル

を実施をしている自治体、又は小型の炭化装置を設置して燃料として利

用できないか実証実験を開始しているところがあるとは把握をしており

ます。 

 このような取組については、いずれも企業との連携した事業であり、

拡大生産者責任の考え方からしても企業の参画が不可欠であると感じて

います。 

 現在、本市でも様々な分野で各企業と包括連携協定により取り組んで

いる事業もありますので、先行事例を学びながら、資源循環経済システ

ム、サーキュラーエコノミーの構築に向けて進んでいきたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  これは企業もやはり必死なんですよね、自分たちがつくるもので、そ

れがそのままにしていたら、また社会にとってはマイナスになってくる

と。だから、資源循環型にして、ぐっと、ちゃんと回っていく社会にし

なければならない、企業としての責任を持ってやっていってらっしゃい

ますので、しっかりと自治体もそういう企業とともに必要なところは協

力しながら、新たな社会をつくっていく必要があるということだと思い

ます。 

 本日はごみが中心となりましたけれども、これからの資源循環型社会

へ向けて、どのように展開していくか、一つ一つしっかりと市民に示し

て進んでいかれることに期待をいたします。 

 市長からはもうお答えいただきましたけど、今後に向けた市長として

のこの資源循環型社会を市民とともにしっかりと説明をしながら一つ一

つ問題を解決しながら進めていく、その思いをもう一度お聞きさせてい

ただいてよろしいでしょうか、お願いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  ごみの資源化・減量化の取組というのは、財政に対しても負担を軽減
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する大きな取組になります。そういった中で、ごみを出されるのは市民

の皆さん、企業も含めてですけども、出す側の皆さんにもしっかりそう

いったコスト意識等も認識をしてもらうような取組をしながら、そして

資源化するものは資源化するという取組を今は広域でやっておりますけ

ども、そういった組合も通して取り組んでいきたいというふうに思って

おります。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  広域でやっているからこそ、しっかりと市民の方々に安芸高田市は安

芸高田市で、北広島は北広島で、同じことではあるとは思いますけれど

も、皆さんに伝えていかないと、任せておけばいいというのではあまり

にも広域で2つが一緒になってるから余計に市民から遠くなってるとい

うような感じも私は受け止めております。 

 だからこそ、市民に、今こういう状況で、こうなればここまで市民に

とってプラスになると、そこをしっかりと伝える必要があるのではない

かと思いますので、そこのところは押さえて、今後の安芸高田市として

の動きを進めていただきたいと思います。 

 以上で、私、山根の一般質問を終わります。 

○石 飛 議 長  以上で、山根議員の質問を終わります。 

 続いて、通告がありますので発言を許します。 

 6番 南澤議員。 

○南 澤 議 員   6番 南沢克彦です。先ほどの山根議員と似かよるところもあるんで

すけれども、通告に基づきまして、3点お伺いします。 

 まず、1点目、ごみ処理についてです。 

 先ほどもありましたとおり、本市は、三次市、北広島町と広域的なご

み処理を模索検討している状況であります。 

 昨年 6月 13日の中国新聞の報道では、一日 72トンの規模の施設を検

討しているというふうにありました。もう少し、詳細をここで付け加え

ると、この設備の投資、施設の整備費は 208億円を試算されていて、単

独で整備をした場合、三次市は 130 億、芸北広域の環境施設組合は 121

億円で合計 251億円かかるところを 208億で済むというような試算にな

っています。 

 また、維持費も広域処理では一年当たり 6億 5,000万で、単独だと、

三次だと 4万 7,000、芸北の組合だと 4億 8,000万円ということで、広

域でやることによってスケールメリットが出るというような内容になっ

ています。 

 一般的に建設費は規模が小さければ小さいほど単価が高くなるため、

広域合併は有利となります。また、まとまった量のごみを焼却すること

で発生するエネルギーを使って発電する高効率ごみ発電施設の要件を満
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たせば、国の補助率が 3 分の 1 から 2 分の 1 となるメリットもありま

す。 

 新聞報道のほうにも、余熱による発電も導入し施設での利用や売電を

計画するというふうにありますので、この辺りも視野に入っているのか

なというふうに推察しまして、引き続き説明を続けていきます。 

 しかしながら、当市を含む当該自治体 3自治体は人口減少の局面にあ

ります。2034年に建設され、建設寿命を40年とした2075年の人口は現

在と比較しておよそ半減するという推計が出てきます。 

 一度つくってしまえば、後から小さくすることはできません。過大投

資となれば、その維持費は将来世代への負担となり得るし、ごみが減れ

ば高効率ごみ発電施設の大きいタービンを回すためのエネルギーの確保

が難しくなり、補助金要件の未達による返金となり得るようなリスクも

予想されます。結局のところ、効率化のための広域化と過大設備化によ

る将来の財政の硬直化は表裏一体の関係にあるのではないかと懸念いた

します。 

 そこで、（1）番、現在の検討状況は人口減少局面を十分勘案したも

のになっているか、お伺いします。 

○石 飛 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  南澤議員の御質問にお答えいたします。昨年 6月の全員協議会で報告

をさせていただいたとおり、新施設の施設規模については、一日 72 ト

ンと計画をしております。これは施設稼働予定年の 2034 年のごみ処理

量に対応したもので、将来人口に基づいた推測では、施設稼働年にごみ

処理量が最大となり以降は減少していく予測となっています。 

 芸北広域きれいセンターでは、これまでの人口減少の中でもごみ量が

増加していましたけども、最近では減少傾向にあります。議員御指摘の

ように、今後人口減少に伴いごみ量が減少すると予想されますが、施設

については最大の処理量に合わせて建設をする必要があります。そのた

め、焼却量を 2炉構成し、ごみ量が減少したときは 1炉で運転を行うと、

安定した処理が行えるように考えております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で、答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  ごみ量が減ったら2つの炉を1つにするということなんですけれども、

建設コスト自体はかかってしまえば、それを返済していかざるを得ない

というところだと思いますので、やはり、この辺りは慎重に検討してい

っていただきたいなというふうに思います。 

 続きの質問に移ります。2番目、高効率ごみ発電施設についての検討

状況をお伺いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 
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 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。ごみ焼却時に発生する熱を蒸気タービンを利用し、

電気に変換するごみ発電については、最新の技術では今回計画している

小規模な焼却においても発電が可能になっており、実際に売電を行って

いる例があります。また、燃えるごみから生ごみを機械で選別し、発酵

させて生成をしたメタンガスで発電を行っている施設もあります。 

 今後のごみ量の減少を踏まえて、国の補助金を含めた建設費、運営コ

ストを算出し、本市にとって最適な施設を選定すべく、現在検討を重ね

ている状況です。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  ほかの事例を検討されたり、メタンガスのことを検討されたりという

ことなんですけども、人口が減少していったときに、先ほど2つあった

のが1つになるというような話もありましたが、その発電量というのは

賄えるかどうか、その辺りも検討状況の中に入っていますでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 内藤市民部長。 

○内藤市民部長  検討状況の詳細のお尋ねだというふうに思いますけれども、現在、

様々な資料を用いて検討はさせていただいております。 

 しかしながら、この質問の内容が現在検討中の事項に関わる具体的な

内容になってまいりますので、今後の議論に影響を及ぼす可能性がござ

います。よって現時点での開示のほうはちょっと差し控えさせていただ

きたいと思います。検討が一定の段階になりまして、そのときには適切

に報告をさせていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  適切な時期に御報告いただけるものと理解して、この件については、

これまでとして、次に移りたいと思います。 

 （3）番、分別回収を徹底することによって、焼却炉を建設しないと、

整備しないという選択をしている自治体も出てきていると認識しており

ます。設備を建設時から解体までトータルで考えたときのコストでは、

じんかい処理費を大幅に削減できる可能性があると考えています。 

 もちろん住民にとっては、今まで以上に分別をしていく必要があり負

担は増えますが、人口減少局面におけるリスクを回避できる点、余剰財

源をまちづくりに投資できる点、また環境に配慮した自治体として、シ

ビックプライドや市のブランディングにつながる点など、将来にわたっ

てメリットの大きい政策ではないかと考えます。 

 ごみ処理に関する政策を大きく見直す機会と考えますが、市長の見解
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をお伺いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。南澤議員の御指摘のとおり、分別により焼却施設

ではなく、バイオマス施設での処理や固形燃料としての資源化を行って

いる自治体があることは承知をしております。 

 実際、芸北広域環境施設通組合では、北広島町と一緒にそのような取

組についても検討をしてきたところです。現在は三次市も交えて、広域

処理の方策について検討していますけども、焼却処理ではない方法につ

いても提案をし検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  提案して検討いただけるということで、ぜひ結果を楽しみに待ちたい

と思います。 

 次の質問に移ります。（4）番、昨年 3 月の議会で同僚議員がごみ減

量化について一般質問を行っており、市長も減量化の取組をしていきた

いなという思いはありますと答弁を行っています。その進捗状況につい

て確認をいたします。 

 1 つ目、生ごみの資源化への取組が不可欠で、それにより、ごみを減

量し、コスト削減につなげたいとありましたが、その進捗はいかがでし

ょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。減量化を進めるためには、生ごみの資源化が重要

であると考え、今年度も本市の竹チップを利用した生ごみコンポストの

講習会を開催したほか、大人のためのごみ見学会においても参加者にコ

ンポストバッグの配布と使用説明を行い、生ごみ減量化への普及啓発を

行ってきたところです。 

 また、ごみの分別による減量化を進めるために、地域での分別説明会

の開催もしております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  令和4年まで安芸高田市では家庭用ごみ処理機購入補助金がありまし

て、これでコンポストとか、あるいは電気を使って処理をするものの購

入助成をしていたかと思います。この事業、それ以降、令和5年からは

ないですけれども、この事業についてはどのように評価をしていて、ど

ういう理由で廃止をしたのか、御説明いただきたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 
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 内藤市民部長。 

○内藤市民部長  先ほどおっしゃられました家庭用ごみ処理機購入補助金のことですけ

ども、平成16年から令和4年度まで実施をしておりました。その間、合

計で1,031台の補助を行っております。 

 ただ、その後、廃止をしております。そのときの廃止の検討理由です

けども、まず補助効果が極めて低いということがあります。組合負担金

の削減額が約年間で 2万 4,000円に比べ、本市が負担します組合員の金

額が約 3億 4,000万というところで、それの削減効果が低いというとこ

ろが 1点、それから 2点目ですけども、やはり臭いが出るとか、あと騒

音がある、それから電気代の負担が過大であるというふうな使用者の声、

それから、最後に堆肥化しようとしても、野生動物に食べられてしまう

とか、よせてしまうとか、そういった課題もあるというところで、平成

16 年に始めた助成の開始時に比べまして、やはり社会環境が変化して

いる、こういった理由を勘案しまして令和 4年度に補助金のほうを廃止

をしております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  先ほど臭いの件、臭いともう一つ、できない、済んだ理由のほうをお

っしゃられたんですけど、今、講習会を開いていらっしゃいます竹チッ

プを使ったコンポストのほうは、そういった課題はないんでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 内藤市民部長。 

○内藤市民部長  竹チップのほうですけども、やはり竹チップについては、かき混ぜた

りしていただいて堆肥化していきますけども、その期間が短かったり、

また投入量が増えすぎたりして、中の菌があまり発生してない状況であ

りますと、今のような課題については出ているというのは聞いておりま

すが、しっかりと取り組んでいただく際には、そういった臭い辺りはな

いというふうに伺っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  臭いの件、あともう一つ獣のことでしたけども、そういったこととい

うのは、竹チップを使ったコンポストでも、そのまま畑に置くコンポス

トだったり、電気式のコンポストだったりというのは、メンテナンスと

いうか、使い方の問題なのかなというふうに思うんですが、その辺り見

解が違えば教えていただければと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 内藤市民部長。 

○内藤市民部長  おっしゃるとおり、使い方の問題というのは大いにあるかと思います
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が、いずれにしても、生ごみ処理機については、そのときにそのような

補助対象について理由をつけて廃止をさせていただいているということ

になります。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  生ごみは水分をたくさん含んでるので、燃すときにたくさん重油をか

けたりしないといけないとかですね、生ごみが先ほども説明ありました

けど45％燃えるごみの中で占めているというような状況の中で、まずは

そこを減らしていくというのが大変重要ではないかなというふうに思い

ます。 

 そういった視点から、生ごみ処理についての助成というのが、また復

活してもよいんではないかなというふうに思うんですが、その辺りお考

えがあればお聞かせください。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 内藤市民部長。 

○内藤市民部長  今のコンポストの普及啓発活動というのも絶えず行っておりますので、

生ごみ問わず、ごみの減量化については様々な取組をしております。 

 今、生ごみについて問われておりますけども、市としましては排出さ

れるごみの減量化については、別途、空き缶とかペットボトル等々へ向

ける助成金というのを設けておりまして、それでごみの減量化に取り組

んでおります。 

 生ごみにつきましては、今の竹チップを使ったコンポストを使っての

啓発等を今行っておりますので、まずはこういった取組を進めながら、

また、ごみの減量化について努めていきたいというふうに考えます。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  特に、今、生ごみのことを議論してるわけなんですけれども、広域化

が今後起こるとしてですね、やっぱり運ぶ距離、特に生ごみというか可

燃ごみについて運ぶ距離が増えていくと思います。ここを削減していく

ことが、やっぱりランニングコストを下げていくことにも直結していく

と思います。もちろん、今、行っている空き缶だったり、ペットボトル

だったり、紙ごみのリサイクルというのも大変重要だと思うんですけれ

ども、これはリサイクルする事業者の方がステーションまで取りに来て

くださって、そこから先のことはそちらで見てくださるわけで、市の財

政とか今後のことを考えていくと、燃えるごみの量をいかに減らしてい

くか、コンポストなどを使って生ごみをいかに減らせるかというところ

が一番レバレッジが効くポイントじゃないかなというふうに思うんです

けれども、その辺りの見解を伺えればと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 
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 内藤市民部長。 

○内藤市民部長  おっしゃるとおり、焼却するごみを減らしていくことはとても重要な

ことであります。組合に対して支払う負担金、こちらのほうも、処理の

7割について、このごみの搬入量に応じて負担金が決まってくるという

負担金方法が区分となっておりますので、やはり、ここを着実にごみを

減らしていくというところは大事ですので、生ごみに問わず、ごみの総

排出量を減らしていく、また分別をいただいて分別してリサイクルでき

るものはさらにリサイクルしていただく、そういったところで、ごみの

排出量を減らしていくというところの取組は大変重要なことだというふ

うに捉えております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  重要だという認識では認識が一致したのかなというふうに思います。

そのために市として何ができるかというところだと思うので、またコン

ポストの助成も含めて、ぜひ検討いただければと思います。 

 次の質問に移ります。昨年 3月の一般質問の進捗状況です。不用品の

リユース活動をさらに強化することで、きれいセンターのごみの搬入量

を減少させたいとありますという発言がありました。その進捗状況につ

いてお伺いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。令和 7年 3月議会において、地域での資源回収の

促進と併せて不用品のリユース活動をさらに強化することで、きれいセ

ンターへのごみの搬入量の削減を図る旨の答弁をいたしました。 

 その後、具体的な取組としては。昨年の 9月、安芸高田リユース市ｉ

ｎ旧来原小学校を開催をいたしました。当日は約 800人の方に御来場い

ただき、約 1,500点の物品が再利用につながりました。本来であれば、

きれいセンターへ搬入されていた可能性のある不用品の再資源化、再使

用が進んだものと認識をしております。 

 一方、安芸高田市のごみ搬出量は令和 6年度が 6,576トンで、昨年度

比 4％の減少となっている状況です。どの程度の効果があるのか検証が

難しい面もありますが、こうした取組が少しずつでも広げていきたいな

というふうに考えております。 

 今後も芸北広域環境施設組合とともに連携しながら、本市での減量、

リサイクル活動を推進をしていく計画です。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員   令和5年だったかと思うんですけれども、議会のやり取りの中で、こ
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ういったリサイクル・リユースをしていくために、ジモティーを使って

不用品を販売していくというか、引き渡していくというようなことを取

組をするというような答弁もあったかと思うんですけれども、そちらの

ほうは、現在、進捗状況はどのようになっていますでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 内藤市民部長。 

○内藤市民部長  確かにジモティーと包括連携協定というのは結ばさせていただいたと

ころですが、ジモティーについてはホームページのほうには記事は掲載

をしておりますけども、積極的に本市のほうから何か促しをしてるとか

というふうなことがございません。 

 一方で、現在のところ、本市として共に取り組んでいるのはヤクルト

山陽さんと共に行っているメルカリＳｈｏｐｓでの販売というところに

少し力を入れて進めているという状況であります。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  ジモティーでのリサイクルというのはあんまり進んでないというよう

な状況だったかと思います。一方で、山陽ヤクルトさんとの協定に基づ

くメルカリでの市の不用品についての販売というのはしっかりと確認で

きるもので、数多くのリサイクル品が上がってるのを確認しております。 

 ただ、今、行われているメルカリを使った出品というのは市の財産と

いうか、市の備品だったり、そういったもののリサイクルだとは思うん

ですけれども、市民の生活の中で出てくる使わなくなったもののリサイ

クルについては、なかなか、今これですよという手がないんではないか

なと思うんですけど、そういった認識でよろしいでしょうか、確認をさ

せてください。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 内藤市民部長。 

○内藤市民部長  今、ヤクルト山陽さんと包括連携協定で進めておりますものは、メル

カリＳｈｏｐｓの仕組みを使いながら行うものです。 

 本市市役所の不用備品等を出品してますけれども、あわせてヤクルト

山陽さん側では、ヤクルトレディさんが市民の中で啓発をされ、また販

売活動される中で相談を受けたりということで集約されるというふうに

伺っておりますので、安芸高田市側としてはそうですけれども、やはり

一般安芸高田市民の方、向けの動きというのは十分あるんだろうという

ふうに捉えております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  そういった活動がされてるということは存じ上げなかったので、状況
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はよく分かりました。 

 ジモティーのほうは市から積極的な働きかけがあまりなかったという

ような答弁だったかと思うんですけれども、何か理由があったんでしょ

うか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 内藤市民部長。 

○内藤市民部長  ジモティーについては、やはり包括連携協定をしましたけれども、な

かなか事業者さんと、その後打合せ等もなくて、ちょっと休眠している

という状況で、特段理由はないんですけれども、その間にヤクルト山陽

さんとの包括連携協定、取組のほうが活性化しましたので今に至るとい

う状況で、特段、ジモティーが何か支障があって行ってないということ

ではございません。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  特に課題がないようであれば、今後については、どのようになるかだ

け1点聞かせてください。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 内藤市民部長。 

○内藤市民部長  市民のリユース、これをやっぱり促進していくという観点からも大事

な仕組みづくりではありますので、やはり、そこは、こちらの職員もち

ょっと限られた人員ではありますので、そういったところに携わる時間

もなかなかない中ではありますけども、有効な仕組みだと思いますので

少し活性化をしてみたいとは思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  まずは広報等でお知らせをする、山陽ヤクルトさんの件も含めて、そ

ういったことを促進していく必要があるのではないかなと思うんですけ

れども、そのことについて認識をお伺いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 内藤市民部長。 

○内藤市民部長  やはり、先般からの一般質問の中でも出ておりましたサーキュラーエ

コノミーに回していく中の一つ、循環型社会の形成のためにも、こうい

ったリユースの促進というのは大事なことだと思いますので、改めて、

今のような本市が行っているもの、また制度上、構築しているものをま

とめて啓発はしていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 
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○南 澤 議 員  次の質問に移ります。焼却施設の新設のいかんを問わず、焼却ごみを

減らしていくことが現在の局面においてとても重要だと考えます。施政

方針の中には言及がありませんが、市長の認識を伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。焼却処理が最もコスト高につながることは確かで

あり、スケールメリットの点から広域処理を現在検討しているところで

す。 

 ただし、広域処理においても処理方法の選択についてはまだ検討中の

段階というところですんで、分別資源化により焼却ごみを減らすことは

持続可能な選択肢が広がりますので、引き続き、ごみの減量化、リサイ

クルについて、市民の皆さんや事業者の方々と取り組んでいきたいと考

えております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  広域化が過大な、後の世代、これからの世代、次の世代の負担になら

ないように、ぜひ、その辺りも注視しながら検討していっていただきた

いと思います。 

 では、大枠、次の質問に移りたいと思います。 

○石 飛 議 長  質問の途中ではございますが、おおむね1時間がたちますので、ここ

で2時40分まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後２時２９分 休憩 

午後２時４０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○石 飛 議 長  休憩を閉じて会議を再開します。 

 引き続き、質問をお願いいたします。 

○南 澤 議 員  では、大枠2番の質問に移ります。県立高校の今後についてお伺いし

ます。 

 2月 9日に県教育委員会より、令和 8年度公立高等学校入学者選抜一

次選抜等の志願者状況についての発表がありました。その後、最終が出

ているので、ここでは最終の数字を申し上げます。吉田高校では、探求

科が 87 名、アグリビジネス科が 13 名、向原高校は 12 名という状況で

ありました。 

 向原高校については、この間、学校長をはじめ市当局も含め関係各位

が大変お力添えをしてくださったにもかかわらず、県が示す 2年連続し

て新入学生徒数が入学定員の 2分の 1(20人)未満又は全校生徒数が収容

定員の 2分の 1（60人）未満となることとなりました。今後について、

県教委は、次の 3つの選択肢を示しております。 
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 1つ目、近隣の県立高校のキャンパス校化。 

 キャンパス校というのは、今ある学校を近隣の県立高校に統合して、

校舎やグラウンドをそのまま使用しながら教育活動を行う、統合先の高

校の分教室として位置づけるものです。 

 2 つ目は、特定の中学校と緊密な連携による一体的な学校運営を行う、

中高学園構想への移行。 

 中高学年構想については、特定の中学校から、その高校へ高い進学率

を前提としています。つまり、地元進学率を示します。地元進学率が高

ければ、そういう中高の学園、一貫したものの一貫教育をするという選

択肢があるんですが、向原高校の場合は地元の進学率が 1割程度ですの

で、ここにも該当しないんではないかなというふうに考えます。 

 3 つ目としては、統廃合。ここの統廃合の中には、市立学校としての

存続も含むと。 

 この 3つの選択肢が示されていて、今後協議がなされるんだと思いま

すが、このことについて市の見解を伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。地域に高校があることは、単に学びの場を維持す

るだけでなく、若者の流出を防ぎ、まちの活気や持続可能性を支える極

めて重要な役割を担っていると思います。 

 しかしながら、現在、向原高校については、先ほど御紹介いただいた

ような現状で、恐らく地元からはゼロという状況ではないかなと思いま

す。 

 今後の方向性については、県の再編整備基準の考え方に沿うことにな

ると考えております。組長としての意見表明は少なからず県の方針とい

えども影響を与えると思います。しかるべき時期にですね、しっかりと

意見を述べたいと思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  しかるべき時期にということで、そこまで待ちたいというふうには思

います。学校活性化地域協議会を立ち上げて、ここ3年ぐらいにわたっ

て、例えば同窓会の方が塾を経営してくださったり、下宿を用意してく

ださったり、地域の方々が授業だったり、地域のつながりをつくるする

ための行動をたくさんされていたのを存じ上げておりますし、そういっ

た努力にもかかわらず、やっぱりこういった結果になったというのはじ

くじたる思いもあります。 

 ただ、これが、今、向原でこういうことになっているんですが、次の

質問にも移りながら、吉田高校についても、長い間、定員割れが続いて

おります。 
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 先ほども述べた志願者数、探求科においてはこれは 7割、アグリビジ

ネス科においてはこれは 3 割の倍率、倍率 0.3 とか 0.7 ということで

す。 

 吉田高校についても、市として高校応援プロジェクト補助金や地域お

こし協力隊の配置などを行っておりますが、今の状況が続いていくと、

いずれ似たような状況になってしまうんではないかなという懸念をして

おります。 

 高校と地域の連携強化戦略会議というのが令和 4年 5年の間に行われ

ていますが、その中でもやはり特色のある教育をしたほうがいいんでは

ないかとか、受皿として普通科というか広い教育が受けれるようなもの

も必要ではないかとか、いろんな議論がなされてるわけなんですけれど

も、なかなか、市が思うような特色の付け方、どうしても県立高校です

から、そこがハンドルを握ることができないんではないかなというふう

に思います。 

 そういったことを思うと、将来のことを考えれば、市立化も検討に入

れて、より深い関わり方を市として高校に持っていく必要があるんでは

ないかと思いますが、その辺り、市長の考えを伺えればと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。現在、吉田高校では、市が行う高校魅力化事業に

より部活動への外部指導者の招聘や、校内でのマルシェの開催支援など、

学校の活性化に向けた取組を展開をしています。 

 また、市は高校と協議をし、地域おこし協力隊員を高校の魅力化推進

ミッションとして配置をして、探求学習において生徒と地域住民をつな

ぐかけ橋として役割を担ってもらっております。 

 御提案のありました吉田高校の将来の安芸高田市立化については、財

政上の課題から現実的な選択肢ではないのではないかという考えでは今

はいます。 

 高校の教育環境の維持向上や、高校の魅力化については重要な課題と

認識をしておりますので、どのような支援や取組が市として高校にでき

るか、必要かということを、高校とも協議をして検討していきたいと思

います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  向原高校も吉田高校も情報発信もすごく活発に行われていて、インス

タグラムでなんかもまめに更新をしています。そういったものを見れば、

地域の方々がやはり学校に来てお話をしてくださったり、小学校や保育

園の子たちとも交流をしていたり、国際交流をしていたり、様々な取組

をしていて、とてもインスタグラムを見る限りは活発に活動されていて、
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活動してる生徒さんたちの表情を見ても、とても生き生きとしているの

がうかがえて、いい学校になってるんじゃないかなというふうに思われ

るんですけれども、それでも、やはり募集定員に対して、なかなか数が

いっていないという中で、先ほど市長もおっしゃったとおり、財政的な

ところで市立化というのはかなり難しいし、職員の採用にしても、そう

いったものを現状を持ち合わせていない中で市立化をしていくというの

は大変難しいというのはよく理解ができるんですけれども、そういった

中でも、学校運営協議会を通じてなり関与を深めていく方法、今まで以

上に関与を深めていくという方法というのがあるんではないかなという

ふうに思います。 

 今、地域おこし協力隊（1 人）ですけれども、そういったところを補

強していくとかですね、公営塾という話も以前から出ていたかと思いま

す。これにはスタディサプリを使ったもので代替をしてるかと思うんで

すけれども、あらゆる可能性を考えて魅力づくりをしていかないといけ

ないなというふうに思っております。 

 市長も同じような考えでいてくれてると思うんですけれども、改めて

その辺りの答弁をいただければと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  おっしゃるとおり、どのように市が市立化というのが現実的には難し

いという現状の中で、吉田高校、恐らく今サンフレッチェのユースがい

るんで人数的には見えてるんですけど、そこがない状況だったら、恐ら

く向原高校と同じ定員が厳しい状況になってるんだと思います。 

 そういった中で、いろんな考えられる状況の中での支援を今しており

ますけれども、その支援が本当に今効果的なものになっているかも含め

て、そういった今スタディサプリではなく、ほかのことで支援したほう

がいいんではないかというようなことも、現場としっかりと意思疎通を

図りながら、市でできることを検討していきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  考えていく必要があると思います。先ほど言及をしたんですが、高校

と地域の連携強化戦略会議というのが令和5年まで行われていたんです

けれども、議事録を全て拝読しましたが、大変中身の濃い議論をされて

いたんじゃないかなというふうに感じております。 

 それが令和 5年の 3月末で市のホームページ上に出てる議事録という

のは終わってるんですけれども、これがその後どうなっているか、状況

ちょっと教えていただければと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 
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○高下企画部長  その会議については、今のところは整理を行って、あとはそれぞれの

高校の中での検討を個別に実施していく形にしようというふうなことで

整理をそのときには行っております。 

 その会議体には、これまで若者へのその働きかけをしてきた有識者の

皆さんであったり、大学の先生とか、そういった方々に入っていただい

て、いろんな意見交換をしてきました。その後の、その高校でのいろい

ろな活動の検討のときには、それらがその検討のベースにはなっている

のかなというふうに現状では思っております。 

 検討会議でのその成果がどのようにというふうなところの整理を全て

つけた形で今動いているかというと、そうじゃない部分もございます。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  ウェブ上の会議録を見る限りでは、令和5年3月23日で終わっているん

ですけれども、これで終わってるという認識で間違いないでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  その認識で間違いございません。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  その会議録を見ますと、また次年度も同じように集まりましょうとい

うような形で、それで結論が出てというような話ではなくて、また次年

度もというような感じのニュアンスで読み取れたんですけれども、これ

がその先に続かなかったというか、そこで打切りになったというのは、

どういったところがあるんでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  ちょっとその辺りの記憶はおぼろげというふうなところが正直なとこ

ろではありますが、実際、その会議のところで、また来年もというふう

なことになったというふうには記憶はしておりませんで、ここでいろい

ろ知見が集まったので、これを基に各校で具体的な、今度はいろんな知

恵を入れていく段階はここでおしまいにして、あとは具体的にやってい

く部分を各校でやっていこうというふうな、そういう整理で終わったと

いうふうに捉えています。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  分かりました。言いたいことは、こういった協議体、これから学校を

どう地域の中で位置づけていくのか、どう魅力化をさせていくのかとい

うことについて協議をして、実際動いていくというための協議体という

ものが必要なんだろうなとは思います。 

 実際、現状あるのかなというふうには思うんですけれども、そういっ
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たものが、この連携強化戦略会議の後にあれば、そういった協議体、教

えていただければと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  それぞれの高校についての魅力をどうつくっていくかというふうなと

ころなどについては、学校がそれぞれを置いている学校運営協議会がそ

ういったものになるかと思っております。 

 市が県立高校のためのというふうなのを、個別に置いているというこ

とはありません。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  では、今後は学校運営協議会のほうでというようなところに、今現在

そうなってるということだというふうに理解しました。 

 やっぱり、学校運営協議会の中に力をほとんど市としても関与を深め

ていくべきかなというふうに思うんですけれども、その辺りについて御

見解をお伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。学校運営協議会には設置要綱があると思います。 

その中で、市がどこまでの発言ができるか、関与ができるかいうのは多

分決まってると思いますんで、それができる可能性がある合議体であれ

ば、そちらのほうに参加するというのも一つの手だと思いますし、これ

からの吉田高校の現状を見た中で、市とそういった協議の場をつくると

いうのも一つの案かもしれませんけど、取りあえずは運営協議会があり

ますんで、そちらのほうをちょっと確認をさせてください。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  いずれにしても、積極的な関与が必要ではないかなという局面にある

と思いますので、そういった認識で今後進めていただければと思います。 

 では、3点目、次の質問に移ります。 

 集落支援員についてお伺いします。 

 今年度より導入し、施政方針の中でも各町に集落支援員の配置がうた

われております。このことについてお伺いします。 

 1 つ目、市のホームページ、集落支援員の募集について、これは今最

新のものは 3月 5日に更新されていて変わってるんですけども、質問通

告した時点での内容になります。募集要項のよくある質問Ｑ1、活動内

容の具体例に、地域運営組織の各種事務（書類作成・会計）、地域祭の

企画・運営、地域の巡回、研修会の参加、各種地域が関わる会議への出

席というふうに活動内容が例示されています。 
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 そこでお伺いします。ここで言う地域運営組織とは、32 にある地域

振興会を指すのか、それとも、その下の支部や行政区のことを指すのか、

まず、定義を確認したいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。募集要項でお示しをさせていただいた地域運営組

織については、旧町単位で設置をされている地域振興会連絡協議会を指

します。旧町の地域振興会を取りまとめる合議体となっております。 

 実務上においては旧町単位の各地域振興会がそれぞれの地域課題に応

じた活動を円滑に進めるため事務局機能を果たしており、各支所の支所

長が一手に担っております。今般、配置をします集落支援員には、これ

をサポートしていただくことを想定をしております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  地域振興会の連絡協議会ということで理解しました。 

 続いて2番目です。各種事務について、現在、振興会の事務局が担っ

ている事務はどの程度分担する想定でしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。先ほど申し上げたとおり、ここで言う各種事務は

旧町単位で設置されておる地域振興会連絡協議会の運営に関する事務を

指しており、個別の地域振興会や行政区の事務を集落支援員が行うこと

は想定をしておりません。 

 ただし、地域課題の解決に向けた取組の流れの中で、個別の団体から、

事務の進め方等の相談があった場合には課題解決の方法を検討するため

に、一緒に作業したりサポートしたりすることは当然想定をされており

ます。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  次の質問です。3番、ここでいう地域祭とは、八千代：およりん祭、

吉田：一心祭り、美土里：まいまい祭り、高宮：大地の祭り、甲田：わ

いわい祭り、向原：きてみん祭を指すものでしょうか、確認します。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。募集要項で示した地域祭については、御指摘の先

ほど紹介いただいた各町ごとの代表的なお祭りになります。 

 募集要項では、代表的なものとして先ほどのような祭りの企画等を例

示をしましたけども、当然のことながら、小さな地区単位で行う祭りや
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イベントに関わることも可能です。 

 地域の皆さんと一緒に様々なお祭り、イベント等をつくっていただき

たいと考えております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  今、例示した以外のものも可能だということなんですけど、想定され

ているのは、先ほど言った6つの祭りで、これは支所が事務局を務めて

きたのかなというふうに思います。 

 総じて言えることは、結局、支所がやっていた仕事のサポートすると

いう認識になるんですけども、それでここまでのところは間違ってない

でしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  大きく分けては、そのようになります。 

 ただし、流れの中で、どうしても、その下にあるうち小さい振興会等

が援助というか支援を求められた場合には、当然しっかりとサポートを

していただきたいと思っております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員   もう一つ4番、各種地域が関わる会議とは、具体的に何を指すもので

しょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。ここでの募集要項で示した各種地域が関わる会議

というのは、各町の地域振興会連絡協議会の会長会議や役員会をはじめ、

地域祭の企画や運営を行う実行委員会などを想定をしております。 

 また、集落支援員を各所に配置する体制が整いましたので、地域福祉

会議等の社会福祉協議会が行っている会議、あるいは学校運営協議会に

も出席をいただき、地域課題の情報共有、行政と地域とのつなぎ役とし

ての役割を担っていただくことも期待をしております。 

 このほか地域で行われる会議や会合については、地域ごとに活動状況、

活動形態が異なりますので、地域のニーズに応じて柔軟に対応していた

だくようお願いをしたいと考えています。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員   分かりました。では、次の質問です。（2）番、目的に、地域の声を

丁寧にくみ取り、地域団体の活動を支える体制を強化することとありま

す。 
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 1 つ目、現在の地域団体が抱える課題をどのように捉えていますでし

ょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。今年度は広島県の支援を受けて、地域支援強化に

向けたワークショップを実施をしてきました。地域振興会の役員の皆さ

んと一緒に地域で活動を行う上での課題感について議論をしてきたとこ

ろです。 

 各地域で共通して上がってきた課題としては、高齢化に伴う担い手不

足、あるいは特定の役員への過度な負担の集中、若者世代の地域活動に

対する関心の希薄化というようなものがありました。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員   では、2番、次の質問です。集落支援員導入により、どんなことが期

待できますでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。集落支援員を配置する目的として挙げた地域の声

を丁寧にくみ取ることについては、次のことをまずは実施しようと考え

ています。 

 まず、各町の集落支援員、支所長、政策企画課による毎月 1回の活動

状況報告や、受けた相談等への対応などについて意見交換を行う場を設

けます。この仕組みにより、各地域特有の課題や解決事例を共有し、お

互いに参考にすることが可能となると思います。 

 また、2026 年度から社会福祉協議会が各町に置く生活支援コーディ

ネーターとの定期的な情報共有を行うこととしております。福祉分野の

課題も広く情報を得ることができるとともに、地域振興会と連携した取

組につなげるなど、解決に向けた選択肢が広がる可能性があると思いま

す。 

 地域団体の活動を支える体制を強化するということについては、先ほ

どの質問と答弁で触れたとおり、各地域振興会の旧町ごとの事務局機能

をサポートしていただくことを考えております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  では、次の質問に移ります。地域住民に期待することは何でしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。地域住民の皆様には地域振興会の活動に関心をま
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ずは持っていただくこと、あるいは、お互いに声をかけあえる横のつな

がりの維持など、身近なところから主体的に関わっていただくことを期

待をしております。 

 こうした一人一人の参画が地域からの孤立を防ぎ、将来にわたって地

域コミュニティを支えることにつながると考えております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員   次の質問に移ります。（3）番、総務省の資料によると、集落支援員

は、過疎地域等の集落の維持・活性化のため、地域の実情に詳しく、集

落対策の推進に関してノウハウを有する人材が、集落の巡回・状況把握、

住民同士の話合いの促進、これらを通じ必要とされた具体的な取組やそ

の取組主体となる地域運営組織などのサポートを行うとあります。 

 施政方針や募集用のチラシを確認すると、この中で住民同士の話合い

の促進という部分について言及が弱いのではないかという印象を受けて

おります。施政方針全体を通じて、公助の部分については前に進めてい

く姿勢が示されているが、住民自らが自分たちの暮らす地域を守り、よ

り良くしていく地域づくり・共助の部分を促し、支援していく方向性が

乏しいのではないかというふうに受け止めています。 

 人口減少の局面において、あらゆる面でいろんなものが困窮していく

というふうに思っております。財政面でも、人的資源でも、行政だけで

は支えきれなくなるのが現実ではないかと捉えております。 

 市長は、対話による改革を掲げ実践をされていらっしゃいますが、窮

状を訴える場、あるいは要望を伝える場に地域との対話の場がなりがち

ではないかなというところを懸念しております。 

 対話というのは、お互いやっぱり意見を交換しながら、次の合意事項

を見いだして次なる道を見いだしていくものではないかなというふうに

考えているんですけれども、現状の対話集会、特に地域における対話集

会というのは、要望を聞く場のような状況になってしまってはいないか

と懸念をしております。 

 そうではなくて、困っている状況は確かにあるんですけれども、じゃ

あ、どうするのか、共に考えて行動していく、そういう多様な場が必要

ではないか、そういう段階に来ているんではないかと考えます。 

 集落支援員を一つのきっかけとして、住民同士の話合いを進めていく

必要があると思いますが、市長のお考えを伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  南澤議員の御指摘のとおり、住民同士の話合いの必要性については私

自身も強く感じており、今年度実施をしました地域支援強化に向けたワ

ークショップは、まさにそれを目的したところです。 
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 年度の前半では、市内 6 町の 32 の地域振興会を対象にヒアリングを

行い、各組織が抱える課題の把握を行ったところです。現在、その課題

の解決に向けた話合いをさらに進めたいという意向を示していただいた

8 つの振興会について、県から派遣されたコーディネーターの支援を受

けながら、それぞれの課題解決に向けた取組を行っているところです。 

 進め方は地域振興会によって異なりますけども、どのような取組が今

後必要か、どのような活動を大事にしていくべきかなどについて、住民

アンケートを実施することから始めようとする地域が多いようです。 

 この取組は 2026 年度も継続していく予定です。先行して実施してい

る 8つの振興会の状況は、他の振興会へも、適宜、情報共有を行うなど

して広く波及をさせていきたいと考えております。 

 このワークショップの運営には、現在、集落支援員が配置されている

地域においては既に関わっていただいており、2026 年度以降は各地域

でこうした取組のサポーター役として役割を期待をしております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で、答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  今年度行ったワークショップがそういった形で発展をしていってです

ね、住民同士の話合いの場で困り事を共有して、じゃあ、自分たち何が

できるんだろうと、どういうことをしていこうかというところまでつな

がっていくといいなというふうに思いますし、来年度、集落支援員が全

町に配置されて、生活支援体制整備事業で生活支援コーディネーターが

また配置されて、その困り事に対して地域住民が自ら動いて課題を解決

していくような体制がこれからつくられていくんだと思います。 

 そういった点では、今ある 8つの振興会の先行事例というのは大変興

味深いものですし、これをしかるべきときに共有していただけるという

ことで、そちらのほうも大変楽しみにしています。 

 一方で、そういう体制になるまで、気持ちの面で困ったら要望を上げ

て、市がどうにかしてくれというような状況も、当然、市が対応しなけ

ればいけないこともあるとは思うんですけれども、できることは、やっ

ぱり自らやっていかなければいけないという気持ちの切り替えというか、

マインドセットを変えていく必要があると思います。こういったことを

どのように起こしていくかということが、これからの大きな課題ではな

いかなというふうに思うんですが、その辺りでこういう形で進めていき

たいなという道筋があれば教えていただきたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  人口も少なくなり高齢化が進む中で、そして財政的には厳しい中で、

全て行政に、お願い、お願い、やってくれ、やってくれいうのは、なか

なか難しい状況になってきてます。 
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 そういった中で、自分たちにできることは自分たちでやろうというよ

うな機運が、こういった集落支援員を中心とした、もう一回、各地域の

振興会活動を見直す中で生まれてくるような、再度、流れをつくってい

きたいなというふうに思っております。 

 過渡期なので、なかなか全てが一度にはいかないと思います。しかし

ながら、この 8つの振興がそういった自ら取組をしたいというような流

れにもなってますんで、これを途切れることなく全市内へ広めていきた

いと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  地域振興会という組織はあるんですけれども、その振興会を維持する

というよりは、振興会の在り方も含めて、今後どうやっていくかという

ことが大事だと思います。 

 振興会の組織だけ維持できても仕方がないと思いますので、そういっ

たところも含めて議論が進んでいくといいなというふうに思います。そ

の辺り振興会の在り方については市長どのように思っていらっしゃいま

すでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  この振興会というのは、合併当時に出来上がった 32 の振興会です。

そういった中で状況も変わってきて、単独での維持も厳しくなっている

振興会もあります。これ行政区自体もそうですんで、当然、これから先、

行政区の合併といいますか、見直し等も含めて、いろんな議論がこの中

で出てくると思います。 

 そういった意味で、本当に集落支援員を中心とした、これからの活動

というのは、これからの安芸高田市の持続可能な行政地域をつくるには

必要な取組だと思っておりますので、こちらにはしっかりと力を入れて

いきたいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で、答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  自らの地域を自らつくっていくという、その活動がこれから活発にな

ることを期待して、また自らもその一員となれるように頑張りたいと思

います。 

 これで私の一般質問を終わります。 

○石 飛 議 長  以上で、南澤議員の質問を終わります。 

 続いて、通告がありますので、発言を許します。 

 4番 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  4番 浅原久美子、通告に基づき、大枠1点、食を軸とした地域循環型
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社会を目指したオーガニックビレッジの推進についてを質問いたします。 

 最初に、訂正がございます。私の通告の下の3行目、市長の答弁です

ね、オーガニックに取り組むことは有効な手だてであるとありますが、

こちらはオーガニックに取り組む検討をすることは価値がある。後半の

文章ちょっと間違っておりました。その下のほうの（1）番にも同様に

同じ文章がありますので、後半を検討することは価値があるに直してい

ただければと思います。大変申し訳ございません、訂正をもって、おわ

び申し上げます。 

 では、この質問のほうに入ります。 

 私はこれまで三度にわたり、食と農を軸とした地域づくりについて質

問してまいりました。その中で市長からは、オーガニックに取り組む検

討をすることは価値がある、市として旗振りをする部分は必要と思う、

理想はオーガニックビレッジ宣言に持っていきたい思いがあるとの答弁

をいただいております。私は、この答弁を大変心強く受け止めておりま

す。 

 そして、今、本市において大きな変化が生まれております。今年の 1

月、市民団体あきたかた未来と食を考える会が発足し、学校給食への有

機食材の提供に向け、市民自らが具体的な行動を始めました。これは市

民が主体となって地域の未来を考え行動を始めたものであり、本市にと

って非常に貴重なとても重要な動きであると考えます。 

 こうした背景を踏まえ、以下質問いたします。 

 （1）オーガニックに取り組む検討することは価値があるとの以前の

市長答弁の前段として、小さい農家が元気になるような農業施策をしな

くてはいけないとありました。現在、具体的な施策があるかを伺います。 

○石 飛 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  浅枝議員の質問にお答えいたします。先日の宍戸議員さんの質問にも

お答えしたかなと思うんですけども、国・県の農業施策や市の補助事業

も認定農業者など大規模経営農家に向けたものが多くなってます。そう

いった中で、認定農業者など、経営規模を条件としない市の補助事業に

ついては有害鳥獣防護柵設置事業やパイプハウス設置に要する費用を助

成・補助する野菜等を生産振興対策、パイプハウス整備事業、あるいは

六次産業化を支援する農産物六次産業化推進事業等があります。 

 そのほか、いろんな制度が各市町にもありますんで、今そういったも

のの情報も集めている状況であるということも申し添えさせていただき

ます。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で、答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  市長は農家でいらっしゃいます。この10年で本市の一次産業に何が一
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番厳しくなったと思われますか、お伺いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  農業に従事しとって一番思うのは、鳥獣害被害が増大したということ

と、やっぱりコストですね、機械導入等がやっぱり割高になったという

ことですか。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  ちょっと想定していた答弁と違ったんで、ごめんなさい。 

 それも、もちろん、そうなんですけど、私の中でやっぱり耕作放棄地、

もちろん鳥獣被害もあるんです、耕作放棄地の問題が一番大きいかなと

思っております。 

 そこで、先ほど市長も言われました、先日の同僚議員の質問の、その

答弁のほうで市長が、小規模農家への支援は現実厳しいと先ほども言わ

れましたが、ただ一方で、本市では兼業小規模農家に頼らざるを得ない

とも答弁されています。 

 半分の農家が 3ヘク以下というお話もありましたし、また、全国の耕

地面積の約 4割、総農家の約 4割、農業産出額の約 4割が中山間地域だ

そうです。大規模化・機械化が厳しい中山間地域だからこそ、手のかか

る高付加価値な農作物栽培が、こういう耕作放棄地で可能ではないかと

私は考えます。 

 施政方針にある化学肥料の削減を一歩進め、小規模農家が守るべき地

域の担い手、オーガニックの担い手、そうして再定義されること、その

ような未来図を描くことは本市の持続可能な一次産業につながると考え

ますが、市長のお考えをお伺いいたします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  3 ヘクタール以下の小規模農家が大多数を占めるという現状は現実あ

ります。そこに対してのきめ細かい手厚い具体的な補助事業になるんで

しょうけども、そういったものを今すぐ整備するとなると、かなり想像

するだけでも相当の予算が財源が必要になると思います。 

 そういった中で、どこまで支援ができるかというのは、やはり、まだ

まだちょっとしっかりと知恵を出して考えなくてはいけないなというふ

うに思ってます。 

 耕作放棄地を少なくする、農地を守るというのは、やっぱり小規模農

家の皆さんのおかげだと思います。大規模農家もやはり条件のいいとこ

ろを集約して効率的にやっていくという部分を担ってもらってますんで、

それ以外のここ 10 年以来増えてきた耕作放棄地をどう守るかというと、

やはり小規模農家の人が元気にならないと、そこが守っていくというか、
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復活していくことは、再生していくことができないんだろうと思います

んで、そこのところはしっかりと知恵を出してやっていきたいというこ

とで、今担当課のほうもいろいろ考えてくれておりますんで、私もそこ

の部分にはやはり力を入れていきたいという思いはあります。 

 ただ、ここでこういった事業をやりますということはできませんけど

も、堆肥の助成金とか、ちょっとずつ、そういった部分で事業を起こし

ながら前に進めていきたいと思っておりますので、いろんな情報等があ

りましたら共有して一緒に前に進めていきたいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  もう一個、市長ありました、（2）次に移ります。 

 （2）です。国は大規模化、スマート農業の推進を図っています。同

時に、オーガニック的な取組をする農業の推進を進めています。この国

の方向性に対して、本市としてはどのように受け止めているか伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。国のほうにおいては、食料の安心安定供給の観点

から、みどりの食料システム法に基づき、有機農業推進拠点、オーガニ

ックビレッジを 2030 年度までに 200 の市区町村、現 154 市区町村だと

記憶しておりますけども、広げることを目的に掲げております。市とし

ましても、その方針を踏まえ、みどり認定申請者への受付や県への進達

をしているところです。 

 また、オーガニックビレッジ宣言についても、今までの答弁で私が申

し上げたように取組を進めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  今言われた、みどり認定申請者、今、本市で何名ぐらいいらっしゃる

んでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 小櫻産業部長。 

○小櫻産業部長  詳細な数字はあれなんですけれども、県への進達になりますんで、県

に進達したのは、今の中干しとか、そういう関係ものとかいうものを何

件かしてる、何人いらっしゃるか、ちょっと把握してないんで申し訳ご

ざいません。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  また伺えればと思います。 

 次に移ります。（3）番、過去の教育長の答弁で、給食における地元
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の産物の使用率は約 40％との答弁がありました。この現状について学

校給食における地元農産物の活用は、郷土愛を育むことにもつながり、

また地域農業の持続可能性、地域循環の考えにおいても重要であると考

えます。 

 そこで、①地元農産物の使用率が上がらない要因はどこにあるか伺い

ます。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長   学校給食における地元農産物の活用実績は、ここ3年間、先ほどあり

ましたように約40％前後で推移をしております。これは文部科学省が公

表している全国平均値と比較しても非常に高い水準にございます。 

 本市がセンター開設当初より、運営方針の一つに地産地消を掲げ取組

を進めてきた成果であるというふうに認識をしております。今後、使用

率の向上を目指すためにも最も大きな課題というのは安定的な生産量の

確保にあると考えております。学校給食では一度に約2,000食分の食材

を確保する必要があることから、必要な量を安定して供給できる十分な

生産体制がまず必要となります。 

 近年の猛暑や長雨といった気象条件も収穫量に大きな変動を及ぼして

いる実態もございます。現在のところでは、まずは安芸高田市産、そし

て次には広島県内産、その次には県外産、そういったものを仕入れをし

て給食のほうを提供している、そういった実態がございます。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  安定的生産というふうに教育長のほうは答弁されたんですけど、これ

に関して、冷凍とかいうのは今まで検討されたことはあるんでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 柳川教育次長。 

○柳川教育次長  地元産の野菜を一旦冷凍して、それから使うということだと思うんで

すけど、以前、安芸高田アグリフーズがあったときには、そこに保冷庫

というか冷凍庫を備えておりましたので、そういった品目は確かアスパ

ラとか、そんなのがあったと思いますけど、一旦冷凍して、収穫時期よ

り後にまた使うといったようなこともしておりましたが、現在はちょっ

とできておりません。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  ②番に移ります。今後、使用率の向上や、地域農産物のさらなる活用

について取組を進めていくお考えがあるか、教育長の見解を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 
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○猪掛教育長   学校給食への地域農産物の供給は、子どもたちの食育の推進、あるい

は地元農業の活性化、そして地産地消の促進という観点から重要であり、

今後も積極的に進めていく考えです。 

 給食センターの開設当初、これは平成 23 年でございますが、当初か

ら、給食センター、そして産業部の地域営農課、ＪＡの三者により、毎

月 1回、定期的な地場産物供給検討会議を行い、旬な野菜の供給予定と

献立の作成状況といったものを共有をしてまいりました。今後も農業振

興部門と教育委員会が緊密に連携をしまして、子どもたちに新鮮で安全

な地元食材を提供できるよう取組を強化していきたいと考えております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員   では、次に移ります。（4）番、給食に有機食材を使用することにつ

いて、教育長の見解を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長   学校給食に有機食材を活用するということは、子どもたちの食への関

心を高め、そして持続可能な農業への理解を深める観点からも検討の余

地があるものというふうに考えております。 

 その一方で、全面的な導入、それから定着、そういったことに向けて

は、コスト面、あるいは先ほどありました安定的な供給量の確保のほか、

鮮度、形状、病害虫の対策といった納品規格への適用が条件となります。

そのためには、まず生産供給体制の構築、整備から、計画的かつ段階的

な施行や検証が必要であるというふうに考えております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  ちなみに1年間の給食回数は先ほど2,000食というのを言われたんです

けど、回数としては何回ぐらいあるんでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長   給食の1年間の日数、年間約200日となります。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  私はちょっと今回の通告にもあるように、オーガニックビレッジのこ

とをちょっと調べる中で、最初に取り組むのが大体どこの自治体も米飯

ということを聞いておりますので、ちょっと米のことだけになるんです

けど、一日に使うお米って何キロぐらいになっているんでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長   米の使用量ですが、これ一日約130キロから150キロ、年間でいうと約

30トンということになります。 
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○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  ですと、多分、私がＪＡさんにお伺いしたところでは、全然、安芸高

田市内のつくられてるお米で賄えるというふうにちょっと今思いました。 

 私が今言ってるのは、あくまで安芸高田市内でつくられている減農薬

のこだわり米のことですが、学校の給食はこれでもしかしたら減農薬の

ものに賄えるのではないかなというふうに思っておりますが、この点は

間違いないと思いますので、ちょっともう一つ、このお米、給食センタ

ーで炊飯されているんでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長   今は使っている米はですね、安芸高田産のあきさかりを100％使用し

ております。 

 炊飯の設備ですけども、これは給食センターには今ございませんので、

佐伯区にありますアグリフードサービス、そういった元あったアグリフ

ーズの関係の工場から配送をしてもらっているという状況です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  私、一応、地元の有機食材、そういうものを使用する、しようという、

そういうのを推奨する中で、ちょっと遠方から運ばれてるというのを把

握しておりませんでした。 

 それは市長は掲げられる行財政改革とかですね、カーボンニュートラ

ルの視点から見ても少々適切ではないかなと思えるんですが、本給食セ

ンターに炊飯の設備を整備することというのは難しいんでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  もともと、この給食センターができるときに、その隣にアグリフーズ

株式会社が、第三セクターの、これがありましたので、最初はそこで全

て炊飯のほうもやっておったというふうに記憶しております。 

 その炊飯ラインが故障したときに、これを設備を更新するのに非常に

コストがかかるということから、そのランニングコスト、あるいは施設

をまた再整備する、そういったことと比較をした結果、現在の系列のと

ころであります佐伯区のアグリフーズのほうから、そこで炊いたものを

搬送したほうが、よりコスト的にもメリットがあるということで変更し

た経緯があるというふうに認識しております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  今、教育長、コストのことを言われたんですけど、ちょっと市長に伺

いたいんですが、教育委員会は今設備がないため遠方から届けると言わ

れまして、私の認識では産業部は地産地消を訴えられていますね。 
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 市長はカーボンニュートラルを掲げ、燃料費を使って御飯を運ぶ、ち

ょっともやもやって私するんですけど、ここ市長どうお考えかお伺いし

ます。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えします。もやもやするということでありますけども、どれぐら

いのコストがかかるのかいうのは、ちょっと持ち合わせてないんですけ

ども、その炊飯ラインを整備するのが。恐らく隣の建物で炊飯しとった

のができなくなって向こうに行ったいうのもあるんだろうと思うんです

けども、ちょっとその辺は調べてはみたいとは思います。 

○石 飛 議 長  浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  私もあんまり得意分野じゃないんですけど、ふるさと納税ですね、そ

ういうのを活用したクラウドファンディングとか、あと先ほど同僚議員

が言われた過疎対策事業債とか、あと環境省の省エネ推進交付金とか、

そういうのを利用できて、炊飯設備をもし導入することを検討できるん

だったら考えるのも悪くないかなと思いますので、市としても未来の投

資として考えていただいて、私もちょっと勉強しておきますので、ちょ

っと次までの宿題かなと自分の中でも思っております。 

 では、次に行きます。次の質問（5）です。市民団体の発足について。 

 ①市民団体発足、先ほど申しましたように、あきたかた未来と食を考

える会が発足しました。市民団体発足を市長としてはどのように受け止

められているか伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。まず、市民団体が発足して、有機農業に取り組む

メンバーがまとまって技術の共有化や生産量の拡大を図っていくという

取組については、市の農業を発展させる取組の一つとして歓迎すべきこ

とだと思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  実は、今集まってるメンバーほとんど農家じゃないんですね。消費者

の方が多いという、そして市外の方も結構いらっしゃるという、非常に

市民の方の意識が高い、そういう団体が立ち上がりました。 

 では、次に行きます。②市長はこれまで、市として旗振りをする部分

は必要と答弁されていますが、その旗振りとは、オーガニックビレッジ

宣言に向け、市が主体となって、生産者、市民団体、関係機関等の協議

の場を授け、本市としての方向性や構想の具体化を進めていくお考えが

あるか、市長の見解を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 
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 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。本市としての方向性や構想を具体化していくため

に、発足した市民団体の活動のメンバーさんを中心にですね、ＪＡを含

む関係団体の皆さんと協議の場を設けていきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  また私が考えていた内容とちょっと上をいく答弁をいただいて、すご

く心強い答弁でした。もうちょっと再質問を考えていたのが、全部却下

になってしまったので③番に行きます。 

 市民団体において、学校給食への有機食材の提供に向け取組が始まっ

ていますが、本市として、オーガニックビレッジ宣言を見据え、地元産

有機農産物の学校給食への活用について、具体的な検討を進めていく考

えがあるか、ちょっと教育長にもお伺いしたんですが、ダブりますが、

市長の見解を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。先ほど教育長の答弁にもありましたけども、御提

供いただける農産物については、使用数量の確保、あるいはコスト面の

協議、検証していくことが大切だというふうに考えております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  実は日本中で、今、オーガニックビレッジ宣言してる自治体、皆さん、

最初、そういう感じでスタートされてるので、多分、同じような悩みを

持ちながらスタートされたところと意見を共有しながらいけば、いい形

で安芸高田市も新しい町に生まれ変わるのではないかなと思っておりま

す。 

 私もいろんな研究、研修に行かせていただく中で、やっぱり若い子育

て世代が非常に、今、食の安全や環境の優しさというのを住む場所に選

ぶ基準にされてる方が多いなという印象があります。 

 有機食材が提供されている学校給食の取組をスタートしてですね、オ

ーガニックビレッジ宣言を行うことになれば、本市は子どもたちの健康

と未来を考えている、本気で考えるまちだというふうに強力なメッセー

ジを、そういう方たちにアピールできるんじゃないかなというふうに思

います。 

 同僚委員の質疑の際の答弁にありました、子どもの居場所づくり充実

として、多様な学びの場を提供したいというのがあったんですけど、多

様な学びの場の一つは食育だと再々私も言っております。 
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 これは、子どももですけど、保護者さんも一緒に学んでいくというの

では非常にすばらしいなと思っています。 

 そういう場所としては、安芸高田市にはほとんどの学校の近所に田畑

がありますので、そういうところを学びの場に変えて、先生は地元の本

当に地域の方々が先生となって、皆さんと一緒に農作物をつくって、そ

うなると、自然と地域とコミュニティが子どもたちの間、学生の間に生

まれていく、そういう世代間交流にもなりますし、そう言ってしまえば、

再三、今回、実は私、昨日、桜守プロジェクトというので土師ダムのほ

うにちょっと参加させていただいたんですけど、そこで大量に出る木く

ずとか、落ち葉とか、そういうものも肥料になるということですね、購

入しなくていいという、最終的には、肥料を購入しなくていいという形

にもなっていきますので、そういう取組もいいなと思ったり、そういう

側溝にたまった落ち葉とか、山に行って木とかを集めることが地域のた

めのそういうものもなりますし、運動の一つにもなるかなと思ってます。

地域もきれいになって、体力づくり、こういうのが循環型農法ではない

かというふうに私は思ってますが、市長のほうはどう思われているでし

ょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。先ほど紹介いただいた流れについては、理想の形

だと思います。 

 これをまた全市一律に展開するというのは難しいと思いますんで、今

回立ち上がったグループを中心に実践をして広げていくというのも一つ

の方法ではないかなと思いますんで、その辺もしっかりと、これから協

議の場も設けていきますので、その中でまた協議していただければとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  同僚議員の方が先ほど質疑されてました残渣の件なんですけど、給食

の。私、自分でつくったものをそんなに無駄にするような子どもたちは

安芸高田市にはいないと思いますので、やはり自分の手で食べるものを

つくるというのは、そういうところにもつながるかなと思いますので、

市長が言われる循環型経済、サーキュラーエコノミー、こういうところ

にもつながるかなというふうに思ってます。 

 郷土愛を育むという究極の教育にも結びついていくと思いますので、

ぜひ市民団体も含めて一緒に協議の場で話合いができればなと思ってお

ります。 

 では、次に行きます。（6）番、市長は令和 7 年第 1 回定例会の答弁

で、オーガニックビレッジに取り組む検討することには価値があると答
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弁されています。 

 そこで、①本市においてのオーガニックビレッジ宣言の現在の進捗状

況があれば伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。担当課のほうでは、既にオーガニックビレッジ宣

言をしている神石高原町の担当者の方への聞き取り、あるいはＪＡとの

協議を進めている状況です。また浅枝議員からのプレゼンも受けたと伺

っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  そうですね、市長をどけにしたわけじゃないんですけど、部長方々に

皆さんお時間いただいて一度お話を聞いていただきました。そういうふ

うにすごいスムーズに進んでるとは思ってなかったんで、またちょっと

再質問をぶっ飛んでしまったんで、②に行きます。 

 ②番オーガニックビレッジ宣言は、令和7年12月時点で全国154市町村

に広がり、国の支援の下、有機農業の推進や地域ブランドの向上など、

地域振興につながる取組として注目されています。本市においても、中

山間地域の特性を生かした持続可能な農業の推進は重要であり、オーガ

ニックビレッジ宣言はその方向性を示す有効な手段の一つであると考え、

スピード感を持って進めるべきと感じますが、既に進んでいる感じがし

ておりますので、ちょっと内容が変わってくるかもしれないんですけど、

こうした全国的な動きを踏まえ、本市としてオーガニックビレッジ宣言

に向けた今後の取組について、先ほどちょっと答弁していただいたんで

すが、重ねてになりますが市長の見解を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。今年、有機食材について考える市民団体が立ち上

がりました。先ほど答弁と重なりますけども、まずは、その活動のメン

バーの皆さんからお話を伺い、その上で関係団体の皆さんも関わってい

ただきながら協議する場を設けていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  今日は市民団体の方も傍聴に来ていただいておりますし、来られない

方がＹｏｕＴｕｂｅ等で配信のほうを見ていただいてますので、本当に

みんな心強く今感じておるところでございます。 

 これは再三申しますように農業政策ではありません。地域活性事業の

一つが、このオーガニックビレッジということであります。 
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 まだ皆さんにもなかなか浸透してない部分で、広島県は、市長が言わ

れるように神石高原町だけの宣言になっておりますが、もう全国的には

本当に農水省の予想を上回るスピードで多くの自治体が手を挙げて宣言

されてます。 

 そこでは、まず学校給食という取組が一番多いというふうに伺ってる

んですけど、先日、この市民団体のメンバーの1人が宮崎県の綾町とい

う、有機の町というぐらい有名なところにちょっと視察に行ったんです

けど、綾町で代表されてる方がほかの資料のほうを見させていただいて

言われたことは、びっくりしたんですけど、スピードは興奮をくれるが

継続は未来をくれるという言葉を述べてらっしゃいました、非常にすば

らしい言葉だなと思いました。 

 有機農業というのは本当に今日明日でできるようなものではないので、

持続可能にしていくには、やはり多少は行政の力添えが必要かなと思い

ますし、これによって、昨日は 3月 8日国際女性デーということで、女

性の活躍という部分でも、小さい農家にはやっぱり女性の力というのは

私は不可欠かなと思っております。 

 そこには高齢者も含めて小さなお子様、お子さんから、そういう方た

ちの力で、私はこの耕作放棄地問題というのは解決に少しずつ向かって

いくと、そう願っております。そういう先頭立って安芸高田市が、ぜひ

走っていければなと思っております。 

 なお。1 年前にこの場所で私がちょっと言った言葉を覚えていらっし

ゃるかどうか、覚えてらっしゃいますね、市長。 

 東京にデモ行進に行ってきますと、1 年前に初めての一般質問のとき

に言ったんですけど、実はまた今月末で東京へ行ってきます。1 年たっ

て、実は農業界ますます厳しくなってます。特に酪農家の方の声を伺う

と、本当に今米価が上がっておりますので稲作の農家は非常に勢いがつ

いてるんですけど、酪農の方たちは、もう本当に時給マイナスという世

界で毎日必死に命と向き合ってらっしゃいます。 

 そういうところを訴えて、このデモ行進の中で一貫して私たちは国に

対して農家の所得補償を訴えています。これは市に訴える気は全くない

んですけど、その中で私は 1年間このことについて覚悟を持って訴えて

まいりました。 

 ちょっと前の新聞で、首相の施政方針で、全ての田畑フル活用という

のを言われておりました。こういうところも含めて、やっぱり、市とし

て声を国に上げていくそろそろ時期かなと、いろんな市町で実は意見書

も上がっておりますので、なかなか国が動かないんであれば、私も小さ

な力ですけど、この市から声を上げていきたいなと思っていますが、最

後に、市長に最初にも言いましたが、小さな農家を含めた全ての農家所

得向上に直結する、そういう施策を、投資をどのように考えておられる

か、市長の見解を伺って、私の一般質問を終わります。 
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○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。全ての農家の所得向上に直結する施策への投資に

ついてということです。 

 私自身も農業者であります。資材価格の高騰や天候の影響、あるいは

販売価格等のバランス等の農業経営の厳しさについては、現場で農業に

従事している人間として実感として受け止めております。 

 農業は努力だけでどうにかなる産業でもないという部分もあります。

自然条件や市場環境に大きく左右される産業であるからこそ、行政とし

て農業経営を支える環境を整えていくことが重要であると思ってます。  

本市の農業は大規模農家だけではなくて、先ほどもありましたよう

に、小規模農家の方も含め、多くの農家の皆様によって支えられていま

す。 

 そういった中、中山間地域の多いこの本市ではですね、農業を単なる

産業ではなく、農地や地域の暮らしを守る基盤としてもなっておると考

えております。 

 農業の現場を知る立場として申し上げると、農政というのは机だけで

決められることではなく、現場に足を運んで農家の皆さんの意見を聞き

ながら、それを具体化していくことが必要だという思いも一方で持って

おります。 

 特に財源がそこにはついて回りますけども、そういった部分について

は既存事業の見直しによる予算の捻出といいますか、重点化をする段階

もいつかは必要なんではないかなというふうに思っています。 

 その中で農水省への支援の要請等の要望活動も同時に行いながら、市

の中でも財源で選択と集中という言葉がありますけども、いつかの時点

ではこの事業を抑えて、農業分野へ重点的に投入するということも判断

することが必要なときも来るかと思いますけども、そういったときがい

つ来るかというのを準備するためにも、しっかりとそういう情報を取り

ながら前に進めていきたいと思っております。 

 農業している市長の一人として、農家の所得を上げていくということ

は重要なことだというふうに私も身をもって感じておりますんで、そこ

はこれからの展開のほうでしっかりと進めていきたいと思います。 

 あと一つ、一般質問に合わせたかどうか知らないんですけども、オー

ガニックビレッジ全国組長の会議に参加しませんかという案内が来まし

た。これ浅枝議員が何か情報提供されたんかなと思いながら、どうしよ

うかなと思いながら申込みを考えておるところです、また相談させてく

ださい。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で、答弁を終わります。 

 浅枝議員。 
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○浅 枝 議 員  裏から手を回しておるわけではありません。全国的に、本当にオーガ

ニックビレッジ、すばらしい取組なので、みんなで手を合わせていこう

ということと、やっぱり広島県自体が今循環型農法というほうにかじを

切り始めてます。そういう取組も産業部のほうで、そういう団体のほう

にも入っていらっしゃるので、多分、お声がかかったんだと思いますが、

私もスーツケースの中へ入って一緒についていきますので、ぜひ日程が

決まりましたら、お知らせ願いたいと思いますし、本日言ったように市

民団体の方が傍聴に来られてますので、今晩は緊急大ミーティングで、

市長のスケジュールを、ぜひ何日か言って、ぜひ一緒にお話ができる時

間を取っていただければと思っております。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

○石 飛 議 長  以上で、浅枝議員の質問を終わります。 

 議場内換気のため、4時5分まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後３時５５分 休憩 

午後４時０５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○石 飛 議 長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 続いて、通告がありますので、発言を許します。 

 5番 小松議員。 

○小 松 議 員  5番 小松かすみです。通告に基づき、大枠3点について質問させてい

ただきます。 

 大枠 1点目、放課後児童クラブの現状や入所要件について。 

 放課後児童クラブは、放課後や長期休業中に、就労などにより保護者

が家庭にいない児童に、適切な遊びや生活の場を提供し、その健全な育

成を図ることを目的として運営が行われております。長年放課後児童ク

ラブの運営に携わってきた地元団体から今年度業務委託先が変わり、新

しい企業が運営を担っております。そこで、放課後児童クラブの現状な

どについて以下 6点伺います。 

 1 点目です。今年度の児童クラブの定員に対しての利用者割合を伺い

ます。 

○石 飛 議 長  ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  小松議員の質問にお答えいたします。安芸高田市内の児童クラブの数

は 10施設で 16支援あります。平日利用と長期休業期間利用を合わせた

定員数は 615人となっています。利用者数については時期によって若干

の増減がありますが、直近 2月 1日時点での利用者は 510人、定員に対

して約 83％の利用割合となっております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 
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 小松議員。 

○小 松 議 員  83％とお聞きいたしました。来年度についても、割合が分かれば教え

ていただけますでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 井上福祉保健部長。 

○井上福祉保健部長  直近の申込みで言いますと、2月1日現在で510名、率で言いますと

83％ということでございます。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員   2月の数字を出していただいてたということで、次の質問にまいりま

す。 

 先ほど83％というのは、夏休みの長期休業中も合わせての利用割合だ

ったんでしょうか。それではなければ（2）の夏休みの休業期間中の割

合、ちょっと増えると思うんですけども、割合をお願いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。長期休業期間の利用割合は通常に比べて若干多く

なります。利用登録が最も多くなる 7 月 1 日現在で、昨年は利用者数

518人、定員に対する利用割合は約 84％となっております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員   多くは変わらないということなんですけども、続いて3番目の質問で

す。放課後児童クラブの運営に関して、年度途中ではあるんですが、ほ

ぼ1年終わる現時点の成果のほうを伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。放課後児童クラブ事業ですね、長年実施をしてい

く中で、高学年の利用ができるよう施設の拡大を行うなど、待機児童の

解消に取り組んできたところです。 

 その成果もあって、ここ数年、待機児童を出すことなく保護者の皆さ

んが就労などで家庭にいない児童の居場所としての役割を果たせている

と考えております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  今年度、施設2名体制から3名体制に変更して予算が大幅に増額されて

ますけども、狙いどおりの成果というのはあったのか評価を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 
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 井上福祉保健部長。 

○井上福祉保健部長  待機児童が解消しており、年度途中の利用規模にも対応していると

いうことで、現時点では支障なく対応できているというふうに評価して

おります。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  委託業者は放課後等でサービスの運営等もされているようなんですけ

ども、そういった強みは児童保育の現場では生かされているのか、把握

されていれば教えてください。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 井上福祉保健部長。 

○井上福祉保健部長  委託業者、株式会社キャレオスでございますけれども、放課後児童

クラブのほか、放課後デイ等も全国で展開されており、適切に運営され

ているというふうに了解しております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員   続いて、4番目の質問に入ります。放課後児童クラブ運営に関する現

状の課題を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。現在、運営は株式会社キャレオスに委託をし、16

支援とも基本 3名体制で運営を行っていただいております。児童クラブ

の支援員として勤務いただいている方は、教員免許あるいは保育士など

の資格取得者か必要な研修を受けていただいた方が担ってもらっていま

す。 

 課題としては、これはどの業種においても共通の問題となっておりま

すけども、有資格者の人材確保が難しくなっているということです。特

に夏休み中などの長期休業期間中は限られた人数の中で人員配置がされ

ているため、受入れ時間の前倒しなどのイレギュラーな対応ができてな

いという現状があります。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  人材不足ということだと思うんですけれども、それの改善策というの

は何か工夫など採用、ある地元のところでは、児童クラブでお世話にな

っている子が大学生になって、今回支援員として入っておりましたが、

そういった若いところへの働きかけもできるかと思うんですけども、改

善策等を考えられているのであれば伺います。 
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○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 井上福祉保健部長。 

○井上福祉保健部長  現在、道の駅等で募集等されておられますけれども、やはり人材の

有資格者の確保が難しいのは全国的な課題であって、本市でも採用活動

に一定の苦労が生じているのは現実だそうです。 

 ただ、現在、必要な人員基準のほうは満たしておりまして、日常の運

営に支障が出ることはございません。今後とも事業者と協力しながら、

まず働きやすい職場環境、それから研修の充実を通じて人材確保に努め

ていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  続いて5番目の質問に移ります。国の法律に基づく放課後児童クラブ

運営指針の示す学童保育の理念には子どもの権利条約の理念と共通をし

ているところが多いです。本市学童保育において、子どもの権利条約に

基づく学童保育の実践が行われているか伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。放課後児童クラブの運営指針では、子どもの最善

の利益を優先して考慮し、育成支援を推進することに努めなければなら

ないとしており、事業の目的は適切な遊び及び生活の場を与え、子ども

の状況や発達段階を踏まえながら、その健全な育成を図ることと定めら

れております。 

 児童クラブは年齢の異なる子どもが同じ場所で一緒に過ごす場所です。

子ども一人一人が異年齢との関わりを考え、相互の理解を持って、それ

ぞれの感情や意思を尊重できるように配慮しながら、様々な遊びの中で

自らの主体性を持って安心して過ごせる場となるよう運営をお願いして

おり、適切に実践されているものと評価をしております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  子どもの権利条約を学童保育に生かすといったたぐいの書籍も多くあ

ります。親や学校の先生は子どもの真上の縦の関係、友達は横の関係、

子どもの成長発達に重要なのは斜めの関係の大人というふうに言われて

おります。 

 昔は近所や地域の方々が斜めの存在だったと思うんですが、児童クラ

ブにおいては、支援員さんがまさにこの斜めの関係の大人であります。

ある程度の距離から俯瞰的に物事を見つめて、子どもの声や話を聞ける、

ＳＯＳやつぶやきを受け止めることができる立場にあります。 

 そして現場で生じる様々な問題に対するときの基準になるのが子ども
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の権利条約であり、学童保育支援員の専門性のよりどころとなると言わ

れております。 

 藤本市長の施政方針で、2026年に子どもの権利条例制定に取り組むこ

とが明示されておりました。市長の英断、大変頼もしく高く評価してお

ります。条例の下、未来の主体である子どもたちの声や考え、意見を尊

重した学童保育が行われることを期待しております。 

 条例制定に関して、どの部署を中心に、どのようなスケジュールで行

う予定であるか伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  新年度に向けて今準備をしているところですけども、福祉保健部のほ

うを主に横断的な組織になるかもしれませんけども、そこら辺をしっか

りと検討して制定に向けて取り組んでいきたいというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  国の運営方針と子どもの権利条約の原則の整合性を、市の運営方針、

手続に反映して、子どもの権利条約が実現されるまちづくりのほうを期

待しております。 

 続いて、6 番目の質問に入ります。今まで社会福祉協議会に業務委託

されていた幼児と小学校の一時預かり制度というのが昨年 12 月で終了

したと聞いております。 

 幼児においては、保育園やこども園での一時預かりが行われておりま

すが、小学生が利用できる一時預かりは現状制度がない状態になってお

ります。特に暑い長い夏休みの長期休業中、児童クラブの定員枠が空い

ていれば、入所要件を満たさない児童の一時預かりを週に一、二回程度

可能にするように入所要件の緩和ができないか伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えをいたします。放課後児童クラブは保護者の就労のほか、産前

産後の疾病、介護などにより継続的に家庭での看護が起きることが困難

な児童が対象となっております。 

 現在の児童クラブの利用は定員に対して若干の余裕はありますが、利

用要件に該当する児童の受入れに余力を確保し、真に利用が必要な児童

に待機させることのないように勤めているところです。 

 したがいまして、入所要件を満たしていない児童の皆さんの一時的な

預かりを実施することは少し難しい状況にあると思っております。一時

的な預かりが必要な場合については、担当課の窓口でファミサポの利用

なども御案内しておりますので、御理解をいただけるようにお願いをし



【速報版】 

 

96 

たいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  小学校の一時預かりについては、ファミリーサポートを活用してとい

うことで考えてらっしゃるということでお聞きさせていただきましたが、

夏休みは多くの子どもたちが児童クラブに行かれてます。働かれてる親

が多いということで多くの子が行ってます。お母さんが赤ちゃんの育児

をしていたり、祖父母がいるために、児童クラブに行きたいんだと、行

きたくても行けない子どもたちは、同年齢の子どもたちと遊ぶことがで

きない状況でもあります。 

 昔、子どもが多かった頃には児童クラブはなかったです。市長もそう

だったと思うんですが、私も比較的、学校から帰ったら好き勝手野山を

走り回って遊んでいましたが、現在は子どもたちが自由に遊べる仲間、

時間、空間、この3つの間がなくなってきてるということがあり、青少

年の健全育成の点で課題だと感じております。 

 日本の児童福祉法や放課後児童健全育成事業の実施要項では、夏休み

などの長期休業期間中の臨時利用について、自治体ごとの条例運営で柔

軟に判断可能とされており、全国一律で厳格な要件は定められてないよ

うです。 

 83％ということで、必要な子の受入れということで現在は難しいとい

うことでしたが、将来的に定員を満たさない場合が今後増えてくるよう

であれば、青少年健全育成や子育て支援の観点から要件外の児童の受入

れを可能にすることができるよう制度の見直しをすることは有効で、先

進的な取組になるかと考えますが、少し先の将来にはなるんですけども、

そのようなことができるかどうか所見を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  先の話ということでありますけども、状況は激変するというか、そう

いった状況になったときには、おいおいにこれも考えていく必要がある

事案だというふうには認識をしております。 

 担当課のほうも、そういったところの情報を取りながら、いろいろ今

考えてはくれておりますけども、将来にわたっては検討していく必要が

あることだというふうに思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  前回の12月の議会のときに、文化センター等、子どもの暑い夏の居場

所ということで、ちょっと検討してみたいという市長の答弁があったん

ですが、そういったところも含めて、本当に子どもたちの居場所という
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ところで少し検討いただければいいのかなというふうに思っております。 

 続いて大枠2点目、児童生徒の健康、及び体力について。 

 インターネットが本格的に普及して約 20 年、今やＡＩと共存と言わ

れる超デジタル時代、なかなか私もついていけないところが多いです。

その便利さの裏側に潜む危険性や体力の低下などが指摘されております。

オーストラリアでは、ネットいじめ、摂食障害関連コンテンツ、自傷行

為助長投稿などから子どもを守り、メンタルヘルス悪影響を防ぐ目的で、

2025年12月10日、世界初の全国的なＳＮＳ年齢制限法が施行されまし

た。 

 日本では、文部科学省のＧＩＧＡスクール構想で、1 人 1 台端末によ

る事業の実現を目指す取組でＣｒｏｍｅｂｏｏｋが義務教育の現場に導

入されて 5年がたちます。家庭だけではなく、学校における一日のスマ

ホやＰＣ等の画面視聴時間が確実に増加している現状があります。 

 スポーツ庁によると、2019 年、2021 年実施の全国体力・運動能力調

査の結果では、家庭や学校におけるスクリーンタイム、これ画面視聴の

時間の増加の影響が表れており、小中学校の男女とも体力合計点の低下、

小学校 5年生男子は過去最低を記録したようです。 

 ネット社会が進む中、子どもたちへの健康面・体力面の弊害が懸念さ

れています。そこで 5点伺います。 

 （1）ネット依存が原因による不登校児童について、把握されていれ

ばお伺いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長   不登校児童生徒数は、昨年度、過去最多の59名というふうになってお

ります。 

 不登校の要因は、複雑化、多様化しており、ネット依存が原因との特

定はできておりません。 

 文部科学省の実施する調査において、ネット依存を直接の原因とする

項目はなないのですが、生活リズムの不調に関する相談があったという

項目に該当するケースは、安芸高田市の場合、小学校で 7件、中学校で

8件、計 15件あったというふうに報告を受けております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  生活リズムで全体で15件の相談があったということだったと思うんで

すが、令和6年度版の厚生労働白書によると、過去20年で鬱病や適応障

害等の数値が約2.5倍に増加しているそうです。特徴的なストレス要因

としては、急速なデジタル化やＳＮＳの利用拡大を伴う孤独、孤立の深

刻化が挙げられております。 

 家庭との連携により、ネット依存、ネットとの付き合い方ですよね、

不登校を未然に防ぐ体制というのはできているのかお伺いします。 
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○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長   学校と家庭との連携という面では、学校からのメール等によりまして、

いろいろな情報提供をしておりますので、学校だより等でも、こういっ

た問題を取り上げて親子で一緒に考えてみたいというような記事があっ

たり、そういったことも共有できるようにしているところです。 

 さらに、来年度になりますけども、教育委員会としても、やはり家庭

学習の中でネット依存というものを親子一緒に考えていくような、そう

いうような勉強会ができないかということで、予算のほうにも多少であ

りますけども計上しております。しっかり、そういった連携をしながら、

この問題については取組をしていきたいというふうに考えております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  確認させてください。予算化されてる勉強会というのは、どういった

対象での勉強会でしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長   以前にもやっておったというふうに聞いておりますけども、通称親プ

ロという事業で、県のほうにそういった講師の登録があって、その方を

呼んで、例えばＰＴＡとか、ＰＴＣとか、そういった小さい単位、ある

いは学校単位の中で研修、話を聞いたり、グループ討議をしたり、そう

いった研修の機会を設けることができるというような取組ございます。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員   続いて（2）に移ります。児童生徒に対してＳＮＳ依存、詐欺、犯罪

被害などのリスクを学ぶ情報リテラシー教育は実施されているのかお伺

いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  市内の小中学校では、学習指導要領に基づき、情報リテラシー教育を、

道徳、また特別活動、あるいは技術課等で位置づけて実施をしておりま

す。 

 また、3学期には全小中学校全学年で実施するように指導しています

し、保護者向けにも連絡メールであります、すぐーるを使って資料を送

付し啓発を行っているところです。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  では、リテラシー教育は様々な形で行われているということで、保護

者である私のほうも広島県の教育委員会から青少年のインターネット利

用に係る保護者向けの普及啓発のリーフレットが送られてまいりました。 
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 私たち保護者自身が家庭の中でルールをちゃんと決めて、子どもへの

啓発を大人としてすべきだとは考えてますけども、学校でも来年度取組

があるということだったんですけど、やっぱり保護者もなかなか十分で

はないので、学校、教育委員会等も、そういったことをしてほしいとい

う声も聞いておりましたので、来年度進められるということでお聞きし

たんですが、実は親プロとは関係ないかもしれないですけど、広島市内

で、デジタル依存の危険性とか、ネットの付き合い方について、児童向

けの出前授業や保護者を対象に研修を行われている元教員の先生が、来

年度向原小学校のＰＴＡで外部講師として招聘し、子ども向けの出前授

業と保護者向けの研修をそれぞれ開催する予定でおります。 

 ぜひ教育委員会としても参加していただいて、具体的な日にちも決ま

っております。有効と思われれば、親プロのほうもですけれども、実際

に研修に先立ち、子どもにアンケートを取って、そのアンケートの結果

を基に親に研修をしていくというような形で、かなり実践的で、すばら

しい事業をされてらっしゃる先生でいらっしゃいます。 

 ちょっと衝撃だったのが、家庭でルールを決めずに使っている子ども

たちの割合が全国平均で言うと 11％が平均だそうです。もう無制限に

ルールをなしで、11％らしいんですけど、向原で実施をするのに当たっ

て子どもたちにアンケートを取られたそうです。40％がルールなしに見

てる現状、さらには 5時間以上見ている、ルールもない、時間の制限も、

ルールがないので時間制限がないということだと思うんですが、非常に

現実の子どもの生の声を調査すると、全国平均から比べても、今の現状

は非常に何とかしない状況じゃないかというふうには言われていらっし

ゃいましたけども、ぜひ教育委員会のほうとしても、各小学校ＰＴＡの

ほうへ情報提供していただければよいと思います。 

 続いて 3番目の質問です。本市児童生徒の視力など、健康測定におけ

る健康被害が見受けられるかお伺いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長   過去10年間の小中学生の視力検査結果を比較したところ、小学生では

悪化の傾向はほとんど見られないものの、中学生では既に眼鏡等を使用

している生徒、それから裸眼視力が1.0未満の生徒を合わせた、いわゆ

る視力課題を抱える全該当者の割合は、2016年度の58.5％から2025年度

には66.3％に増加し、全体の約3分の2が何らかの視力課題を抱えている

という結果となっております。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  ゲームやネットやデジタルのものを本当に見る機会が多いので、視力

の低下のほうは起こるべくして起こっているとは思うんですけども、家

庭、教育委員会連携して、子どもたちのルールづくりによるデジタルの
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利用というのを考えていけたらと思います。 

 続いて4番目の質問に移ります。本市児童生徒の体力測定において低

下傾向が見受けられるか伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長   令和元年7年度の全国体力・運動能力、運動習慣等の調査の結果にお

きまして、各種目における安芸高田市の平均値を経年比較すると、全国

的にも同様なんですけども、低下しているという傾向が見られます。 

 広島県の調査においては、中学校の 2年生男子及び女子が県平均を大

きく上回るという結果というふうにもなっております。全体的には低下

している傾向ということでございます。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員   続いて5番目の質問に移ります。本市の教育において児童生徒の体力、

先ほど体力低下傾向とありました、体力向上推進に向けた取組があるか

お聞きします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  本市の第4次安芸高田市教育振興基本計画では、主体的な学びを促す

教育活動の推進において、体力、運動能力の向上という項目の中で、取

組として体力向上と運動習慣の定着というのを掲げております。 

 運動の楽しさを実感できる体育の授業、児童生徒の実態や発達段階に

即した継続的な体力向上と運動習慣の定着を図ることとしております。

全国体力・運動能力調査の結果を受けて、各校において体力づくりの推

進計画を策定し、取組を行っているところです。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  体力向上と運動習慣の定着を図るということでお聞かせいただきまし

た。 

 提案にはこれからなっていくんですが、今年 1 月の 11 日に京都で行

われました皇后杯第 44 回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会におきま

して、広島県のチームの 3区を走った甲田中学校の生徒さんの活躍ぶり、

皆さん御存じだと思うんですけど、大変感動いたしました。全国 14 位

の記録だそうで今後の活躍にも期待しております。 

 彼女が陸上に目覚めた原点は、川村毅杯安芸高田市小学校駅伝競走大

会における 6年生での最優秀受賞と聞いております。これまでも特に女

子で川村杯を経て全国レベルで活躍してる選手を輩出している大会の実

績があります。 

 広島県陸上協会登録の駅伝大会に、公立小学校単位で練習を重ねて参

加するということは大変珍しく、一目置かれているすばらしい大会と聞



【速報版】 

 

101 

いております。市長の息子さんは第 1回の最優秀賞だったというふうに、

この前ちょろっとお聞きしたんですけども、すばらしい大会の第 1回を

飾られたということで、うちの娘もそうですけど、高学年の姿に憧れて、

低学年もそこを目標を持って頑張りたいなというふうになっているよう

です。 

 本市にはＮＡＮＪＯキズナのわ 元就の里リレーマラソンや、土師ダ

ムマラソンもあります。走る楽しさを感じることや、各種大会に出場す

るということを年間目標にした、年間を通じた全市的な取組が児童生徒

の体力向上につながる有効的な策ではないかと思いますけれども、教育

長の所見を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長   確かに小学生が一堂に会した大会、川村毅杯の駅伝大会、こういった

ところは非常に本市の特徴として打ち出せていけるものだと思います。 

 記録うんぬんということもありますけども、やはり、こういう大会を

通して、これをきっかけとして、走ることが好きになったり、体力づく

りというものについて関心を持つ、そういうことも大切であろうかと思

います。 

 陸上大会、いろいろな大会が本市でも開催されております。陸上競技

協会の皆さんともいろいろ協力をしていただきながら開催できているわ

けですけども、地域での逆に小さい大会等がなかなか今度は人数が少な

くて開催ができなくなってきたという実態もございます。 

 やはり、全体的な人口の減少という波にはどうしてもあらがえないと

ころはございますけども、やはり学校、それから地域、そういったとこ

ろで子どもたちと体力づくりというのは、みんなが一体となってやっぱ

りやっていかなければいけないことではないかというふうに感じており

ます。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  走るということは本当に基本の基本だと思っております。誰でもがど

こでもできることだと思うんですが、先ほど教育長のほうから各学校で

推進計画を立てられるということだったんですが、こういう川村毅杯と

か、元就の里リレーマラソンとか、土師ダムマラソンとか、この自然豊

かな安芸高田市の中で本当に走るということのイベントがあるわけなの

で、各校の計画ではなくて、教育委員会が全市として走るというところ

の取組を推進するということはできないのかお伺いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長   先ほどの答弁と重なりますけども、やはり一つには川村毅杯という大

会がありますので、それに向けた各学校での取組、これは様々であろう
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と思いますが、一生懸命、子どもたちが休憩時間を利用して、先生と一

緒に走っている姿を私も何度も見かけました。そういったところが共通

してできるところというふうに私は捉えております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  基礎体力づくりという点なんですけれども、また別の提案になるんで

すが、児童の健全育成や体力づくりを目的とした全国ラジオ体操コンク

ールにおける美土里小学校の取組、実績は大変すばらしいと思います。 

 安芸高田市全市的な展開というものができないのか、お考えをお聞か

せください。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長   美土里小学校の特色として、ラジオ体操をずっと続けておられる、こ

れは全国大会でも高い評価を得ております。 

 各学校でやはり特色を持った取組というのがありますので、これを今

全市で広げてやるということは考えておりません。それぞれ、また学校

の体力向上計画、そういったものに基づいて実施していただければ、そ

れを推進するという立場でおりたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  第1回目から優秀な成績を収められて、第9回には金賞受賞して、今で

もＹｏｕＴｕｂｅのほうでコンクールの様子、九代目美土里グリンピー

スの様子が紹介されており誇らしく思います。 

 子どもの減少により、子ども会とともに夏休みのラジオ体操活動もな

くなっている現状もあります。しかし、現在では、様々な、ドラえもん

バージョンであるとか、いろんな楽しくラジオ体操が家庭でＣｒｏｍｅ

ｂｏｏｋの動画を見ながらできる状況でもあります。 

 予算をかけずに、美土里小学校のモデルを全市的に展開できればいい

んじゃないかなと思うんですが、市の学力向上もそうですけども、関係

人口という点で、例えば神楽とコラボしたようなラジオ体操の動画をつ

くってみたり、夏休みの後半に神楽の里ラジオ体操コンクールといった

ものを神楽ドームで開催するなど、市内の子だけじゃなくて、よそから

も引っ張ってこれるようなイベント的な体力づくりというところも考え

てみると面白いんじゃないかと思いますが、教育長のお考えをお聞かせ

ください。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  御提案、面白いと思いますが、どこまで実現できるかということは、

少し検討が必要なのかなというふうに思います。いろんなアイデアをお

持ちの方もいらっしゃいますので、やっぱり総合的に子どもの体力推進
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というようなところを話をしていく場、そういった機会を設けていくと

いうのも必要なのかなというふうに感じさせていただきました。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  毛利の里、ＮＡＮＪＯさんのキズナのリレーマラソンもありますし、

神楽の里でまた一つ面白いイベントで関係人口を引っ張ってこれるよう

なことも考えていただけたらいいんじゃないかなと思います。 

 最後に、前回も先日金曜日もインセンティブ付きの大人の健康チャレ

ンジの話があったんですが、子どもたちに魅力的なインセンティブ付き

の子どもの体力づくりチャレンジのような取組とかいったものもできる

かと思いますけども、例えばサンフレッチェ広島のマザータウンの強み

を生かして、観戦チケット辺りとか、いろんな魅力的なものもあります

けども、本市の強みを生かしたインセンティブがあるような体力のチャ

レンジというような取組ができれば、本当、本市の強み、魅力、子ども

たちのまちへの誇りとか愛着の醸成につなげていっていけるんではない

かなというふうに思っておりますので、市のほうでもいろいろ考えてい

ただけたらと思っております。 

○石 飛 議 長  質問の途中ではございますが、お諮りいたします。 

 本日の会議時間は、議事の都合により延長したいと思いますが、これ

に御異議ございませんか。 

   （異議なし） 

○石 飛 議 長  異議なしと認め、会議時間を延長いたします。 

 引き続き、質問をお願いいたします。 

○小 松 議 員  大枠3点目、市職員の人材育成についてお聞きします。 

 令和 3年 3月に改定された安芸高田市人材育成基本方針に、自ら考え

るを鉄則として、全ての職員が固定概念に縛られず、それぞれの立場で

理想を追い求め、各自が主体的に仕事に取り組む自律成長型の組織を目

指し、人材育成に取り組むとあります。さらに、信頼される職員、創造

する職員、行動力のある職員の 3つの職員像から目指す職員像、市民と

ともに、安芸高田市を創り、未来を拓く職員を実現するとあります。職

員に求められる能力の一つとして、社会環境の変化や市民ニーズを的確

に捉えた上で、効果的な施策を企画・立案できるとともに、事業として

具現化できる能力、いわゆる政策形成能力があります。人輝く・安芸高

田の実現に向けて、市役所職員の自己研さんとともに市としての人材育

成が大変重要になってくると考えます。 

 そこで、職員の能力を伸ばす職員研修や職場環境づくりなど、人材育

成について、以下 10 点伺います。1 つ目です。市役所職員の人材育成

について成果を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 
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○藤 本 市 長  お答えいたします。本市では、小松議員御指摘のとおり、人材育成基

本方針に基づき、市民とともに安芸高田市をつくり、未来を拓く職員、

そして自ら考える職員の育成を目標に掲げ、人事管理制度、職場環境づ

くり、職員研修を柱とした総合的な人材育成に取り組んできました。 

 その成果につきましては画一的に数値で示すことは、必ずしも容易で

はありませんけども、職員が主体的に業務改善や政策立案に取り組む意

識の醸成、さらには管理監督職を中心としたマネジメント能力の向上な

ど、組織として一定の前進が見られているものと認識をしています。 

 人材育成はここまで到達すれば完成というものではなく、日々の業務

の中で積み重ねと、自己研さんの継続が何より重要であると考えていま

す。今後も人材育成の成果を市民の皆様に行政サービスの質として実感

いただけるよう、不断の取組を進めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  チーム安芸高田、市役所の今後の活躍を期待するところでございます。 

 続いて 2番目です。人材育成についての課題を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。社会環境が大きく変化する中で、政策形成能力の

一層の向上が求められており、限られた人員体制の中で、計画的かつ継

続的に人材育成を進めていく体制づくりが重要な課題であると認識をし

ています。あわせて、研修の成果を組織全体へ波及させ、実際の業務改

善や政策立案につなげる仕組みの構築も必要だと思っています。 

 加えて、大きな課題としてＤＸの推進強化です。来年度からＤＸ推進

課を設置し体制を強化しますが、全職員が住民サービスの向上や業務の

効率化の視点を持ち、持続可能な自治体運営につながる行政改革を進め

ることが必要不可欠であり、そのためのＩＴスキルの向上と意識改革が

大きな課題であると考えております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  ＩＴスキルの底上げと意識改革が重要ということでありました。ＤＸ

推進というのが来年度本格的に入ってくるんだと思うんですが、職員の

ＩＴスキルの向上など、その推進に向けて、市長の意向を反映した形で

安芸高田市人材育成基本方針の改定は検討されているのかお伺いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  安芸高田市人材育成基本方針については、内容を研さんしながら状況

に即して改定はしていこうというふうに思っております。 
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 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員   続いて、3番目の質問です。ＯＪＴ研修（現場で実務を学ぶ研修）の

成果を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。ＯＪＴは日常業務を通じた実践的育成であり、自

治体職員として基本的な知識や技能、態度の取得、即戦力の養成、課題

対応能力の向上、職場内コミュニケーションの活性化に効果を上げてい

ます。 

 特に若手職員にとっては、業務遂行能力の着実な向上につながり、実

務経験者として指導に当たる中堅職員にとっては、指導力の強化や、中

堅職員としての役割に対する自覚の醸成につながっていると思っており

ます。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  続いて4番目の質問です。ＯＪＴ研修の課題を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。ＯＪＴ研修においては、個々の指導力に差が生じ

やすいこと、体系化が十分でないこと、繁忙期には育成時間の確保が難

しいことが課題であると思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  そういった課題の解決というのは、今後どのように考えられていくの

か、答弁いただければよろしくお願いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 新谷総務部長。 

○新谷総務部長  ＯＪＴ研修の課題解決なんですけれども、特定の担当者にのみ任せき

りにするんではなくて、チーム全体で育成に関わる職場全体での育成体

制を推進してまいりたいと考えております。 

 具体的には、指導期間中の業務量の調整とか、他部署、外部講師によ

る補完的な研修を組み合わせることで、多忙な職場においても若手職員

が孤立せずに着実に成長できる環境を整えたいと考えております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  チーム全体でということで、本当に若手職員さん、コミュニケーショ
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ンがちょっと苦手な方もいらっしゃると思いますし、チームで補完して

いただいて課題解決していただければいいのかなとは思います。 

 続いて、5 番目の質問です。ＯＦＦ－ＪＴ研修、現場を離れて学ぶ研

修の成果を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。ＯＦＦ－ＪＴ研修は職員が日常業務を離れて体系

的、専門的な知識を習得する機会であり、政策形成能力や専門性の向上

に一定の成果が表れております。加えて管理監督職のマネジメント力の

強化や、職員の視野の拡大、意識改革にもつながっています。さらに他

自治体職員との交流による組織横断的なネットワークが形成される点も、

有意義な成果として評価をしているところです。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  続いて、6番目、研修の課題を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。ＯＦＦ－ＪＴは専門性や政策形成能力の向上に有

効である一方、研修で得た知識や成果をいかに現場業務へ確実に還元し、

組織全体に波及させるかが課題です。 

 また、限られた人員体制の中で計画的に受講機会を確保することや、

研修内容を時代の変化やＤＸの進展に的確に対応させていくことも重要

であると認識をしております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  組織全体へ波及するというところ難しさがあるということだったんで

すが、ほかにも課題があったと思うんですが、課題の解決については何

かお考えがあるかお聞かせください。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 新谷総務部長。 

○新谷総務部長  課題解決なんですけれども、研修を受講で終わらせるのではなく、現

場と接続させるマネジメントの徹底をしていきたいと考えております。

具体的には、1on1での目標設定をするとか、実務への意図的な割当てを

していく、上司の関与を強化すると、組織的に支援を行っていきたいと

考えております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  習ったものを現場でどのように即使っていくかということで身につい
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ていくものだと思いますので、いろいろ考えられて課題の解決のほうを

して進めていただけたらと思います。 

 ちょっとここで提案といいますか、研修で習ったので御提案なんです

けども、内閣府補助事業である地方創生カレッジというのがあります。

第一線で活躍する専門家による約 200のｅラーニング講座が無料でいつ

でも受講できて、その学びを深め広げる場として、オンライン上ですけ

ど交流機会を提供するサイトが内閣府の補助事業であります。 

 こういった地方創生カレッジのｅラーニング講座の中から、市職員さ

んが興味関心のある分野、200 もありますから、その中で自分が選択を

して実行することで自己研さんや主体性を持った地方創生の人材育成に

つながると考えますが所見を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 杉安副市長。 

○杉安副市長  御提案をいただいた研修、確かに有意義で、いつでもできる感があっ

て、自由度も高くて取り入れやすいかなという気がいたしております。 

 勤務時間中になるのかなと思うんですけれども、その辺のといいます

か、取組には工夫が要るのかなと思いますけれども、提案をいただいた

ことは少し研究をさせていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  私も登録して受けようかなと思っていたんですけど、なかなかできて

おりません。よかったら皆さん、誰でもできるそうなので、興味関心の

あるところで選択肢があるということで、非常に魅力的だと思いますの

で、ぜひ検討していただければと思います。 

 続いて7番目の質問です。過去3年間における各種事業計画策定に関す

る外部コンサルタントへの業務委託費の各年度の総額を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。本市では専門的知見の活用や計画策定の高度化、

効率化を図るため、必要に応じて外部コンサルタントへ業務を委託して

おります。 

 過去 3年間における各年度の主な委託業務の総額は次のとおりです。

令和 5年度、7業務で 2,169万円、令和 6年度、6業務 2,986万円、令

和 7年度 3業務で 1,042万円。 

 これらの委託業務は各分野の計画策定や調査分析を行うものであり、

専門性の確保と行政運営の質向上を目的として実施をしているものです。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 
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○小 松 議 員   3年間の業務数と総額お聞かせいただきました。結構な額になってる

と思うんですが、新年度のほうにおいても分かれば委託費の総額等お伺

いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  令和 8年度、新年度ですけども、まだ予算がお願いをしとる状況なん

ですけども、総額で 1,692万円、事業で 5事業となっております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員   続いて、8番の質問に移ります。政策形成能力が発揮され、外部コン

サルタントへの業務委託費用を抑えるというような効果というものは出

ているのでしょうか。今聞かせていただいた金額的には、若干落ちてい

るのかなと思いますが、その辺あたり、よろしくお願いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。職員の政策形成動力を高め、内部で対応可能な業

務はできる限り職員が対応することができれば費用削減効果が期待でき

ると考えています。 

 その上で、外部委託する場合においても、目的や成果物を精査し、仕

様の適正化や業務範囲の明確化を図ることにより、過度な委託内容とな

らないよう見直しを行うことが重要と思います。また、既存計画の活用

や統合データの庁内共有による重複業務の削減など、組織横断的な効率

化も有効だと思っております。 

 一方で、高度な専門性や客観性が求められる分野については、外部の

知見を適切に活用することも必要であり、単なる削減ありきではなく、

費用対効果を十分に検証した上で最適な手法を選択することが重要でも

あると考えております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  様々な工夫をしていただいて、費用対効果の下に最善を選んでいただ

くということだったと思います。 

 続いて9番目の質問に入ります。各種事業計画策定や政策立案に関わ

る、ちょっと先ほどと似てるかもしれないんですけど、コスト削減の策

についての所見を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  先ほどの繰り返しになるかもしれませんけども、コスト単なる削減あ

りきではなくて、しっかりと内容を精査し、費用対効果を十分に検証し
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た上で最適な手法を選択することが重要と思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  過度な委託内容にならないように見直しが重要ということでしたけれ

ども、本市の実情を把握されている職員さんが、今はＡＩが大活躍して

くれます、ＡＩを活用して、主体的で熱意を持って計画を策定すること

で、過度な委託内容になることを避けれるのではないかと思います。 

 また、計画実施に向けても意欲的に取り組むことにつながるので、主

体的にしっかり熱意を持って取り組んでいただければと思うんですけれ

ども、令和3年度から始まった経営財務マネジメント強化事業というの

が総務省推奨でかなり多くの予算がつけられております。 

 自治体側の予算負担はゼロで、自治体職員が主体で、専門家、かなり

多くの専門家がいらっしゃるそうです。職員さんと一緒に事業の見直し

や政策立案に関わることで、人材育成ができる非常に魅力的な伴走型の

事業でもあります。 

 本市でも様々な支援分野があります。人材育成を兼ねて、財政健全化、

地方創生の取組、ＤＸの推進など、課題解決のために、この総務省の経

済・財務マネジメント強化事業を活用することは有効的だと考えますが、

所見をお伺いいたします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  おっしゃるとおり、高度な専門性や客観性が求められる分野について

は、外部の知見を適切に活用することが重要であると認識をしておりま

す。 

 総務省の地方公共団体の経営財務マネジメント強化事業では、幅広い

分野に精通したアドバイザーを自治体の状況に応じて派遣をいただける

仕組みが整えられております。 

 本市においても、第三セクター等の経営健全化の場面で既に活用して

おり、議員のおっしゃるとおり、専門的な助言を得る上で有効な制度で

あると考えております。 

 今後も直面する課題や必要とされる専門性を踏まえながら、当該事業

のさらなる活用について、必要に応じて検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  来年度、観光振興計画をコンサルに業務委託するようなんですけど、

予算としてはあまり十分ではないんではないかと思います。 

 ＡＩの活用、そういったマネジメント事業の活用ということで、魅力

的な観光振興計画の策定を進めてもらえたらと思いますが、1 週間前の
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3 月 2 日から申込みが始まってはおりますが、8 年度について具体的に

このマネジメント事業を活用するというような計画はあるかないか、答

弁をお願いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  先ほどあった第三セクターの健全化のところで検討しようかというの

を今検討中です。まだ決めてはおりませんが、引き続き、やるかどうか

というのを考えている状態です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  タイミングを逃さず、賢明な判断とアクションを考えていただければ

と思っております。 

 最後の質問です。先ほどもありましたけど、昨日は国際女性デーでし

た。まちづくりや市政に女性の視点や発想を生かすために、女性職員の

課長部長級への登用というのは有効的だと考えます。女性職員の幹部候

補育成についての考えを伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。本市の人材育成基本方針においては、市民ととも

に安芸高田市をつくり、未来を拓く職員の育成を基本に、性別にかかわ

らず意欲と能力のある職員が力を発揮できる組織づくりを進めていると

ころです。 

 まちづくりや市政運営において多様な視点を取り入れることは極めて

重要であり、女性職員の課長級部長級への登用は組織の活性化や政策の

質の向上に資するものと認識をしております。 

 国では女性の首相が誕生し、広島県でも女性知事が県政を担うなど、

女性リーダーが活躍をされております。これは女性の活躍が社会の持続

的な成長に不可欠であることを示す重要な潮流であると認識をしており

ます。本市としても女性職員の幹部候補育成に向け、計画的な研修機会

の提供や、幅広い業務経験の付与、マネジメント力の強化に取り組んで

まいります。あわせて、全ての職員が能力を十分に発揮できる職場環境

を整え、多様性を生かした組織づくりを一層推進していきたいと思って

おります。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  多様性の中に、女性の幹部の育成ということで答弁をいただきました。 

 去る2月8日の大雪が降る中で、まちづくり交流会が市役所4階で開催

されました。まちづくり事業の採択のママさんたちの発案でゲストスピ

ーカーも女性でした。様々なところで、このまちを盛り上げていきたい
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といった思いの女性が活躍されております。女性の視点や発想が生かさ

れるまちづくり、女性が輝くまちづくりのためにも、ここはちょっと聞

いてみたいんですけど、企画部とか政策統括監辺り、そういったところ

への女性職員さんの育成というのはお考えをお持ちか伺って、私の一般

質問を終わりたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  まず、その役職について、女性でないといけない、男性でないという

ことはなく、能力のある職員を適材適所で配置をしているというのが今

行っている人事の方針です。 

 当然、どこの時点でも、それにかなう女性職員が採用された、投与さ

れるということは十分にありますので、引き続き、この性別に偏ること

はなく、冷静に適正に判断をしていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 小松議員。 

○小 松 議 員  多様な方が市役所のほうをしっかり盛り上げていただけるように願っ

ております。 

 これで、私の一般質問を終わります。 

○石 飛 議 長  以上で、小松議員の質問を終わります。 

 1時間が経過しましたので、ここで換気のため、5時 20分まで休憩と

します。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後５時０９分 休憩 

午後５時２０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○石 飛 議 長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 続いて、通告がありますので発言を許します。 

 12番 熊高議員。 

○熊高（昌）議員  熊高昌三です。14番目の質問者がいなかったら、5時過ぎにはもう済

んだんで、皆さん、もうちょっとお付き合いください。 

 そうは言っても、前回の質問、そして本日の質問で私の質問と重複し

た部分もあって、かなり理解ができた分もありましたんで、できるだけ

簡潔にできるところは簡潔にしていきたいというふうに思います。 

 そうは思いますが、昨年 12 月の一般質問で市長に宿題を出しておっ

たことの復唱じゃないですけども、萩に行きましょうと言って、萩に 2

月 11 日の祭日、公務の日じゃいけんなと思って一緒に行ってきました

が、まず市長の行った感想並びにこれからの覚悟というふうに聞かせて

いただいて本題に入っていきたいと思いますが、いかがでしょうか。市

長、答弁できればですね。 
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○石 飛 議 長  今のお話は、個人的なお話だと思います、私的な話だと思います。私

的な話は議場内はしないでいただきたいと思います。 

 一般質問の通告を進めていただきたいと思います。 

○熊高（昌）議員  前もって言ったつもりだったんですが、また中のほうで、個人的だ

と私は思ってませんけども、一般質問の中で、毛利公の関係というのは

非常に安芸高田市にとって大事なんだという視点で、ぜひとも山口の萩

というのは縁が深いんで、まず現場を確認していただきたいという思い

で言いましたので、その思いというのはどうだったかということですが、

また政策の中でおいおいと聞く機会をつくっていきたいと思いますんで、

途中で話が出るかも分かりませんし、よろしくお願いします。 

 それでは、1番の令和8年度施政方針と当初予算についてということで、

質問をさせていただきます。 

 まず、将来的な財政見通しについて見解を伺うということで、基金等

の推移についてということで、まずはお伺いしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  熊高昌三議員の質問にお答えいたします。財政調整基金の 2025 年度

末の残高見込みは約 12 億 8,000 万円となりました。ここ数年で最も残

高が少なくなったのは 2020 年度末の 6 億円でしたが、それと比較する

と改善傾向にあります。 

 しかしながら、2026年度の当初予算において、2億 3,200万円の取崩

しを行うため、2020年度末の残高見込みは約 10億 5,000万円となりま

す。今後、決算の剰余金などを積み立てるなど、できるだけ 2026 年度

中に目標としている 12億円を目指したいと考えております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高（昌）議員  これについては、児玉議員あるいは益田議員が増収とか、そういっ

た視点で聞かれたこともありますので、物価の変動とか、利息の変動と

か、いろいろな要因の中で厳しいということは変わりないと思いますの

で、この推移というのは注視していきたいというふうに思っております。 

 それでは2番に入ります。増収策について具体的な取組があるかお伺

いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。昨年 9月の全員協議会でお示しをした行財政改革

の取組のうち、収入増の取組としては、公共施設やイベント等の呼称を

命名するネーミングライツ、ふるさと納税寄附の推進、公金の債券運用

の検討などがあります。そのほか、遊休施設等普通財産の売却等や受益

者負担の適正化も引き続き推進をしていく考えでおります。 
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 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高（昌）議員  細かい推移というのは、なかなか見通しができないというのが現状

だと思うんですが、やはり、この増収があって政策ができるということ

なんで、いかに政策として財源を使わないようにするかということも一

つではありますが、ここ5年か10年先を考えたときに、本当にそういっ

たことができるかという気がしますんで、増収策というのは必要不可欠

だと思うんですね。 

 この間から聞いておりますことぐらいでは、とてもとてもこの先本当

にやっていけるんだろうかという気がします。というのは、増収策がな

い割には、あれも考えてやります、これも考えてやりますというふうな

割と緩やかな答弁が多いんですね。そういった形をしておっては、いか

に増収策を言われておっても、それぐらいの増収策では難しいと思うん

ですよね。 

 だから、どの程度までの財政状況を考えた上での答弁なのかというの

が、なかなか先般の一般質問、そして本日の一般質問を聞いて分からな

いんですね。本当に大丈夫でしょうか、改めてお聞きしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  財政が厳しい中でいろいろ御質問いただく中で、知恵を絞りながらや

っていこうという思いであります。無謀に予算を、基金を切り崩して今

回も予算を組んではいないのが現状で、本当に必要なものに特化をして

組んでおります。 

 そういった意味で、答弁の中では、今回は割と検討するというのは控

えたように思ってるんですけども、そういった中で緩やかな答弁という

のはありますけど、それは私のタイプというか、そういうタイプで御理

解いただきたいんですけども、そういったところはしっかりと財政とも

調整をしながら進めていっております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高（昌）議員  検討するという言葉がなくても、何となく受け止めたという感じで、

やってくれるんかなという気持ちを持たすということが、それはいいこ

とではあるんでしょうけども、本当にそれができなかったときにどうす

るのかなということを不安を持って聞かせていただいたことが割と多か

ったんで、その辺のことを具体的に進めていく中で、注視をしていきた

いし、いただきたいなと思っております。 

 では、3番に入ります。そういった取組の中で、いろいろと効率化を

するということで、郵便局の利活用やＤＸ推進によって業務の効率化や
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経費削減を目指しているが、具体的な数値目標というのはいかがかとい

うことでお聞きしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。郵便局の利活用、あるいはＤＸの推進によって生

まれる経費削減効果については、具体的な幾らという数字は今まだ持ち

合わせておりません。ただ、大まかで言うと人件費相当で、これぐらい

減るだろう、あるいは支所を建物維持で前回もお話をしましたけど、大

体 1億 3,000万ぐらい余力ができるんではないかというようなところは

押さえてますけども、まさにＤＸというのは、この 4月から具体的に始

めてまいります。その中で具体的な数字等が判明しますと、その都度、

効果額等については御提示をしていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高（昌）議員  今、ＤＸの部分で見通しをこんなふうに思ってるという感覚でしか

伝わってこないんですね。やっぱりＤＸを導入するという時点で、どの

ぐらいの削減効果があるのかと、あるいは効率効果があるのかというと

ころをやはり調査の中で共有する、そこから始まるべきじゃないかなと。

そこが見えないと、皆さんの行き先というのは見えないと思うんですね。 

 そういったところが、先ほども申し上げたように、検討するというこ

とは少なくなったけども、本当に分かりにくいなというのが逆に浮かん

できたんです。ですから、そういうところをもっと早く、だから結果と

して違うこともあるでしょう、でも、こういった方向に行きたいんだと

いう姿勢を示す中で数字というのは出てくるんだと思うんですよ。その

辺について、もう一度、それこそ覚悟をお伺いしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  ＤＸについて言えば、システムを入れることによる開発費、あるいは

ランニングコスト、そういったものも十分についてくるものです。そう

いった意味で、今どの部分をするかというのも今度来ていただくＤＸ推

進担当の者も含めて一つ一つメニューを積み上げなくてはいけない状況

です。 

 安芸高田市はちょっとＤＸについては他の市町に比べると出遅れた感

があるところがありますんで、そういったところを過度に財政負担にな

らないようにメニューを組んでいかなくてはいけないというところはあ

ります。 

 そういったところで、今幾らの削減が出るというところまでは詰めき

れてませんというか、詰めきっているところではありませんけども、必

ずこのＤＸが効果が出てくるというふうになっておりますので、そこを
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詰めて、今から一つ一つやっていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高（昌）議員  では、次の大枠2番のほうに移ります。 

 今回、ここが一番大きなポイントかなと思って、私も聞かせていただ

くんですけども、国の政策を本市にどう生かすか、（1）番として、高

市政権は強い経済を目指すとされ、積極財政や危機管理投資を行う方針

であります。本市もその関係予算を獲得できれば、厳しい財政状況にあ

って、財政負担を圧縮できる好機であると思います。 

 その政策についてのお考えがあるか、お伺いしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。高市政権になり再選をされ、今まさに予算が議論

を国のほうでされております。国や、それに基づいて県の動向を注視し

て新たな補助制度がどのようなものが出てくるのか、制度改正がどのよ

うにされていくかというのを、今は積極的に情報収集を行っております。 

 事業の継続性も踏まえ、財源の確保に努めることは最も重要なことだ

と思っておりますので、引き続き動向を注視していきたいというふうに

思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高（昌）議員  経済政策については、本当に、今、専門家でも意見が二分している

という状況でいろんな報道がありますけども、だから、そこの報道の中

も含めて、専門家の認識も含めて、安芸高田市のトップとして、どの部

分をどんなふうに生かしていけるか、あるいは、国等の状況把握も、十

分、藤本市長されておるように見ておりますので、そういったところを

どこまで見て、今後の高市政権の経済政策、特に災害復旧とか、そうい

ったものも当然今やっておりますけども、強じん化という形になれば、

道路網も含めて、河川とか、この間も出た内水排水ことなんかも含めて、

いろいろ課題はあるんですね。 

 以前、浜田市長のときに、私いましたけども、2 期目の浜田市長のと

きに、国のいわゆる補助事業がものすごくあったんですよ、だから課題

を解決かなりできたんですね。その 1 期目を見て、2 期目は私はこれは

出ても負けるなと思って出なかったんですよ。だから、そういうことも

含めて、今期、藤本市長がそれを生かしきれば次も頑張れるかなという

気がしますけども、そういった意味で、藤本市長が、この高市政権の好

機をどう生かせるように受け止めているかというのを聞かせていただき

たいというふうに思います。 
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○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  まさに高市政権がいろんなメニューを今から出してくるんだと思いま

す。そういった、取りあえず、そのメニューはどのようなものが出るか

というのが分からないと、うちの事業でどれを使うか、あるいは今から

やろうとしてることで使えるものを取っていくということにつながらな

いと思うんで、取りあえずは情報を取って、今の高市政権のやろうとし

てることをしっかりと吸収をして、取りにいくものはしっかりと取りに

いきたいとというふうに思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高（昌）議員  分かってからでは遅いんで、多分、そういう情報は、その担当部署

も含めて取りに行っておられるんだろうと思いますが、全てここで言う

わけにはいかない段階だと思いますけども、やはり常にそういった情報

を捉えて庁舎内で分析をして、どれが本当に必要なのか、どれが取れる

のかというようなことも含めて、この間も、向原小学校の壁の修繕か何

か急遽あったと言いましたよね。だから、そういうのもあるんでしょう

から、情報がいかに大事かというのは、今回特にこの国の政策というの

は敏感になるべきだというふうに思うんですね。その辺を議会とも共有

しながら進めていただきたいなというふうに思っております。 

 今後のそういった活動で得た情報というのを、議会とも共有いただき

たいということを思っております。 

 3番に入ります。本市の高校教育について、（1）番、広島県の高等学

校再編の動きが活発である。本市にあっても2校の県立高校が存在して

いる。 

 ①番として、今後の安芸高田市教育を考える上でどのように受け止め

ていくのかということで、これは南澤議員がかなり詳しくやられたんで、

それ以上のこともちょっと聞きたいこともありますんで、この順番に従

って、まず御答弁いただきたいというふうに思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えします。繰り返しになるということを前提での回答になるかと

思います。 

 広島県教育委員会は少子化による生徒の減少で、福山市あるいは広島

市、呉市など都市部の県立高校の統廃合の方針をこのたび明らかにされ

ました。本市の 2校の県立高校も将来的には今ある県の再編整備基準の

考え方に沿うことになると考えております。 

 ただ、組長としての意見表明は、県の方針とはいえ、少なからずとも

影響を与えると思いますので、県のほうもそういった協議の場がこの次
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の段階であるというふうに伺っておりますので、それまでにはしっかり

と意見を述べていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高（昌）議員  市としての動きが少し遅いんだろうなというふうに思うんですね。

これは我々議会の責任もあるんですけども、もう少し向原高校でしたら、

高校が厳しくなっておるというのはもうかなり前から分かっておるわけ

ですから、そういった意味でどうするかという議論を我々もすべきだっ

たと思います。 

 どうしても対症療法的なことの議論なりがちになっておったんで、そ

れはやはり県の方針とか、国の方針も含めて、この人口減少の中では、

当然、見通しからすれば厳しいというのが分かっておったわけですから、

そういった判断というのが、やっぱり行政として早い段階での判断が必

要だろうなというふうに思っています。 

 そこで②番のほうに入ります。本市の中学校統合も一定の方向に動い

ておりますが、高校との関係性や若者定住や移住等を考えたとき、一連

の教育環境整備として位置づけた政策のお考えは何か、お伺いしたいと

思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。現在、統合中学校の候補地について検討している

ところですけども、高校との関係性の部分で県立高校を一連の教育環境

整備、いわゆる中高一貫校として位置づけることは難しいのかなという

ふうには思っております。 

 ただし、本市にとって 2校の県立高校が定住や進路選択を考えたとき

に必要な財産であるということは思っておりますし、地域の持続的な発

展には欠かせない施設であるという思いではいます。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高（昌）議員  中高一貫といっても、わしも付け焼き刃みたいなことで詳しいこと

は、中身についてはまた議論したいと思いますが、中高一貫というのは、

中学校教育学校としてのもの、あるいは併設型、これは選抜なしという

ようなこともありましたけども、それから生徒間連携としての中高一貫、

ですから、中学生と高校生が一貫の教育の中で行うというような形だと

思いますけども、そういったことを早くから考えるべきだというふうに

わしも反省しておりますけども、そういった形で現在の2校の安芸高田

市の高校をどうするかという抜本的な考え方でないと難しいでしょうね

ということで、そういった提案をしておるわけなんですが、これは教育
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長のほうにも指名をしておりましたよね。そこらも含めて、お考えがあ

れば、市長、教育長にお伺いしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  考え方については、先ほど市長が申したとおりでございますけども、

教育委員会としては、現在、探求学習であるとか、いろんな学習発表会、

そういったことを通じて、市内の中学校あるいは県立高校の連携を図っ

ております。 

 この関係というのは、やはり本市の児童生徒にとっても非常に直接見

習うべき先輩が近くにいるということは、環境としてはやっぱり必要な

ことだというふうに思いますので、そういったところから、状況を見な

がらではありますけども、やるべきことの連携をしっかり図っていきた

いというふうに考えております。 

○石 飛 議 長  市長のほうは何かありますか。 

 以上で答弁を終わります。 

 熊高委員。 

○熊高（昌）議員  人口減少という視点で見ると、もう5年10年先というのは本当にもっ

ともっと厳しい状況が迫ってくるんだと思うんですね。ですから、今か

らでも手遅れじゃないというぐらいの状況だと思うんで、せっかく中学

校を統合するという流れの中にありますので、やはり、そこらも視点に

入れたことを考えないと、もう10年先、本当に大丈夫かなという気がし

ております。 

 これはもう私の感覚じゃなしに、基本的に数字がそう示しておるんで

ね、その辺をどうするかというのは、この現市政を預かるやっぱり組長

として考えるべきだというふうに思うんですね。 

 例えば高等学校のことに関して言えば、先ほども浅枝議員おっしゃっ

てましたけど、農業の形、吉田高校はアグリビジネス科というのがある

んですね。だから、安芸高田市のやっぱり持っている財産というのは一

次産業の農業林業なんですよ。ここを生かしていくという形で産業もつ

くっていく、そして教育等につなげていく、全てがやっぱりつながった

地域づくり、それは地域支援員のことも含めて、一体となって考えると

いう視点がないと、こういった問題というのは解決できないというふう

に思うんですね。 

 そういった視点で、今のアグリビジネス科というものなんかが高等学

校のカリキュラムに入ってくる、中学校の義務教育から入れるというの

は難しいかも分かりませんけども、そういった子どもたちの成長も早い

ですから、早め早めにそういったものを提案していくというのも大事か

なと思いますね。 

 参考に言えば、今日聞いた話ですけども、千代田高校は陸上、マラソ

ンの選手かな、そういった人材が入ってくるんだと、数名入ってくるん
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だというふうに昼頃聞きましたけども、その支援する会長さんが湊さん

ですから、多分、議長さんでしょう。そういった生き残りをかけたこと

をやってるんですね、どこも。だから、そういった意味では、安芸高田

市の強みを教育にどう生かしていくかというのが視点として必要だとい

う思いで、アグリビジネス科、昔のアグリビジネス科というのは、非常

に優秀というのか人材も豊富にあったんですね。そういったところに視

点を持っていく必要があるんかなという気がしますんで、そういった視

点で中学校から高校の教育というのをどんなふうにしていくんかという

のは、組長として示していくべきじゃないかなという気がしまして、改

めてお伺いしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  アグリビジネス科、今は少し人数が減っとるようですけども、もとも

と、吉田高校、農業学校ですかね、うちの祖父も多分農業学校のときに

出たんだと思うんですけども、そういった意味で歴史がある分野です。 

 そういった意味で、今度、中学校も 1校になりますんで、そういった

アグリばかりに流すような教育というのはそれは当然できないとは思う

んですけども、そこの連携の仕方をどのようにするかというのは、これ

からの中学校の統合を考える中の一つの教育のカリキュラムの中には当

然頭に入れていく必要があるんだろうと思います。 

 今は 2校ですけども、いずれどういうふうになるかというのは県の判

断、これ県立なので県の判断に従うしかありませんけども、それまでに

市のほうとして、こういった生き残れないかということはしっかりと結

論を出して持っていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高（昌）議員  生き残りをかけた安芸高田市の見通しを考えたときに、あらゆる視

点で、あらゆるものを包含していくぐらいの政策がないと、なかなか難

しいなと。総合計画とか、そういったものがありますけども、やはりそ

れ以上に具体的に安芸高田市の持ってるいわゆる潜在的な力をどう生か

していくかというのは、こういう教育のところで生かしていくことによ

って、結局、若い人ですから保護者も含めて定住移住につながってくる

ということにもなるんですね。 

 だから、こないだ山本議員もおっしゃったように、学校がなくなって、

せっかく移住してきたのにどうもならんなというような意見があったよ

うに、やはり学校というのは子どもたちを預かる保護者にしては非常に

視点がそこに行っておるというのは当然だと思うんでね、だから、そう

いった視点で、学校あるいは保育所からでも全てそうですけども、地域

性云々というようなことよりか、わしの持論でまた申し訳ないけども、
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やはり、どこにつくるかとかいうようなことじゃなしに、何をつくるか

という形を視点で置くべきだというふうに思うんですね。 

 だから、子どもたちのずっと大人になるまでのプロセスというのを、

そういった視点で考えたまちづくりの中に入れるべきだというふうに思

うんですね。改めて、そこをお伺いをしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  高校との関連といいますか、中学校で吉田高校あるいは向原高校に行

くという子どもを育てなくてはいけないと思っております。現在は 2校

ですんで、その 2校へ行く子どもをつくる、その中のカリキュラムで、

吉田高校で言えばアグリがあるので、そちらのほうへ興味あるいは流れ

ができるような教育を、中学校の中で組み立てていくというのは当然必

要だと思っております。 

 そして、保育園、小学校、中学校、高校がそろって初めて定住につな

がるというところも大きな要点というか要素ですので、そこのところは

しっかりと高校をこの安芸高田市からなくさないように手は打っていき

たいというふうに思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高（昌）議員  ちょうど高校の例を言いましたが、安芸高田市にはサンフレッチェ

というユースの誘致もほぼ動き始めたわけですから、そういった視点で

言えば、サンフレッチェというのは非常に大きな財産でもあるし強みに

なると思うんですよね。それを、さらにどう展開して生かすかというよ

うな視点をすれば、もっともっと人が来てくれる、あるいは注目してく

れるようないろんなイベントもできると思うんですね。 

 それから、先ほど浅枝議員もおっしゃったように、有機農業、そうい

ったものをどう展開していくことによって皆さんの注目を集めるか、あ

るいは若い人にそういった視点が必要、人気があるんだというようなこ

とをおっしゃっていましたし、私もそう思ってますし、そういった意見

をたくさん聞くんで、やはり安芸高田市にある資源というのをどう生か

すかということをもう一度考えた、子どもを育てる世代から大人につな

がっていく流れというのを、もう一度、具体的に考えて、みんなが来て

楽しくお祭りもしたいというような、そういう地域にぜひとも、振興会

のこともありますので、そういった昔元気にやってた姿というのはなか

なか難しいかも分かりませんけど、新しい若い世代が楽しめるようなも

のをつくっていくというのが振興会の活性化にもなるんだと思うんです

ね。振興会に幾ら支援員が頑張っても限界があると私は思いますよ。 

 だから、そこの部分をどんなふうに次の手を打っていくことに支援員

も向かっていけるかというところを示さないと、守るだけじゃ、とても
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難しいと思いますよ。そういったところを、もう一度聞いて終わりたい

と思います。 

○石 飛 議 長  熊高議員にお尋ねします。支援員というのは高校教育と。 

○熊高（昌）議員  地域支援員のことです。 

○石 飛 議 長  地域支援員。 

○熊高（昌）議員  だから、振興会と言いました。 

○石 飛 議 長  分かりました。 

 よろしいですか。集落支援員じゃない。 

○熊高（昌）議員  振興会のことを言ったんで、地域支援員のことです。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  いろいろ先ほどおっしゃっていただいたように、集落支援員の活用の

仕方も、今までの振興会を守るための集落支援の活動というのも、当然、

一部ではありますけども、それぞれの地域課題を今出してもらってます

んで、その地域課題を乗り越えるために、集落支援員が一緒に知恵を出

していくということがあります。 

 ひいては、それが新たな振興会の取組、あるいは、安芸高田市の新た

な地域の取組になっていくんだと思っております。 

 そういった意味で集落支援員の方には本当に期待をしてるとこがあり

ますし、それを全面的に市としてもバックアップをしていくというふう

に思っております。 

 その流れの中で、先般、萩のほうへ一緒に行かせていただきました。

その中で感じたのが、やはり毛利への歴史が息づくこの萩に立ったとき

に、郡山城から天下に名を遺した毛利元就公の姿に想いを及んだところ

ですけども、三矢の教えがあります。その教えは力を合わせれば困難も

乗り越えていくという知恵ですんで、毛利公のふるさとの安芸高田市の

市長として、地域の力を束ねて、この集落支援員や、いろんな課題です

ね、そういった地域の力を束ねながら、安芸高田市の未来を築いていき

たいということを、改めて、その場で感じてきた訪問となったというこ

とを申し添えさせていただいて、回答にさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

○熊高（昌）議員  終わります。 

○石 飛 議 長  以上で、熊高議員の質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 次回は、3月 18日午前 10時に再開いたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後５時５４分 散会 
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